


高高知知のの保保健健師師ののススロローーガガンン

私たち高知の保健師は、

住民の健康と生活に目を向け、寄り添いながら、

誰もが暮らしやすい地域をつくります。

　　　　　
　　　高知の保健師みんなの投票で決めました。
 



はじめに

令和５年３月

高知県健康政策部長

　近年、少子高齢化の進展や地域コミュニティの脆弱化等に加え、国・地方公共団体

における行財政改革や国から地方公共団体への権限移譲、保健・医療・福祉・介護等に

関わる法律の相次ぐ改正、健康危機管理事象の頻発かつ甚大化等により、保健師の活

動領域や活動内容はめまぐるしく変化し、より高度な実践能力の発揮が求められてい

ます。

　そのような中、平成28年３月に、厚生労働省から「保健師に係る研修のあり方等にす

る検討会最終取りまとめ」が示されました。その中では、自治体保健師の研修のあり

方にとどまらず、保健師に求められる能力の整理や、定期的かつ計画的なジョブロー

テーションなど、人事部門と連携して保健師の人材育成体制構築を推進する必要性

が示されました。

　現在、国において新型コロナウイルス感染症を踏まえたこれからの保健活動のあり

方について議論がなされており、それに伴い平成25年に策定・通知された保健師活動

指針についても改定の動きが出ています。今年度は本県における保健師の現状につ

いての更新になりますが、今後は国の動向も注視しながら、本県のガイドラインについ

ても見直しに向けた議論をしていく必要があります。

　ガイドラインでは、「高知の保健師のめざす姿（保健師八策）」は引き続き大切にし

ながら、住民の命と健康に携わる保健師が、今後の我が国の動向や本県の状況を注

視しながら、施策を立案し、遂行する専門職としての能力を系統的に育成するための

参考となる基本的な考え方を示しています。

　今後も、新任期から管理期までの保健師が、お互いに育ち育て合うためのガイドラ

インとして、ご活用いただきますようお願いいたします。
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１１　　ガガイイドドラライインンのの位位置置づづけけににつついいてて

　　　　県では、平成１９年度に「新任期保健師支援プログラム」を作成し、新任期保健師の人材育成を

　開始しました。そして、平成22年度には、高知県保健師人材育成評価検討会を設置し、市町村と県

　で従事する新任期から管理期まですべての保健師が、お互いに専門職として育ち合うための指

　針として「高知県保健師人材育成ガイドラインVer.1」（以下「Ver.1」という。）を策定しました。

　　なお、策定時に定めたガイドラインの位置づけ（目的）は、以下のとおりです。

　

   ※ステージの定義
     新任期(１～４年目)、中堅期Ⅰ(５～９年目)、中堅期Ⅱ(10～19年目)、熟練期(20年目以上)      
     管理期Ⅰ(ﾁｰﾌ・係長等)、管理期Ⅱ(課長補佐級・統括保健師等)

２２　　ガガイイドドラライインン改改定定のの趣趣旨旨

　　平成28年(2016年)３月、厚生労働省健康局から「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会

　最終取りまとめ」（以下「最終取りまとめ」という。）が示されたことを踏まえ、平成26年度に策定

  した「高知県保健師人材育成ガイドラインVer.2」（以下「Ver.2」という。）の「中堅期・管理期保健師

  支援プログラム」の改定を平成29年度に行い、また、さらに平成30年度に「新任期保健師支援プ

  ログラム」の評価及び全般的な見直し作業を実施し、平成31年（2019年）３月に「高知県保健師人

  材育成ガイドラインVer.3」（以下「ガイドライン」という。）として改定しました。

　　今回は本県の保健師の現状を更新し、「高知県保健師人材育成ガイドラインVer.3.1」として改定

　しました。　なお、その他の内容は国の動向を注視しながら検討していくこととします。

I 高知県保健師人材育成ガイドラインVer.3の基本的な考え方

（１）高知県内の行政で働く県と市町村両方の保健師のためのガイドラ
  インとする。
（２）新任期から管理期（※）までを含めたガイドラインとする。
（３）標準化された内容であり、市町村ごとのガイドラインあるいは人
  材育成方針や人材育成計画の作成及び検討する時のスタンダード版
  とする。
（４）ガイドライン作成を通じて、県及び市町村の保健活動のあり方を
  考えるとともに、必要に応じて保健活動を見直すために活用する。
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３３　　保保健健師師のの現現任任教教育育にに係係るる法法規規・・通通知知等等

　　保健師の現任教育に係る法律や通知等は以下のとおりです。保健師は、行政職員としての

　基本的な知識や姿勢に加え、地域住民の生命、健康、暮らし、環境に深く関わる専門職として、

　専門知識、技術及び倫理観を、研さんし続ける必要があります。

　

　　

　　

　　

　　　

名称 制定（発出）日 条文（内容）

地方公務員法 昭和25年12月13日
第39条　職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研
修を受ける機会を与えられなければならない。

保健師助産師
看護師法

昭和23年７月30日

第28条の２　保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を
受けた後も、臨床研修その他の研修（保健師等再教育研修及び
准看護師再教育研修を除く。）を受け、その資質の向上を図る
ように努めなければならない。

地域保健法 昭和22年９月５日

第３条　市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、当該市町村
が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の
整備、人材の確保及び資質の向上等に努めなければならない。

２　都道府県は、当該都道府県が行う地域保健対策が円滑に実
施できるように、必要な施設の整備、人材の確保及び資質の向
上、調査及び研究等に努めるとともに、市町村に対し、前項の
責務が十分に果たされるように、その求めに応じ、必要な技術
的な援助を与えることに努めなければならない。

看護師等の人材確
保の促進に関する

法律
平成４年６月26日

第４条　国は、看護師等の養成、研修等による資質の向上及び
就業の促進並びに病院等に勤務する看護師等の処遇の改善その
他看護師等の確保の促進のために必要な財政上及び金融上の措
置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

第６条　看護師等は、保健医療の重要な担い手としての自覚の
下に、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスへ
の需要に対応し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発及
び向上を図るとともに、自信と誇りを持ってこれを看護業務に
発揮するよう努めなければならない。

健康保険法に基づ
く保健事業の実施
等に関する指針

(厚生労働省告示
 第308号)

平成16年７月30日

第五　事業運営上の留意事項
一　保健事業の担当者
　２　担当者の資質の向上のため、加入者の生活習慣の改善等
　　に向けた取組の目的及び内容を理解させ、さらに知識及び
　　技術を習得させるため、定期的な研修を行うこと。

地域における

保健師の保健活動
について
（通知）

平成25年４月19日

記の４

　都道府県及び市町村は、保健師が新たな健康課題や多様化、
高度化する住民のニーズに的確に対応するとともに、効果的な
保健指導を展開するために、常に資質の向上を図る必要がある
ことから、保健師の現任教育（研修《執務を通じての研修を含
む。》）については、各地方公共団体において策定した人材育
成指針により、体系的に実施すること。

別紙　地域における保健師の保健活動に関する指針

第二 １ 都道府県保健所等　
（５）研修（執務を通じての研修を含む。）
　　市町村及び保健、医療、福祉、介護等に従事する者に対す
　る研修を所属内の他の職員等と協働して企画及び実施するこ
　と。

第二 ４ 都道府県、保健所設置市、特別区及び市町村の本庁
（２）保健師の計画的な人材確保を行い、資質の向上を図ること
　　地方公共団体の人材育成指針に基づき、職場内研修、職場
　外研修、人材育成の観点から異なる部門への人事異動、都道

　府県と市町村（保健所設置市、特別区を含む。）間等の人事
　交流及び自己啓発を盛り込んだ保健師の現任教育体系を構築
　し、研修等を企画及び実施すること。
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４４　　ガガイイドドラライインンのの進進捗捗管管理理・・評評価価

　　ガイドラインにおける人材育成の取組の進捗管理や評価を、高知県保健師人材育成評価検討　

　会で行います。

　　検討会の事務局は、高知県健康政策部保健政策課に置き、年に２回開催（必要が生じた場合は、

　その限りではない。）し、ガイドラインについて、ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を行うとともに、国

　の動向や県内の保健師の人材育成の状況を踏まえ、必要に応じて改定を行います。

　　また、各団体や大学等が実施する研修や人材育成の取組とも連携を図ります。

　　

（（１１））高高知知県県保保健健師師人人材材育育成成評評価価検検討討会会のの構構成成メメンンババーー

　　

（（２２））高高知知県県保保健健師師人人材材育育成成評評価価検検討討会会のの年年間間ススケケジジュューールル

　　　

　　

　　

　　

　　　

開催月 内容

６月頃

・高知県保健師人材育成ガイドラインの取組について
・県及び市町村の人材育成計画について
・研修年間スケジュールについて

　（保健政策課・福祉保健所・各団体等）　　　等

２月頃

・高知県保健師人材育成ガイドラインの取組結果について
・県及び市町村の人材育成の取組結果について
・研修実績について　　　　　　　　　　　　　　　等　　　　　　　　　　　　　　

高知県保健師人材育成評価検討会
【事務局：高知県健康政策部保健政策課】

看護系大学

全国保健師長会
高知県支部

高知県看護協会

高知県市町村保健
衛生職員協議会

高知市統括保健師

県福祉保健所
統括保健師

アドバイザー(適宜)
公衆衛生医師

高知県総務部人事課
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Ⅱ 高知県内保健師の現状と課題

１１　　保保健健師師のの現現状状

　　令和４年４月１日現在、高知県内の行政保健師数は、県保健師99名、市町村保健師は、高知市

　77名を含めて352名、合計451名となっています。

　　年齢構成は、県では50歳以上が34名で全体の34%と最も多く、次に30歳代が31名で31%を

　占め、急速に世代交代が進んでいます。「駐在保健婦」としての活動経験を持つ保健師は45名

　いますが、定年退職を迎える状況が続き、減少していきます。一方、市町村では、30～40歳代が

  全体の61%を占めています。

　　なお、新規採用については、県保健師は、平成20年度以降、毎年一定数が採用されており、今後

　も退職者を補充する必要があるため、この傾向は続くと思われます。また、市町村でも、この５年

　間で83名の採用がありますが、単に定員が増えているだけではなく、早期離職も影響していると

　考えられます。

■高知県行政保健師数の推移（令和４年４月１日現在）

■年代別保健師割合（令和４年４月１日現在）

※再任用の職員を含む

※再任用の職員を含む

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4

県 162 158 152 139 133 129 128 120 116 111 109 101 97 96 97 94 93 93 92 92 95 97 99 93 92 97 99

高知市 38 37 39 42 43 47 49 50 52 55 58 57 62 62 63 65 65 66 67 71 73 73 72 75 73 72 77

他市町村 71 107 126 152 178 194 203 208 209 202 202 207 206 206 207 220 225 230 234 237 246 248 250 256 261 269 275

総数 271 302 317 333 354 370 380 378 377 368 369 365 365 364 367 379 383 389 393 400 414 418 421 424 426 438 451
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（（２２））経経験験年年数数別別のの課課題題

　　①①新新任任期期保保健健師師のの課課題題

　　新任期保健師は、所属によっては業務分担制により、担当業務以外のことに携わりにくいた

　め、保健師としての活動を広く経験する機会が減っています。加えて、分散配置や小規模町村

　では、新任期でも一人配置になる場合もあり、先輩保健師の活動を側で見る機会が少なくなっ

　てきています。

　　また、行政能力を早期から求められるため、これらの能力を獲得するためのＯＪＴ体制の強化

　も必要です。

　　県の新任期保健師は、個別支援を経験できる機会が少ないため、福祉保健所等では、経験

　の機会を確保することが必要です。

　　②②中中堅堅期期保保健健師師のの課課題題

　　所属によっては、業務分担制が中心となり、担当分野ごとの縦割の対応となりやすく、対象

　者を全人的に捉える力や、地域全体の健康課題を明らかにしていくことが難しくなっており、地

　域全体の健康課題を把握し、評価する能力の育成が課題です。

　　また、分散配置により、一人で業務を抱え込んで自信がなくなったり、日々の業務に追われ

　余裕がない状況で、保健師同士で情報交換する機会の確保も課題です。

　　なお、県の中堅期保健師は、個別支援等の地域活動を展開できる能力に加え、行政能力を

　伸ばすことが課題であるため、本庁と福祉保健所等の出先機関をバランスよく経験していくこ

　とも必要です。

　

　　③③管管理理期期保保健健師師のの課課題題　　

　　統括的立場にある保健師の位置づけが事務分掌等に明記されていない市町村及び中芸広域

　連合は30か所中12か所です。以前に比べると明記されている市町村の方が多くなったものの、

　括保健師としての意識が持ちづらく、組織横断的に総合調整し、保健活動を総合的に推進する役

　割を遂行できる体制が整っていない状況にあります。統括保健師が役割機能を発揮できるよう、

　他の管理期保健師のサポート体制づくりも必要です。

　　また、地域保健活動における知識や経験による指導及び助言が、分散配置により後輩に伝える

　機会が少なくなっているため、後輩の育成を積極的に担っていくことが課題となっています。
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■県保健師の年代別配属部署（令和４年４月１日時点）　（数字は人数）　　　　　※再任用の職員を含む

（（３３））活活動動体体制制かかららみみたた課課題題

　　市町村及び中芸広域連合の保健師の活動体制は、地区分担業務分担併用が20か所、業務分担

　のみが９か所、その他（ゆるやかな業務分担、地区活動は分担無し）１か所となっています。 

　　　厚生労働省「地域における保健師の保健活動に関する指針（平成２５年４月）」（以下「保健師活動

　指針という。）では、地区活動に立脚した活動を強化するとともに、分野横断的に担当地区を決め

　て保健活動を行う地区担当制を推進するよう方針が示されています。市町村及び県において、地

　域全体の健康課題を把握し、世帯や地域の健康課題に横断的・包括的に関わり、地域の実情に応じ

　た必要な支援をコーディネートするなど、担当する地域に責任を持った活動を展開できる体制づ

　くりが必要です。　　　　

■市町村（高知市除く）保健師の年代別配属部署（令和４年４月１日時点）（数字は人数）

※再任用の職員を含む

2

30

54

57

40

8

19

15

7

1

1

3

5

2

2

1

8

3

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

2

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

保健衛生 地域包括支援センター

障害保健福祉 高齢者保健福祉

福祉事務所（障害保健福祉除く） 子育て世代包括支援センター等

その他 人事交流

7

18

3

17

18

6

1

9

8

1

2

4

2

1

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

福祉保健所 本庁 その他 派遣・人事交流

（（２２））経経験験年年数数別別のの課課題題

　　①①新新任任期期保保健健師師のの課課題題

　　新任期保健師は、所属によっては業務分担制により、担当業務以外のことに携わりにくいた

　め、保健師としての活動を広く経験する機会が減っています。加えて、分散配置や小規模町村

　では、新任期でも一人配置になる場合もあり、先輩保健師の活動を側で見る機会が少なくなっ

　てきています。

　　また、行政能力を早期から求められるため、これらの能力を獲得するためのＯＪＴ体制の強化

　も必要です。

　　県の新任期保健師は、個別支援を経験できる機会が少ないため、福祉保健所等では、経験

　の機会を確保することが必要です。

　　②②中中堅堅期期保保健健師師のの課課題題

　　所属によっては、業務分担制が中心となり、担当分野ごとの縦割の対応となりやすく、対象

　者を全人的に捉える力や、地域全体の健康課題を明らかにしていくことが難しくなっており、地

　域全体の健康課題を把握し、評価する能力の育成が課題です。

　　また、分散配置により、一人で業務を抱え込んで自信がなくなったり、日々の業務に追われ

　余裕がない状況で、保健師同士で情報交換する機会の確保も課題です。

　　なお、県の中堅期保健師は、個別支援等の地域活動を展開できる能力に加え、行政能力を

　伸ばすことが課題であるため、本庁と福祉保健所等の出先機関をバランスよく経験していくこ

　とも必要です。

　

　　③③管管理理期期保保健健師師のの課課題題　　

　　統括的立場にある保健師の位置づけが事務分掌等に明記されていない市町村及び中芸広域

　連合は30か所中12か所です。以前に比べると明記されている市町村の方が多くなったものの、

　括保健師としての意識が持ちづらく、組織横断的に総合調整し、保健活動を総合的に推進する役

　割を遂行できる体制が整っていない状況にあります。統括保健師が役割機能を発揮できるよう、

　他の管理期保健師のサポート体制づくりも必要です。

　　また、地域保健活動における知識や経験による指導及び助言が、分散配置により後輩に伝える

　機会が少なくなっているため、後輩の育成を積極的に担っていくことが課題となっています。
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１１　　高高知知県県のの求求めめるる保保健健師師像像

　　　平成19年度に保健師の人材育成の方針を考えるにあたり、「高知県の求める保健師像」を

　　次のように、定義しています。

２２　　高高知知のの保保健健師師ののめめざざすす姿姿

　　（（１１））保保健健師師八八策策

　　　　　　平成22年度の高知県保健師人材育成評価検討会では、求める保健師像を基本に置きながら

　　も高知らしさを出し、めざす姿をより具体的にすることが、人材育成を進めるために必要であ

　　ると考え、幕末の英雄坂本龍馬がとりまとめた国家構想「船中八策」になぞらえ、高知の保健師

　　共通のめざす姿として「高知の保健師のめざす姿（保健師八策）」を作成しました。

　　　平成26年度及び平成30年度の改定の際に「保健師活動指針」との整合性を確認し、市町村と

　　県両方の保健師のめざす姿としています。

　　　

　　　

　　　

　

Ⅲ 高知の保健師のめざす姿

【高知県の求める保健師像】
  「地域をみる・つなぐ・動かす」保健師のコア機能を高め、地域の課題等を幅広
 い視点から掘り下げ、住民の主体的な健康づくりや誰もが暮らしやすい地域づくり
 をめざし、医療や福祉と連携した取り組みを進める。

高知の保健師のめざす姿（保健師八策）～誰のために、何のために～

一．高知の保健師は、地域に出て、人々の生活を見て、暮らしを支えることができる

二．高知の保健師は、個から家族、家族から地域全体を見ることができ、地域の課題

  を解決する仕組みづくりができる

三．高知の保健師は、ライフステージに沿って、継続的・長期的に支援できる

四．高知の保健師は、すべての健康レベルの人を対象とし、地域全体の健康度を上げ
  ることをめざして活動ができる

五．高知の保健師は、住民一人ひとりが自分の健康に目を向け健康行動を取ることが

  できるように、自己決定を支持できる

六．高知の保健師は、住民や関係機関の力を引き出すとともに、ネットワーク化や地
  域づくりができる

七．高知の保健師は、どの部署に配属されても、公衆衛生の視点で活動ができる

八．高知の保健師は、専門職としての資質向上を図り、保健師としての責任を果たす

  ことができる
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一．高知の保健師は、地域に出て、人々の生活を見て、暮らしを支えることができる

保保健健師師八八策策のの活活動動事事例例

新任期保健師の地区踏査例から

　南国市の過疎の地域にある受持ち地区内の対
象者５例に対する家庭訪問から、地域を把握した事
例です（※）。
　観察及び住住民民ととのの会会話話かからら、、地地域域のの生生活活環環境境、、
人人間間関関係係、、地地域域のの行行事事、、交交通通手手段段等等をを把把握握してい
ます。訪問先では地区内で暮らす住住民民のの生生活活状状況況
とと健健康康状状態態のの関関係係をを把把握握し、ポートフォリオには、住
民一人ひとりの罹患疾病をマトリックスに示し、地
区に多い疾病を見える化しています。また、この地
区は市街地から遠い無医地区であることから、住
民同士がお互いの変化に気づき合える関係性の
大切さを新任期保健師は学びました。そこで、保健
師の対応の目標を「自分の健康状態を知り、悪化
に気づくこと。要介護・重症化予防。」とし、地区内
での見守り体制づくりに取り組むとともに、家家庭庭訪訪
問問をを継継続続し、困った時に相談をしてもらえる関係づ
くりを行っています。

※新任期保健師研修の受講生のレポートを参考にして

　健康長寿政策課（平成30年度当時）で活動事例を作成。

新任期保健師の家庭訪問例から

　服薬管理・指導（ＤＯＴＳ）を目的に数日前に退院
した高齢結核患者の家庭訪問を行った事例です
（※）。　
　入院によりＡＤＬが低下し、妻は、退院後の生活に
不安を持っていました。訪問当日の朝、患者は庭で
転倒し、ケガをしてしまい、本人、妻とも気持ちが
落ち込んでいる中での訪問でした。結核薬は指示
どおり服薬できており、今後の服薬継続について
も強い意志を確認できたため、訪問の目的は達成
できました。ＡＤＬの低下については、再転倒に対し、
妻の不安が強いため、妻が心配している気持ちを
本人の前で表出できるよう促しています。
　その際、本人と妻の関係性等に気を配りながら、
自宅で過ごしたいという本人の意思を尊重し、自
尊心を傷つけないように、「私も・・・心配です。」と
アイ（Ｉ）メッセージを心がけています。本本人人自自身身がが
気気づづくくププロロセセススをを大大切切にし、結結核核のの服服薬薬管管理理にに止止
ままららずず、、入入院院にによよるるＡＡＤＤＬＬのの低低下下や家族の不安等へ
の対応等、日日々々のの生生活活全全体体にに目目をを向向けけたた支支援援を
行っています。

大大切切ににししたたいい視視点点

　住民の生活や取り巻く環境に、健康問題の要因があることを認識してニーズを把握し、支援を展開
します。

二．高知の保健師は、個から家族、家族から地域全体を見ることができ、地域の課題を
解決する仕組みづくりができる

大大切切ににししたたいい視視点点

　家庭訪問や個別健康相談を通じて、個人及び家族全体を捉えて支援します。また、個人・家族の
個別課題や地域住民の声、既存資料、実践活動、地区踏査等から地域の実態を明らかにし、必要
に応じて部署を越えて、地域全体の課題解決に向けた地域包括ケアシステムを構築します。

  
　香美市では、日頃の保健活動の中から、妊婦支
援として妊娠届出から新生児訪問までの関わりが
少ないことや、産後すぐの関わりができていない
ことが課題としてあげられていました。実際にお
母さんたちはどんなことに困っているのか、香美
市として妊娠・出産・子育てを支援していくために
どのような仕組みがあればいいのか、まずは現現状状
をを把把握握するため、県の支援を受けながら、平成27
年度に生後1か月から1歳2か月までの乳幼児を持
つ保護者に「産後ケアに関するニーズ調査」を実
施しました。調査の結果、産後困ったことがあった
産婦は64.4％にのぼり、困った内容としては多
かった順に、授乳、子どもの皮膚の手入れ、上の子
の世話、育児に慣れないこと、漠然とした不安と
なっていました。
　このため、地区担当保健師による母子健康手帳
交付時の面接、地区担当保健師紹介カードの作成
等、相談窓口の明確化に努めました。また、助産師
を雇用し、沐浴練習等の個別保健指導の実施、母
乳相談の強化を進めるとともに、地域の赤ちゃん
すこやか訪問員が赤ちゃんが生まれた全全家家庭庭にに
訪訪問問すするる体体制制構構築築等等に取り組んできました。
　さらに、母親達の授乳に関して困っているとの
声に対応するため、市内の地域子育て支援センタ

ーとの連携によるママのサポートルーム（母乳相
談、休養の場）を開始しました。
　関関係係機機関関ととのの共共通通認認識識、、連連携携をを強強化化すするるため、
地地域域のの子子育育てて支支援援ササーーククルルととのの意意見見交交換換会会や市
役所内関関係係部部署署ととのの検検討討会会等等を経て、平成28年度
からは、妊婦支援検討会、先進地視察、地区担当保
健師による産後28日未満の新生児訪問実施の強
化に取り組み、平成29年度からは、子育て世代包
括支援センターすこやかを立ち上げました。
  子育て世代包括支援センターすこやかでは、母
親だけでなく家族を含めた妊娠、出産、子育て支
援の充実に向けて、妊娠期から子育て期にわたる
母子保健に関する総合的な相談の窓口として、母
子保健コーディネーターを配置し、今までの取り組
みに加えて、妊婦支援プランの作成、医療機関と
の連携の仕組みづくりなど子育て支援における調
整を行っています。
  今後も住民の声や地域の子育て支援サークル
との連携等、保保健健師師のの活活動動のの中中かからら地地域域のの実実態態やや
課課題題をを把把握握しし、、関関係係機機関関ととのの連連携携をを強強化化ししななががらら、、
地地域域とと協協働働で子育てしやすいまちづくりに努めて
いきたいと思います。

地区担当保健師の活動強化と妊娠期からの子育て支援の体制づくり
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三．高知の保健師は、ライフステージに沿って、継続的・長期的に支援できる

平成18年の町村合併により香南市となり、活動
体制が大きく変わったことで、「サービスは充実し
たが地域との関わりは持ちにくくなった。」という
思いが生じ、その後は、地地域域のの健健康康課課題題をを意意識識しし
たた活活動動をを目目指指ししてて取取りり組組んんでできました。

平成20年度に第１期健康増進計画となる「こ
うなんげんき21」を策定し、脳血管疾患対策の取り
組みとして「高血圧対策」を予防対策の柱に取り
組んで来ました。具体的な活動内容は、特定健診
の受診勧奨、家庭血圧測定の推進、減塩や適正飲
酒等の生活習慣の改善、ウォーキングなどの運動
習慣の啓発です。

健診会場では基準値以上の血圧未治療者に対
して家庭血圧測定の勧奨を行ってきました。平成
29年度までに400人近い方に測定をしていただ
いています。測定の結果、約半数の方は血圧値が
高値との結果が出ており、医療機関受診を勧めて
きました。　

また、地地区区のの文文化化祭祭等等でではは健健康康推推進進員員にによよるる血血
圧圧測測定定やや家家庭庭血血圧圧測測定定のの声声掛掛けけ、、食食生生活活推推進進員員

にによよるる地地区区伝伝達達講講習習やや減減塩塩指指導導等等ににもも取取りり組組
んんででいただいています。
　その結果、家庭で血圧を測って値を記録して
いる人の割合は、平成23年度の34％から平成
28年度には43％と増えています（特定健診時
のアンケート調査）。
　また正常血圧値を知っている者の割合も増
加しています。さらに、脳血管疾患による死亡　
者数は男女ともに減少傾向にあります。
　平成30年度からは第２期健康増進計画を推
進しています。今回は糖尿病及び予備群の増
加、中高年の肥満やメタボ該当者の割合が高
いことが健康課題となっています。計画策定に
あたっては、前回同様市市民民やや関関係係機機関関がが各各々々
のの役役割割分分担担やや取取りり組組みみをを確確認認ででききるるよよううにに行行
動動目目標標をを定定めめました。
　今後も市民の方々、関係組織の方とともにラ
イフステージに沿った支援を行い、健康で自分
らしく生きられるような取り組みを継続してい
きます。

大大切切ににししたたいい視視点点

　各年代における健康課題の特徴や、生涯を通じた健康づくりをめざし、住民の生きてきた過程
や言動に込められる意味を理解して、支援の方向性を見立てます。

四．高知の保健師は、すべての健康レベルの人を対象とし、地域全体の健康度を上げる
ことをめざして活動ができる

大大切切ににししたたいい視視点点

　すべての健康レベルにある人を対象とし、潜在的ニーズへの予防的介入及び顕在化したニー
ズへの対応と、ソーシャルキャピタル醸成の視点をもって活動を展開します。

　
　平成14年の高知市高齢者保健福祉計画の見直
しにあわせて、介護予防の推進が重点課題として
位置づけられました。高齢者が、要介護状態に陥
ることなく、いきいきと自立した生活を送るため
には、筋力・体力の維持・向上が課題であることか
ら、米国国立老化研究所の運動プログラムを参考
に保健所の医師と理学療法士が中心となって、10
段階に負荷を増やすことができる重りをつけて
の筋力運動の体操=「いきいき百歳体操」を開発
しました。
　体操の開発後、体操講座(高齢者22名、週２回、
３か月)を実施し、講座前後の運動能力、自覚的健
康観、生活状況の変化を評価した結果、運動プロ
グラムの効果が検証できました。また、体操を継
続した人は、介護度が維持・改善できていたこと
から高齢者の身身近近なな場場所所にに住住民民主主体体でで運運営営さされれ
るる会会場場がが必必要要ででああるることがわかり、住住民民主主体体をを
モモッットトーーにに地地域域支支援援体体制制をを整整備備しました。
　平成18年度以降は、食べたり飲みこんだりする
力をつける「かみかみ百歳体操」、認知症予防の
「しゃきしゃき百歳体操」の取組も開始しました。現

在体操参加者は7,000人以上。体操会場数は360
会場になり、10年以上継続している体操会場が増
えています。
　開催場所では体操だけでなく、住民の判断に
より様々な活動が行われています。茶話会や食
事会、趣味活動、保育園児等との交流会等が企画
され、高齢者の集う場所がたくさん生まれました。
中には、サロンとして定着している会場もありま
す。
　また、ある地区では、体操開始に関わった関係
機関間での連携が深まり、障がいのある方も高齢
者も、疾患のある方も、保育園児も一同に会して、
地域の絆を深めることのできるイベントを開催し
ました。
　「いきいき百歳体操」の活活動動展展開開はは、、ヘヘルルススププロロ
モモーーシショョンンそそののももののであり、筋力向上、口腔機能向
上等、介護予防での効果を上げるとともに、地域
づくりに繋がっています。

香南市の高血圧対策

高知市の介護予防
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五．高知の保健師は、住民一人ひとりが自分の健康に目を向け健康行動を取ることができ
るように、自己決定を支持できる

住民の主体性を生かした健康づくりの場として、

集会所等を利用した「黒潮元気体操」や、入野松原

の木陰を歩くウォーキングサークル「にこにこ

ウォーキング」などがあり、活活動動がが継継続続ででききるるよようう

リリーーダダーーととななっってていいるる方方のの相相談談にに応応じじるるななどどのの支支

援援を行っています。また、運動不足等で廃用症候群

になった方を対象に、総合事業で通所型短期集中

運動機能向上サービスを実施しています。

週２回、運動を基本にお薬、栄養、口腔機能等の

健康学習を含めた内容を３ヶ月間提供します。

　参参加加者者はは、、運動機能の向上はもちろんのこと、　

セセルルフフケケアア能能力力をを維維持持すするるここととのの大大切切ささをを実実感感

し、サービス終了後においても、地域で実施して

いる健康づくりの場や、あったかふれあいセン

ターなどの集集いいにに参参加加しています。保保健健師師はは、、本本

人人がが自自分分にに合合っったた場場所所ににススムムーーズズににつつななががるるよよ

うう情情報報提提供供するとともに集いの場等との調調整整機機

能能を果たしています。

大大切切ににししたたいい視視点点

　住民が自らの健康問題を認識し、改善や解決のための行動を自己決定し、主体的に取り組める
ように支援します。

六．高知の保健師は、住民や関係機関の力を引き出すとともに、ネットワーク化や地域
づくりができる

大大切切ににししたたいい視視点点

　地域の健康課題の解決や健康レベルの向上を図る過程で、めざす姿を住民と共有し、関係機関
をつなぐことによって、健康なまちづくりを進めていきます。

　

　土佐町では、高齢になっても住み慣れた地域で

元気に生活していけることをめざし、平成16年度

から京京都都大大学学・・東東京京女女子子医医科科大大学学・・高高知知大大学学とと連連携携

しし、、フフィィーールルドド医医学学事事業業ををススタターートトしました。

　この事業では土佐町在住の75歳以上を対象と

したご長寿健診をはじめ、健康長寿の問診票及び

特定健診結果報告会等を実施しています。保健師

は、ご長寿健診で検査結果や医師の面接で気気にに

ななるるケケーーススににつついいてて、必要に応じて地地域域包包括括支支援援

セセンンタターーとと情情報報共共有有しています。日頃の生活状況

や家族状況等、地域包括支援センターが把握して

いる情報と合わせることで、健診や結果報告会の

場で医師から必要なサービスを紹介してもらうこ

とや、家族に対しての説明を行うなど、対象者の

状況に合わせた個別支援につながっています。

　これらの関わりの中から、平成28年度より認知

症専門相談の取り組みを開始しました。増えてい

る認知症相談に早期に対応できるよう、また、家

族でも気軽に相談できる機会として、地域包括支

援センターを中心にフィールド医学事業の医師と

連携した事業を行っています。

　10年以上経過した本事業ですが、事業を通して

強化されたネネッットトワワーーククがが日日々々ののケケーースス対対応応等等にに

活活かかさされれてています。

　社会福祉協議会においては、専門的介入が必

要な相談があった場合には、保健師を紹介してく

れます。また、保健師がかかわっている事例でも、

日々の生活支援では社会福祉協議会が丁寧な関

わりを持ってくれることも多くあります。

　地域の健康づくりを推進していく保健師ですが、

すべての住民を保健師だけで支えることはでき

ません。土佐町では事事業業をを通通ししててででききたた顔顔のの見見ええ

るる関関係係にによよりり、保健師の役割や社会福祉協議会を

はじめとする各各種種地地域域団団体体のの役役割割がが明明確確ににななりり、、

おお互互いいのの強強みみをを活活かかししたた地地域域づづくくりりににつつななががっってて

います。そして、公衆衛生活動は、すぐに効果や成

果は見えませんが、保健師として大事にすべきこ

とを着実に進めてきたことで、住民自らの健康は

自分で守るといった健康意識の高まりや新たな健

康課題への事業展開等、現在の取り組みへとつな

がっています。

黒潮町の健康づくりの取組

大学や関係機関と連携した高齢者の健康づくりの取組
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七．高知の保健師は、どの部署に配属されても、公衆衛生の視点で活動ができる

高知市では、中核市移行に伴い平成11年度から

福祉施設の指導監査に保健師が配置されています。

平成24年度から、介護保険及び障害福祉サービス

事業者の指導監査業務が高知県より移譲され、「指

導監査課」が創設され、保健師が配置されました。

保健師は、ケアマネジメントの理解促進を目的と

して、ケアプラン作成及び実施に係る指導（アドバイ

ス）を行っています。その際、介護支援専門員等に、

重重度度化化予予防防（（認認知知症症周周辺辺症症状状のの予予防防及及びび軽軽減減、、肺肺炎炎

等等のの予予防防、、適適切切なな疾疾患患管管理理、、虐虐待待防防止止））とともに、要要

介介護護者者のの自自尊尊心心にに働働ききかかけけるるこことと、、役役割割のの獲獲得得、、趣趣

味味活活動動のの継継続続、、楽楽ししみみやや得得意意分分野野をを生生かかすすこことと

等等をを視視点点としたケアプランであるように、事例につ

いてじっくりと話し合うようにしています。　

　この部署では、150件以上の介護保険及び障

害福祉サービス事業所に出向いています。その

中で、介護支援専門員等のケアマネジメントの資

質向上だけでなく、地域の他の介護保険サービ

スの整備・充実につながり、ひいては住民サービ

スの向上にもつながるものであると考え、実地

指導を行っています。

八．高知の保健師は、専門職としての資質向上を図り、保健師としての責任を果たすことが
できる

人材育成の推進
　統括保健師が、研修受講履歴を管理して、計画的

に研修に参加できるよう、各人の経験年数や獲得

すべき能力に応じて履修を進め、人材育成を図る自

治体が増えてきました。

　また、自主的に看護協会保健師職能委員会や全

国保健師長会高知県支部が実施する研研修修等等にに参参加加

しし、、新新たたなな知知識識やや手手法法ににつついいてて学学ぶぶととととももにに、、意意見見

交交換換やや交交流流をを通通ししてて専専門門性性のの向向上上にに努努めめてています。

　

 

管理期保健師の言葉
　先輩から、「給与の一割は、自己研さんのために

使いなさい。」と教えられました。その先輩は、定期

書物の購入や県外で開催される学会等に自費参加

するなど有言実行していました。それから何年も経

ちますが、職能団体会費、学会費、書籍費、研修会等

の参加旅費等、毎年、自分のために使った額を計算

しながら、先輩の言葉に自分の専門職としての姿勢

を振り返っています。

大大切切ににししたたいい視視点点

　保健・医療・介護・福祉・教育等どの部署に配属されても、予防的介入を重視し、「みる」、「つ
なぐ」、「動かす」の公衆衛生の視点で活動します。

大大切切ににししたたいい視視点点

　　住民の健康を守るために主体的に自己研さんに努め、必要な知識・技術を積極的に習得しま
す。また、関係法制度の改正等を的確に理解し、地域特性に応じた施策等へ反映するなど、専門
職としての責任を果たします。

高知市の指導監査業務

（（２２））市市町町村村とと県県（（本本庁庁、、福福祉祉保保健健所所））ののめめざざすす姿姿

　　平成22年度に、各所属ごとにめざす姿について話し合った時に出されたキーワードをＫＪ法　

　で分類し、平成30年度の改定において、内容の確認、追加及び修正を行いました。
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福福祉祉保保健健所所保保健健師師ののめめざざすす姿姿

みる

つ
な
ぐ

動かす

み
せ
る

・保健師としての専門性
 を深めることができる
・保健師同士が育ち合う
 ことができる
・専門職として自己研さ
 んができる 

・住民主体を基本とし、活動
 できる
・生活者としての視点や感覚
 を大切にすることができる
・チームの中で保健師の機能
 を活かすことができる
・どの業務においても公衆衛
 生の視点を持つことができ
 る

能能力力獲獲得得 活活動動基基盤盤

・国や県、市町村の動向を先見的にみる
 ことができる
・個から家族・地域へとつなげる視点を持って、
 管内全体の状況をみることができる
・管内や保健医療福祉圏域で、広域的に健康課題を
 把握することができる
・衛生統計等を分析し、地域の健康課題を明確
 化できる

・保健医療福祉の領域を
 超えて、人と人をつな
 ぎ、自分もつながるこ
 とができる
・ニーズに対応した社会
 資源を選択し、つなぐ
 ことができる
・関係する団体や組織を
 広域的につなぐことが
 できる

・専門性を活かした住民への支援が
 できる
・困難事例の対応をコーディネートできる
・公平性・公共性を担保するため社会資源を
 開発できる
・多職種でチームを組み、健康危機対応ができる
・広域的な仕組みづくりができる
・ソーシャルキャピタルを広域的に醸成し、まち
 づくりを支援できる

  ・管内のデータ分析結果
  をわかりやすく資料
  化し、説明できる
   ・管内の健康課題を全国
    や県内の自治体と比較
    分析し、説明できる
 ・事業を評価し、課題
  解決のための取り組み
  を提案できる
 ・健康づくり活動を住民
  や関係機関に伝えるこ
  とができる

・市町村と重層的に地域に責任を
 持つことができる
・市町村のニーズを捉え、必要な
 情報提供ができる
・地域の健康課題や解決策を共に
 考え、共有できる
・役割を明確にして協働できる
・住民の暮らしを捉え、共に地
 域づくりができる
・管内の人材育成の体制づくりがで
 きる

市市町町村村ととのの協協働働

めざすもの
・市町村と協働した住
民主体の健康なまち
づくり
・保健医療福祉の切れ
目ないシステムづくり
・保健医療福祉の人材
成の仕組みづくり
・関係機関と連携した
健康危機管理の仕組
みづくり
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　　　　県県本本庁庁保保健健師師ののめめざざすす姿姿

めざすもの
 ・県全体の課題解決に向けた
　施策づくり
 ・国・福祉保健所・市町村との
　協働
 ・県全体の保健医療介護福祉の
　地域包括ケアシステムづくり
 ・保健師の視点を活かした予防
　的介入を重視した施策づくり

みる

つ
な
ぐ

動かす

・保健医療介護福祉に関する統計を分析し、健
 康課題を明確化できる
・国の動向から県の施策の方向を先見的にみる
 ことができる
・福祉保健所との協働や、多職種とともに県全体
 と各圏域のニーズをみることできる
・県内外の先駆的な取組にアンテナを張ることが
 できる

・保健医療介護福祉の
 領域を超えて、関係
 する団体・機関と庁
 内関係各課とチーム
 になって広域的につ
 ながることができる
・市町村・福祉保健所・
 本庁の役割機能を理解
 してつなぐことができ
 る
 ・県外の先駆的な取組を
 している関係者や、県
 内の専門領域のリーダ
 ーとつながり、ネット
 トワークをつくること
 ができる

・県全体のデータ分析結
 果をわかりやすく資料
 化し、説明できる
・県の健康課題を全
 国や県外の自治体と
 比較分析し、説明で
 きる
・わかりやすいプレゼテー
 ション資料を作成できる
・費用対効果も含めて、
 成果を数値や明瞭な言
 葉で示すことができる
・住民に周知するために
 マスメディア等を活用
 できる
・市町村等に事業の目的や
 意義を根拠に基づき説明
 することができる

み
せ
る

・他職種との業務を通して、コミュニケーション力
 等の基本的な能力を高める
・行政職員としての職務遂行能力を高める
・予算編成事務、補助金事務等の行政事務能力を高
 める
・市町村等への支援や研修を通して、保健師の専門
 的な能力を高める
 ・災害対応等健康危機管理能力を高める 
 （ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ力）

・すべての活動において、住民主体を基本とする
・生活者としての視点や感覚を大切にすることが
 できる
・人が好きで地域が好きという気持ちを持っている
・チームの中で保健師の機能を活かし活動できる
・どの業務においても公衆衛生の視点を失わない
・心に寄り添う支援ができる
・専門職として自己研さんができる
・自分の心身を良い状態に保つことができる

能能力力獲獲得得 活活動動基基盤盤

・広域的な視点で分析した健康課題から、予算
 確保・事業化を行い、ＰＤＣＡサイクルによる
 施策の展開ができる
・公平性・公共性を担保した社会資源を開発できる
・ 市町村や福祉保健所と共に地域の健康課題の解決策を
 考えることができる
・法律・規則・要綱等を読み解き、市町村等が適正に
 執行できるよう、関連業務の進行管理ができる
・国の動向を迅速に把握し、市町村等に伝えることができる
・会議等で関係者と互いの役割やミッションを協議し、
 合意形成しながら、施策を進めることができる
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３３　　保保健健師師にに求求めめらられれるる能能力力

　　このガイドラインでは、保健師に求められる能力を、「基本的能力・行政能力・専門能力」、「保健師コ

ア機能別能力」、「キャリアラダー」の３つの視点で整理しています。

（（１１））　　地地域域保保健健活活動動実実践践能能力力でで整整理理ししたた求求めめらられれるる能能力力

　　保健師が専門性を生かして地域保健活動を展開するためには、「基本的能力」、「行政能力」、「専

門能力」が必要なことが、「新任時期の人材育成プログラム検討会報告書（平成17年度）」や、「指導

者育成プログラムの作成に関する報告書（平成18年度）」で明確に示されています。

　ガイドラインの新任期保健師育成における目標管理は、報告書で示された３つの能力獲得状況を

評価する方法で行います。

　なお、新任期保健師だけでなく、中堅期以降も３つの能力を高めていく必要があります。

　

　（「新任時期における地域保健従事者の現任教育に関する検討会報告書（平成15年度）」より引用《一部改編》）

（（２２））保保健健師師ののココアア機機能能でで整整理理ししたた求求めめらられれるる能能力力

　　平成19年度に「保健師に求められる能力」（以下「求められる能力」という。18～19ページ）

　を作成し、平成22年度のＶｅｒ．１からガイドラインに掲載しています。

　　求められる能力は、地域を「みる、つなぐ、動かす」の保健師活動の本質を表す３つの能力に、

　「質を高める（みせる）」と「育ち育てる」を加え、高知県内の行政で従事するすべての保健師の

　コア能力として整理しています。さらに、平成29年度には新たに「危機管理事象に対応する」を加

　えました。

　　また、「保健師に求められる能力　自己評価シート（様式５・69～70ページ）」は、保健師のス

　テージごとの能力の獲得状況や能力を伸ばすための方法等を、統括保健師等と個別面談等で

　確認するためのツールとして活用できます。

指指
　　
　　
導導
　　
　　
力力

　住民の視点に立ち、地域
の健康課題に積極的に取
り組むための能力

責任感（組織目標認知能力、完遂能力）
協調性（役割認識能力、相互理解能力）
積極性（問題把握能力、問題解決能力、自己開発能力）
効率性（コスト認識能力、手段選択能力、業務遂行能力）
理解力（事実認識能力、分類能力、情報収集能力、分析能力）
判断力（権限認識能力、判断処理能力）
倫理観（規範認識能力）

　地方自治体の行政職員
として、行政運営に必要な
能力

企画・計画（法務能力、企画立案能力、計画的遂行能力）
情報処理（情報収集能力、情報管理能力、情報活用能力）
意思決定（判断力）
説明・調整（説明能力、調整力）
交渉・折衝（交渉力、住民対応能力）
組織運営（使命認知力）

　公衆衛生マインドを持ち、
保健活動に必要な知識や
技術等を習得し、保健活動
を円滑に展開するための
能力

企画・立案能力
情報収集・調査研究能力
保健事業運営能力
個人・家族・集団支援能力
健康危機管理能力
連携・調整・社会資源開発能力
事業評価能力

基本的能力

行政能力

専門能力
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 健康を切り口として、各種統計データに加え、地域に出向いて住民等から直接収集し
た情報等に基づいて地域診断を行い、個人や家族を個別的に捉えるとともに、個別支援
等を通じて把握した情報から共通点を見いだし、住民ニーズに地域特性等を重ね合わせ
ることで、個人の健康問題から集団に共通する地域の健康課題や関連施策を総合的に捉
える。

 健康課題の解決に向けて、誰がどのような役割を発揮する必要があるかを的確に判断
し、連携・協働すべき相手に対して、必要性や目的、相手に期待する役割、保健師が担
う役割等を伝えることにより、住民や組織をつなぎ、相互の関わりが育まれるように支
援する。さらに、各自の特性をいかした自助、共助の持続的なつながりなど、住民自ら
の主体的な行動を引き出し、地域社会として組織的な問題解決へと発展させていく役割
も必要である。

 健康課題の解決に向けて、必要な活動や事業の企画・立案・実施・評価の過程の中で、
住民の中のキーパーソンに働きかけるなど、地域を動かして住民と協働で事業を展開し、
その事業を地域に根付かせる。

（「平成24年度地域保健総合推進事業　地域における保健師の保健活動に関する検討会報告書（平成25年３月）」より引用《一部
　改編》）

 

保健師活動の「みる」「つなぐ」「動かす」

みる

つなぐ

動かす
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◆◆スステテーージジのの設設定定

◆◆各各期期にに求求めめらられれるる能能力力

新任期（１～４年目） 中堅期Ⅰ（５～９年目） 中堅期Ⅱ（10～19年目）

キ
ー
ワ
ー
ド

◎個個別別対対応応かからら地地域域のの課課題題をを捉捉ええるる

個別支援に終わらず、個の問題を集団・地域
の課題へと発展させる(鳥の目、虫の目)　　　　　　　　　　　　　

◎◎住住民民（（組組織織））ととのの協協働働をを進進めめるる

地域の課題を住民と共有し健康づくり、地域
づくりを住民主体で進める　　　　　　　　　　　　　　　

◎地地域域全全体体をを捉捉ええてて活活動動をを進進めめるる

地域に必要な地域ケアシステムを住民・関係
者とともにつくる　　　

地
域
を
み
る

○担当地域の特性を知り、健康課題を明確
にできる

○地域全体の健康課題を明確にできる ○地域全体の健康課題の重要度・優先度を
明確にできる

地
域
を
つ
な
ぐ

○個人、家族・集団、地域のつながりを理
解できる
○社会資源の内容や役割を理解し、活用で
きる

○関係機関・組織団体と協働できる ○地域ケアシステムを形成するため、関係
機関や組織と連絡・調整ができる
○個々のつながりを生かし、地域のネット
ワークづくりができる
○地域に不足している社会資源を関係者と
協力して開拓できる

地
域
を
動
か
す

○家庭訪問等の個別支援を的確に実践でき
る
○健康教育等の集団指導ができる
○困難事例について助言を受けながら対応
できる

○担当する業務の企画・実践ができる
○困難事例に対応できる
○住民の主体的な活動を支援することがで
きる（自主グループ、地区組織）

○地域保健活動の企画、実践ができる
○各種保健医療福祉計画の策定に参画でき
る

質
を
高
め
る

（
み
せ
る
）

○活動実践をまとめ、発表できる
○事例・業務検討会を活用して課題を検討
できる
○PDCAサイクルの考え方を用いて、保
健活動を実施できる

○担当する業務の評価ができる ○地域保健活動の評価ができる
○事例・業務検討会の企画・運営ができる

育
ち
育
て
る

○保健師としての自覚を持ち、自己研さん
につとめることができる
○わからない時は、自分から同僚や上司に
相談することができる

○プリセプターの役割を果たすことができ
る

○学生実習指導者の役割を果たすことがで
きる

危
機
管
理
事
象
に

対
応
す
る

○地域防災計画や市町村保健活動マニュア
ル、健康危機管理の関係法規等を理解でき
る
○健康危機発生時に、必要な対応を上司や
先輩の指示のもと実施できる
○現状を把握し、情報を整理し、上司に報
告することができる

○上司や同僚とともに健康危機管理の体制
整備を計画・実施することができる
○健康危機発生時に、マニュアル等に基づ
く保健活動を行うことができる
○必要な情報を整理し組織内外の関係者と
共有できる

○健康危機発生後の二次的健康被害を予防
するための活動を計画・実施できる
○健康被害を予測し、回避するための方法
について、変化する状況を踏まえ   た対応
を行うことができる
○組織内の関係部署と連携、調整できる

（
参
考
）

高
知
県
人
材
育
成
基
本
方
針
に

お
け
る
行
政
職
の
基
本
的
役
割

【
期
待
人
材
像
】

○具体的な指示･命令にもとづき、担当事
務を正確かつ迅速に遂行する
○報連相等、業務に関する的確な意思疎通
を図る
○担当業務の基礎的知識・技術を修得する

○具体的な指示･命令に沿って、担当業務
の遂行や目標を実現する
○上司の意思決定を理解・参画する
○担当業務の現状と課題を把握し、工夫・
改善する
○業務に関する庁内外関係者及び諸機関と
の調整を行う
○後輩の相談相手になる

○所属の方針や指示に沿って、チ ームの重点
課題のうち、高度･困難な目標についても県民
のために成果を出す
○上司の意思決定へ参画･補佐する
○担当業務の現状と課題を把握し、解決方策
を立案・実践する
○業務に関する庁内外関係者及び諸機関との
折衝・調整を行う
○チームのまとめ役として、後輩へ指導・助
言を行う

※　各ステージの能力はすべて獲得したままで、次のステージに進んでいるものとして記載しています。
※　管理期に統括保健師を含む

ステージ

能力開発期間 能力発揮期間
専門
能力

　新任期～中堅期Ⅰ（能力開発期間）：バランスよく職務を経験し、能力や適性をみる。　　
　中堅期Ⅱ～熟練期（能力発揮機関）：本人の希望や適性を踏まえ、キャリアルートを複数設定する。　　　　　　　　　　　　
　管理期Ⅰ～管理期Ⅱ(管理能力発揮機関）：これまで培ってきた知識や経験を生かせる部署に配置する。
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　　◆◆スステテーージジごごととののココアア能能力力

熟練期（20年目以上） 管理期Ⅰ（チーフ、係長等） 管理期Ⅱ（管理職等）

◎広広域域対対応応やや重重要要課課題題等等へへのの取取りり組組みみをを進進
めめるる

地域全体の健康課題を捉え、組織的に保健
活動の展開を行う　　　　

◎◎チチーームム全全体体のの業業務務をを見見てて、、よよりり効効果果的的、、効効
率率的的なな取取りり組組みみをを進進めめるる

地域のニーズや課題に応じた対策の施策化
や各種保健医療福祉計画の策定、社会資源
の開発を進める

◎幅幅広広いい視視点点でで業業務務ををママネネジジメメンントトしし、、県県民民
ササーービビススをを高高めめるる取取りり組組みみをを進進めめるる

地域保健活動と人材育成のマネジメントを行
う　　　　　　　　　　　　　　　

○健康課題を広域的な視点で明確にできる ○管内や自治体全体を視野に入れ、政策的
な視点を持つことができる

○国や他の自治体、他部署を視野に入れ
て、先見的な視点でみることができる

○地域ケアシステムを機能させ、発展させ
ることができる

○社会資源の開拓や地域ケアシステムの形
成に向けて、部下への指導・援助ができる

○保健・医療・福祉等にまたがる諸問題を
総合的に捉えて、必要な体制・システムづ
くりができる

○困難事例の対応についてアドバイスがで
きる
○ケアチームに対しアドバイスができる
○各種保健医療福祉計画の策定に参画し、
提案できる

○効果的な対策実施に向けた事業化、予算
化ができる
○地域の特性にあった各種保健医療福祉計
画を策定し、計画の遂行と業務管理、評
価、業務改善ができる

○施策化や各種保健医療福祉計画策定のた
めの組織的な意図をふまえた情報収集と分
析、活用の助言ができる

○大学等他機関と協働で、業務改善や調査
研究に取り組むことができる

○業務改善や調査研究の指導ができる ○業務改善や調査研究の体制整備と、実施
計画に助言ができる
○業務の優先順位、必要性、人員配置を考
慮し、業務運営管理ができる

○蓄積した知識や経験を、後輩に伝承でき
る
○職場内のコミュニケーションの円滑化、
活気のある職場づくりを推進できる

○部下の能力を的確に評価し、個性を大切
にしながら育成することができる
○職場全体で、人材育成に取り組むための
環境整備ができる

○保健師の人材育成のための研修計画や体
制を部署横断的に位置づけることができる
○保健師全体の活動体制を統括できる

○健康危機管理の体制整備において統括保
健師を補佐することができる
○健康危機発生時にマニュアルに沿って行
動し、上司・統括保健師を補佐することが
できる

○健康危機の発生を想定した訓練や研修の
企画・運営ができる
○健康危機発生時に、組織内の人員や業務
の調整を行い、上司の補佐や部下への指示
ができる

○健康危機の発生を想定した訓練や研修等
について、部下に指導ができる
○健康危機発生時に関係機関と連携をとり
情報を適切に処理し、的確かつ迅速な指示
を出すことができる
○健康危機発生時に組織の対応方針に基づ
き、組織内の人的物的資源等の調整や管理
ができる

○高度な実務知識や経験を駆使し、効率的な
チーム運営に貢献する
○チームの目標の達成や課題解決に向けて、
チームの中心的な役割を果たす
○自ら率先して行動し、組織の目標達成を促
進する
○自ら常に学習意欲を持って専門知識、技術
の修得・向上に努めるとともに、後輩職員に
対し、育成・指導し、規律遵守の徹底や能力
開発を促す

○第一線の責任者として使命感を持って所掌
する行政サービス（事務事業）を提供する
○行政サービスの品質やスピード、コスト、
安全・危機管理等を考慮しつつ、チームを効
率的にマネジメントする
○チームの目標の達成や課題解決に向けて、
チームワークの向上や動機づけを図る
○自ら常に学習意欲を持って専門知識、技術
の修得・向上に努めるとともに、部下職員に
対し、監督・育成・指導し、規律遵守の徹底
や能力開発を促す

○ニーズを先取りした政策の企画立案、庁内外の
関係者及び諸機関との折衝・調整、重要な情報の
伝達等を行い、上位者を補佐する
○全国区の視点を持って、全庁的な政策や上位方
針を具体的な施策に転換し、優先順位をもって事
業を迅速に推進する
○ワークライフバランス、次世代育成支援等、社
会状況の変化に対応した合理的かつ効率的な組織
運営を実現する
○所属全体の目標の達成や改善・改革に向け、自
らも果敢に取り組む
○部下の長所や短所、適性等を把握・フィード
バックし、能力開発を図っていく

ステージ

能力発揮期間 管理能力発揮期間

　新任期：地域の特性を知り、個人/家族への責任のある対応ができる。
　中堅期Ⅰ・Ⅱ：集団・地域を視野に入れた自律的かつ組織的な対応ができる　　
　熟練期：組織人として自律的かつリーダーシップを発揮した活動の推進・評価ができる　　　　　　　　　　
　管理期Ⅰ：チームをマネジメントした効果的な事業の推進ができる
　管理期Ⅱ:自治体における対応策をシステム化できる
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（（３３））「「自自治治体体保保健健師師のの標標準準的的ななキキャャリリアアララダダーー」」にによよるる能能力力のの整整理理

　　最終取りまとめに、保健師免許取得までの教育背景や、自治体に保健師として就職するまでの職

　務経験の多様化等、保健師の能力が経験年数に応じて一様ではない現状を踏まえ、自治体保健師

　におおむね共通して求められる標準的な能力を成長過程で段階別に整理したキャリアラダーが、示

　されました（21～23ページ）。

　　専門能力の段階は、活動領域ごとにキャリアレベル１～５の５段階に分けられており、キャリアラダ

　ー及びキャリアレベルの定義、保健師の活動領域は以下のとおりです。また、課長等管理職に就く保

　健師が全国的に増加していることから、管理職の保健師に求められる能力を明確にするため、「管

　理職保健師に向けた能力に係るキャリアラダー」も示されています。

　　なお、キャリアラダーの活用にあたっては、自治体における保健師の年齢構成や職務範囲等に対

　応させた独自のものを作成することが必要とされています。キャリアラダーによる能力獲得状況を

　確認するツールとして、「キャリアラダーによる能力獲得状況チェックリスト（様式６－１～６－２・71～

　73ページ）」を掲載しています。

キャリアラダー及びキャリアレベルの定義・保健師の活動領域

　

 
 それぞれの職務内容や必要なスキルを明確にし、下位職から上位職へはしごを昇るよう
に移行できるキャリア向上の道筋とそのための能力開発の仕組み

・自治体保健師の標準的なキャリアラダー（専門能力に係るキャリアラダー）のキャリ
 アレベル１～５の定義は、３つの項目で示す。
 「所属組織における役割」、「責任を持つ業務の範囲」、「専門技術の到達レベル」

・管理職保健師の能力に係るキャリアラダーは、キャリアレベルを４段階で示し、係長級
 の前段階の準備段階も含まれる。
 「係長級の前段階」、「係長級」、「課長級」、「部局長級」

・自治体保健師の標準的なキャリアラダー（専門能力に係るキャリアラダー）の活動領域
 は、６つの領域で示す。

 １．対人支援活動 ２．地域支援活動 ３．事業化・施策化のための活動
 ４．健康危機管理に関する活動 ５．管理的活動 ６．保健師の活動基盤

・管理職保健師の能力に係るキャリアラダーは、管理的活動の３つの項目で示す。

 １．政策策定と評価 ２．危機管理 ３．人事管理

（「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終取りまとめ（平成28年３月）」より引用）

キャリアラダーの定義

キャリアレベルの定義

保健師の活動領域
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B
-
1

（
係
長
へ
の
準
備
段
階
）

B
-
2

（
係
長
級
）

B
-
3

（
課
長
級
）

B
-
4

（
部
局
長
級
）

求
め
ら
れ
る
能
力

・
国
の
動
向
や
自
組
織
の
方
針
を

理
解
し
、
担
当
部
署
に
係
る
活
動

方
針
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
し
、
必
要
に

応
じ
た
見
直
し
を
行
う
能
力

・
自
治
体
を
代
表
し
て
外
部
機
関
の

上
位
者
と
の
調
整
や
交
渉
を
行
う

能
力

・
事
業
や
施
策
の
評
価
を
踏
ま
え
、
係

長
に
保
健
医
療
福
祉
政
策
に
係
る
提
案

が
で
き
る
。

・
住
民
の
健
康
課
題
等
に
基
づ
く
事
業

化
、
施
策
化
及
び
事
業
評
価
に
基
づ
く

見
直
し
が
で
き
る
。

・
保
健
医
療
福
祉
に
係
る
国
の
動
向
や

組
織
の
方
針
、
施
策
の
評
価
を
踏
ま

え
、
組
織
の
政
策
ビ
ジ
ョ
ン
に
係
る
提
言

が
で
き
る
。

・
保
健
医
療
福
祉
政
策
に
係
る
必
要
な

計
画
や
法
制
度
整
備
に
つ
い
て
組
織
内

で
提
言
し
、
実
現
に
向
け
組
織
の
意
志

決
定
者
及
び
関
係
機
関
に
は
た
ら
き
か

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
危
機
等
の
発
生
時
に
組
織
の
管

理
者
と
し
て
迅
速
な
判
断
を
行
い
組

織
内
外
の
調
整
を
行
う
能
力

・
危
機
を
回
避
す
る
た
め
の
予
防
的

措
置
が
行
わ
れ
る
よ
う
管
理
す
る

能
力

・
危
機
管
理
に
係
る
組
織
内
外
の
関
係

者
を
把
握
し
、
有
事
に
備
え
た
関
係
性

の
構
築
が
で
き
る
。

・
有
事
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
沿
っ
て
行
動

し
、
係
長
を
補
佐
す
る
。

・
係
員
が
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
沿
っ

て
行
動
で
き
る
よ
う
訓
練
等
を
企
画
で
き

る
。

・
有
事
に
組
織
内
の
人
員
や
業
務
の
調

整
を
行
い
、
課
長
の
補
佐
や
部
下
へ
の

指
示
が
で
き
る
。

・
課
員
が
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
沿
っ

て
行
動
で
き
る
よ
う
各
係
長
級
に
対
し
、

訓
練
等
の
実
施
を
指
導
で
き
る
。

・
有
事
に
、
組
織
の
対
応
方
針
に
基
づ

き
、
組
織
内
の
人
的
物
的
資
源
等
の
調

整
や
管
理
が
で
き
る
。

・
危
機
管
理
に
必
要
な
計
画
・
マ
ニ
ュ
ア

ル
、
内
規
等
の
整
備
を
組
織
に
提
言

し
、
具
現
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
有
事
に
、
行
政
の
保
健
医
療
福
祉
組

織
を
代
表
し
て
、
関
係
機
関
の
代
表
者

と
連
携
し
、
部
局
を
統
括
し
て
対
応
で
き

る
。

・
担
当
部
署
内
の
全
職
員
の
能
力
・

特
性
を
把
握
し
、
資
質
向
上
の
仕

組
み
づ
く
り
と
必
要
に
応
じ
た
見
直

し
を
行
う
能
力

・
組
織
目
標
・
計
画
を
踏
ま
え
て
保

健
師
採
用
計
画
・
配
置
基
準
・
人
事

異
動
を
提
言
す
る
能
力

・
組
織
の
人
材
育
成
方
針
と
保
健
師
の

人
材
育
成
方
針
を
踏
ま
え
て
、
主
体
的

に
資
質
向
上
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き

る
。

・
係
内
の
業
務
内
容
と
量
を
勘
案
し
、
人

材
配
置
に
つ
い
て
係
長
に
提
案
で
き

る
。

・
係
内
職
員
の
能
力
・
特
性
を
把
握
し
、

資
質
向
上
の
た
め
の
取
組
を
企
画
、
実

施
、
評
価
で
き
る
。

・
係
内
の
業
務
内
容
と
量
を
勘
案
し
、
人

材
配
置
に
つ
い
て
課
長
に
提
案
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

・
専
門
職
の
人
材
育
成
計
画
を
策
定
す

る
た
め
関
係
者
が
協
働
し
検
討
で
き
る

場
を
設
置
し
運
営
で
き
る
。

・
関
係
課
長
と
連
携
し
、
保
健
師
の
業
務

範
囲
等
を
踏
ま
え
保
健
師
必
要
数
に
つ

い
て
人
事
部
門
を
含
め
た
組
織
内
で
提

案
で
き
る
。

・
組
織
目
標
・
計
画
を
踏
ま
え
て
、
保
健

師
採
用
計
画
・
配
置
基
準
・
人
事
異
動

を
提
言
で
き
る
。

キ
ャ
リ
ア
レ
ベ
ル

保
健
師
の
活
動
領
域

各
レ
ベ
ル
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
能
力

１
．
政
策
策
定
と
評
価

２
．
危
機
管
理

３
．
人
事
管
理

管 理 的 活 動自
治
体
保
健
師
の
標
準
的
な
キ
ャ
リ
ア
ラ
ダ
ー
（
管
理
職
保
健
師
に
向
け
た
キ
ャ
リ
ア
ラ
ダ
ー
）
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A
-
１

A
-
２

A
-
３

A
-
４

A
-
５

・
組
織
の
新
任
者
で
あ
り
行
政
組
織
人

及
び
保
健
師
専
門
職
と
し
て
の
自
覚
を

持
つ
。

・
計
画
さ
れ
た
担
当
業
務
を
自
立
し
て

実
施
す
る

・
プ
リ
セ
プ
タ
ー
と
し
て
後
輩
の
指
導
を

担
う

・
保
健
活
動
に
係
る
担
当
業
務
全
般
に

つ
い
て
自
立
し
て
行
う
。

・
上
司
と
若
い
世
代
と
の
パ
イ
プ
役
と

な
る
。

・
プ
リ
セ
プ
タ
ー
な
ど
の
組
織
的
な
役

割
を
担
う
。

・
所
属
係
内
で
チ
ー
ム
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
と
っ
て
保
健
活
動
を
推
進
す

る
。

・
キ
ャ
リ
ア
レ
ベ
ル
A
-
５
の
保
健
師
を

補
佐
す
る
。

・
関
係
機
関
と
の
信
頼
関
係
を
築
き
協

働
す
る
。

・
自
組
織
を
越
え
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
主

体
的
に
発
言
す
る
。

・
所
属
課
の
保
健
事
業
全
般
に
関
し
て

指
導
的
役
割
を
担
う
。

・
自
組
織
を
越
え
た
関
係
者
と
の
連

携
・
調
整
を
行
う
。

・
担
当
業
務
を
的
確
に
把
握
・
理
解
し
、

個
別
事
例
に
対
し
て
責
任
を
持
つ
。

・
係
の
保
健
事
業
に
係
る
業
務
全
般
を

理
解
し
、
地
域
支
援
活
動
に
係
る
担
当

業
務
に
責
任
を
持
つ
。

・
係
の
保
健
事
業
と
施
策
と
の
関
係
性

を
理
解
し
、
業
務
に
対
し
て
責
任
を
持

つ
。

・
課
の
保
健
事
業
に
係
る
業
務
範
囲

全
般
を
理
解
し
、
そ
の
効
果
的
な
実
施

に
対
し
て
責
任
を
持
つ
。

・
組
織
の
健
康
施
策
に
係
る
事
業
全

般
を
理
解
し
、
そ
の
効
果
的
な
実
施
に

対
し
て
責
任
を
持
つ
。

・
基
本
的
な
事
例
へ
の
対
応
を
主
体
的

に
行
う
。

・
地
域
活
動
を
通
し
て
地
域
特
性
や
地

域
資
源
を
把
握
し
、
地
域
の
人
々
の
健

康
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
。

・
複
雑
な
事
例
へ
の
対
応
を
必
要
に
応

じ
て
指
導
を
受
け
て
実
施
す
る
。

・
担
当
地
域
の
健
康
課
題
の
優
先
度

を
判
断
し
地
域
の
人
々
の
主
体
性
を

尊
重
し
た
解
決
・
改
善
策
を
立
案
す

る
。

・
複
雑
な
事
例
に
対
し
て
主
体
的
に
対

応
す
る
。

・
健
康
課
題
を
明
確
に
し
、
チ
ー
ム
内

で
共
有
し
、
地
域
の
人
々
と
協
働
し
て

事
業
計
画
を
提
案
す
る
。

・
複
雑
な
事
例
に
対
し
て
、
担
当
保
健

師
等
に
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ズ
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

・
地
域
の
潜
在
的
な
健
康
課
題
を
明
確

に
し
、
施
策
に
応
じ
た
事
業
化
を
行
う
。

・
組
織
横
断
的
な
連
携
を
図
り
な
が

ら
、
複
雑
か
つ
緊
急
性
の
高
い
地
域

の
健
康
課
題
に
対
し
て
迅
速
に
対
応

す
る
。

・
健
康
課
題
解
決
の
た
め
の
施
策
を
提

案
す
る
。

求
め
ら
れ
る
能
力

１
-
１
.個
人
及
び
家
族
へ
の

支
援

・
医
学
や
公
衆
衛
生
看
護
学
等
の
専
門
知
識

に
基
づ
き
個
人
及
び
家
族
の
健
康
と
生
活
に

関
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
う
能
力

・
個
人
や
家
族
の
生
活
の
多
様
性
を
踏
ま
え
､

あ
ら
ゆ
る
保
健
活
動
の
場
面
を
活
用
し
て
個

人
及
び
家
族
の
主
体
性
を
尊
重
し
、
課
題
解

決
の
た
め
の
支
援
及
び
予
防
的
支
援
を
行
う

能
力

・
必
要
な
資
源
を
導
入
及
び
調
整
し
、
効
果
的

か
つ
効
率
的
な
個
人
及
び
家
族
へ
の
支
援
を

行
う
能
力

・
個
人
及
び
家
族
の
健
康
と
生
活
に
つ

い
て
分
析
し
、
健
康
課
題
解
決
の
た
め

の
支
援
計
画
を
立
案
で
き
る
。

・
個
人
及
び
家
族
の
多
様
性
や
主
体

性
を
尊
重
し
た
支
援
を
指
導
を
受
け
な

が
ら
実
践
で
き
る
。

・
支
援
に
必
要
な
資
源
を
把
握
で
き

る
。

・
複
雑
な
事
例
の
支
援
を
必
要
に
応
じ

て
、
指
導
を
受
け
て
実
施
で
き
る
。

・
対
象
の
主
体
性
を
踏
ま
え
､支
援
に

必
要
な
資
源
を
指
導
を
受
け
て
導
入

及
び
調
整
で
き
る
。

・
複
雑
な
事
例
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行

い
、
支
援
を
実
践
で
き
る
。

・
支
援
に
必
要
な
資
源
を
適
切
に
導
入

及
び
調
整
で
き
る
。

・
複
雑
な
事
例
の
潜
在
的
な
健
康
課

題
を
把
握
し
、
予
防
に
係
る
支
援
を
実

践
で
き
る
。

・
健
康
課
題
に
予
防
的
に
介
入
で
き

る
。

・
複
雑
か
つ
緊
急
性
の
高
い
健
康
課

題
を
迅
速
に
明
確
化
し
､必
要
な
資
源

を
調
整
し
、
効
果
的
な
支
援
を
実
践
で

き
る
。

１
-
２
.集
団
へ
の
支
援

・
集
団
の
特
性
を
把
握
し
、
グ
ル
ー
プ
ダ
イ
ナ

ミ
ク
ス
を
活
用
し
、
集
団
及
び
地
域
の
健
康
度

を
高
め
る
能
力

・
集
団
の
特
性
を
把
握
し
､指
導
を
受

け
な
が
ら
支
援
で
き
る
。

・
集
団
の
グ
ル
ー
プ
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
活

用
し
て
、
特
性
に
応
じ
た
支
援
計
画
を

企
画
し
、
自
立
し
て
支
援
で
き
る
。

・
集
団
へ
の
支
援
を
通
し
て
、
地
域
の

健
康
課
題
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

・
集
団
へ
の
支
援
を
通
し
て
、
地
域
の

課
題
解
決
に
向
け
た
事
業
計
画
を
立

案
で
き
る
。

・
集
団
へ
の
支
援
を
通
し
て
立
案
し
た

事
業
に
よ
り
、
住
民
に
よ
る
地
域
の
健

康
課
題
の
解
決
を
支
援
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２
-
１
.地
域
診
断
・
地
区
活
動

・
地
域
の
健
康
課
題
や
地
域
資
源
を
明
確
化

し
、
地
域
組
織
や
関
係
機
関
と
協
働
し
て
課

題
解
決
す
る
能
力

・
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
担
当
地
区
の

情
報
を
収
集
・
分
析
し
、
健
康
課
題
を

明
確
化
で
き
る
。

・
担
当
地
区
の
情
報
を
分
析
し
、
健
康

課
題
の
明
確
化
と
優
先
性
の
判
断
が

で
き
る
。

・
地
区
診
断
や
地
区
活
動
で
明
ら
か
に

な
っ
た
課
題
を
事
業
計
画
立
案
に
活

用
で
き
る
。

・
地
域
に
潜
在
す
る
健
康
課
題
を
把
握

し
、
リ
ス
ク
の
低
減
や
予
防
策
を
計
画

し
実
践
で
き
る
。

・
地
域
診
断
や
地
区
活
動
で
明
ら
か
に

な
っ
た
課
題
を
施
策
立
案
に
活
用
で
き

る
。

２
-
２
.地
域
組
織
活
動

・
地
域
の
特
性
を
理
解
し
住
民
と
協
働
し
て
組

織
化
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
促
す
能
力

・
地
域
組
織
を
育
成
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
協

働
す
る
能
力

・
地
域
特
性
を
理
解
し
、
住
民
と
共
に

活
動
で
き
る
。

・
多
様
な
地
域
組
織
の
役
割
や
関
係

性
に
つ
い
て
把
握
で
き
る
。

・
多
様
な
住
民
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
な
が

ら
、
地
域
組
織
と
共
に
活
動
で
き
る
。

・
住
民
と
共
に
活
動
し
な
が
ら
、
住
民

ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
組
織
化
が
提
案
で
き

る
。

・
住
民
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
組
織
化
を
自

立
し
て
で
き
る
。
関
係
機
関
と
協
働
し
、

必
要
に
応
じ
て
新
た
な
資
源
や
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
立
ち
上
げ
を
検
討
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

・
多
様
な
住
民
組
織
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

立
ち
上
げ
、
地
域
組
織
の
育
成
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

２
-
３
.ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

・
健
康
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
保
健
、

医
療
、
福
祉
、
介
護
等
の
各
種
サ
ー
ビ
ス
の

総
合
的
な
調
整
を
行
う
能
力

・
住
民
、
学
校
、
企
業
ほ
か
、
地
域
の
関
係
機

関
と
協
働
し
連
携
を
図
り
、
地
域
特
性
に
応
じ

た
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
能
力

・
担
当
地
区
の
各
種
サ
ー
ビ
ス
と
そ
の

関
係
性
を
理
解
し
､指
導
を
受
け
な
が

ら
担
当
事
例
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
活

用
で
き
る
。

・
担
当
地
区
や
担
当
事
例
へ
の
対
応

を
通
し
て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
の
調
整
が

で
き
る
。

・
地
域
の
健
康
課
題
や
地
域
特
性
に

基
づ
き
、
関
係
機
関
と
協
働
し
、
地
域

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
改
善
・
強
化
に
つ
い

て
検
討
で
き
る
。

・
各
種
サ
ー
ビ
ス
の
円
滑
な
連
携
の
た

め
に
必
要
な
調
整
が
で
き
る
。

・
地
域
の
健
康
課
題
や
特
性
に
応
じ
た

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
検
討
し
提
案

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
保
健
福
祉
政
策
に
基
づ
き
、
地
域
特

性
に
応
じ
た
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に

係
る
施
策
化
が
で
き
る
。

キ
ャ
リ
ア
レ
ベ
ル

所
属
組
織
に
お
け
る
役
割

責
任
を
持
つ
業
務
の
範
囲

専
門
技
術
の
到
達
レ
ベ
ル

保
健
師
の
活
動
領
域

各
レ
ベ
ル
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
能
力

キ ャ リ ア レ ベ ル の 定 義 １

　
対 人 支 援 活 動 ２

　
地 域 支 援 活 動自
治
体
保
健
師
の
標
準
的
な
キ
ャ
リ
ア
ラ
ダ
ー
（専
門
的
能
力
に
係
る
キ
ャ
リ
ア
ラ
ダ
ー
）
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A
-
１

A
-
２

A
-
３

A
-
４

A
-
５

求
め
ら
れ
る
能
力

３

　
事 業 化 ・ 施 策

化 の た め の 活 動

３
-
１
.事
業
化
・
施
策
化

・
保
健
医
療
福
祉
施
策
を
理
解
し
、
事
業
を
企

画
立
案
し
、
予
算
を
確
保
で
き
る
能
力

・
地
域
の
健
康
課
題
を
解
決
す
る
た
め
、
自

組
織
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
踏
ま
え
た
保
険
医
療
福

祉
施
策
を
提
案
す
る
能
力

・
所
属
自
治
体
の
施
策
体
系
や
財
政

の
し
く
み
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

・
担
当
事
業
の
法
的
根
拠
や
関
連
政

策
に
つ
い
て
理
解
し
事
業
を
実
施
で
き

る
。

・
担
当
地
域
の
健
康
課
題
を
把
握
し
、

施
策
と
事
業
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
理

解
し
た
う
え
で
、
事
業
計
画
立
案
に
参

画
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
担
当
事
業
の
進
捗
管
理
が
で
き
る
。

・
係
内
の
事
業
の
成
果
や
評
価
等
を
ま

と
め
、
組
織
内
で
共
有
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

・
地
域
の
健
康
課
題
を
明
ら
か
に
し
、

評
価
に
基
づ
く
事
業
の
見
直
し
や
新
規

事
業
計
画
を
提
案
で
き
る
。

・
保
健
医
療
福
祉
計
画
に
基
づ
い
た
事

業
計
画
を
立
案
し
、
事
業
や
予
算
の
必

要
性
に
つ
い
て
上
司
や
予
算
担
当
者

に
説
明
で
き
る
。

・
地
域
の
健
康
課
題
を
解
決
す
る
た
め

の
自
組
織
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
踏
ま
え
た
施

策
を
各
種
保
健
医
療
福
祉
計
画
策
定

時
に
提
案
で
き
る
。

４
-
１
.健
康
危
機
管
理
の
体
制

整
備

・
平
時
に
お
い
て
、
地
域
の
健
康
課
題
及
び

関
連
法
規
や
自
組
織
内
の
健
康
危
機
管
理

計
画
等
に
基
づ
き
、
地
域
の
健
康
危
機
*
の
低

減
策
を
講
じ
る
能
力

*
災
害
、
医
薬
品
、
食
中
毒
、
感
染
症
、
飲
料

水
そ
の
他
何
ら
か
の
原
因
に
よ
り
生
じ
る
地

域
住
民
の
生
命
、
健
康
の
安
全
を
脅
か
す
事

態

・
関
係
法
規
や
健
康
危
機
管
理
計
画

及
び
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
理
解
で
き

る
。

・
健
康
危
機
に
備
え
た
住
民
教
育
を
指

導
を
受
け
な
が
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

・
健
康
危
機
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ

き
、
予
防
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
・
地
域
特
性
を
踏
ま
え
、
健
康
危
機
の

低
減
の
た
め
の
事
業
を
提
案
で
き
る
。
・
地
域
特
性
に
応
じ
た
健
康
危
機
の
予

防
活
動
を
評
価
し
、
見
直
し
や
新
規
事

業
を
立
案
で
き
る
。

・
有
事
に
起
こ
り
う
る
複
雑
な
状
況
の

対
応
に
備
え
、
平
時
よ
り
関
係
者
と
の

連
携
体
制
を
構
築
で
き
る
。

・
健
康
危
機
管
理
計
画
や
体
制
の
見

直
し
を
計
画
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
-
２
.健
康
危
機
発
生
時
の

対
応

・
健
康
危
機
発
生
時
に
、
組
織
内
外
の
関
係

者
と
連
携
し
、
住
民
の
健
康
被
害
を
回
避
し
、

必
要
な
対
応
を
迅
速
に
判
断
し
実
践
す
る
能

力

・
健
康
危
機
発
生
後
、
必
要
な
対
応
を

指
導
者
の
指
示
の
も
と
実
施
で
き
る
。

・
現
状
を
把
握
し
、
情
報
を
整
理
し
､上

司
に
報
告
す
る
事
が
で
き
る
。

・
発
生
要
因
を
分
析
し
、
二
次
的
健
康

被
害
を
予
測
し
予
防
す
る
た
め
の
活

動
を
主
体
的
に
実
施
で
き
る
。

・
必
要
な
情
報
を
整
理
し
組
織
内
外
の

関
係
者
へ
共
有
で
き
る
。

・
変
化
す
る
状
況
を
分
析
し
、
二
次
的

健
康
被
害
を
予
測
し
、
予
防
活
動
を
計

画
、
実
施
で
き
る
。

・
健
康
被
害
を
予
測
し
、
回
避
す
る
た

め
の
対
応
方
法
に
つ
い
て
、
変
化
す
る

状
況
を
踏
ま
え
て
、
見
直
し
が
で
き
る
。

・
組
織
内
の
関
連
部
署
と
連
携
、
調
整

で
き
る
。

・
有
事
に
起
こ
る
複
雑
な
状
況
に
、
組

織
の
代
表
者
を
補
佐
し
、
関
係
者
と
連

携
し
対
応
で
き
る
。

５
-
１
.P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
に
基

づ く
事
業
・
施
策
評
価

・
所
属
部
署
内
外
の
関
係
者
と
と
も
に
、
事
業

評
価
及
び
施
策
評
価
、
保
健
活
動
の
効
果
検

証
を
行
う
能
力

・
評
価
結
果
等
の
根
拠
に
基
づ
き
事
業
及
び

施
策
の
必
要
な
見
直
し
を
行
う
能
力

・
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
に
基
づ
く
事
業
評
価

方
法
を
理
解
で
き
る
。

・
担
当
す
る
事
例
に
係
る
評
価
結
果
に

基
づ
き
支
援
方
法
の
見
直
し
が
で
き

る
。

・
所
属
係
内
の
メ
ン
バ
ー
と
共
に
担
当

事
業
の
評
価
及
び
見
直
し
を
主
体
的

に
実
施
で
き
る
。

・
所
属
係
内
で
事
業
評
価
が
適
切
に

実
施
で
き
る
よ
う
後
輩
保
健
師
を
指
導

で
き
る
。

・
事
業
計
画
の
立
案
時
に
評
価
指
標
を

適
切
に
設
定
で
き
る
。

・
所
属
部
署
内
外
の
関
係
者
と
と
も
に

事
業
評
価
を
行
い
、
事
業
の
見
直
し
や

新
規
事
業
の
計
画
を
提
案
で
き
る
。

・
評
価
に
基
づ
き
保
健
活
動
の
効
果
を

検
証
し
、
施
策
の
見
直
し
に
つ
い
て
提

案
で
き
る
。

・
施
策
立
案
時
に
評
価
指
標
を
適
切
に

設
定
で
き
る
。

５
-
２
.情
報
管
理

・
組
織
内
外
の
保
健
活
動
に
係
る
情
報
を
適

切
に
保
管
、
開
示
、
保
護
す
る
能
力

・
組
織
に
お
け
る
情
報
管
理
に
係
る
基

本
指
針
を
理
解
し
、
業
務
に
係
る
文
書

等
を
適
切
に
管
理
で
き
る
。

・
保
健
活
動
上
知
り
得
た
個
人
情
報
を

適
切
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

・
業
務
の
記
録
を
適
切
に
行
い
関
係
者

へ
の
情
報
伝
達
が
で
き
る
。

・
保
健
活
動
に
係
る
情
報
の
取
扱
が

適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
自
主
的
に

確
認
で
き
る
。

・
所
属
係
内
の
保
健
師
が
規
則
を
遵

守
し
て
保
健
活
動
に
係
る
情
報
を
管

理
す
る
よ
う
指
導
で
き
る
。

・
保
健
活
動
に
係
る
情
報
管
理
上
の

不
測
の
事
態
が
発
生
し
た
際
に
、
所
属

部
署
内
で
主
導
し
て
対
応
で
き
る
。

・
保
健
活
動
の
情
報
管
理
に
係
る
規

則
の
遵
守
状
況
を
評
価
し
、
マ
ニ
ュ
ア

ル
等
の
見
直
し
を
提
案
で
き
る
。

５
-
３
.人
材
育
成

・
組
織
の
人
材
育
成
方
針
を
理
解
し
、
保
健

師
の
人
材
育
成
計
画
を
作
成
す
る
能
力

・
継
続
的
に
自
己
研
鑽
す
る
と
と
も
に
、
後
輩

を
指
導
・
育
成
す
る
能
力

・
組
織
の
人
材
育
成
方
針
及
び
保
健

師
の
人
材
育
成
計
画
を
理
解
で
き
る
。

・
自
己
の
成
長
を
振
り
返
り
、
次
の
成

長
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
自
己
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
ビ
ジ
ョ
ン
を
持

ち
、
積
極
的
に
自
己
研
鑽
で
き
る
。

・
後
輩
保
健
師
の
指
導
を
通
し
て
人
材

育
成
上
の
課
題
を
抽
出
し
、
見
直
し
案

を
提
示
で
き
る
。

・
保
健
師
の
研
修
事
業
を
企
画
し
、
実

施
・
評
価
で
き
る
。

・
組
織
の
人
材
育
成
方
針
に
沿
っ
た
保

健
師
の
人
材
育
成
計
画
を
作
成
で
き

る
。

・
根
拠
に
基
づ
い
た
保
健
師
の
活
動
を
実
践

す
る
能
力

・
根
拠
に
基
づ
く
保
健
活
動
を
実
施
す

る
た
め
、
実
施
し
た
保
健
活
動
の
記
録

を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

・
指
導
を
受
け
な
が
ら
研
究
的
手
法
を

用
い
て
事
業
の
評
価
が
で
き
る
。

・
研
究
的
手
法
を
用
い
た
事
業
評
価
が

で
き
る
。

・
地
域
診
断
な
ど
に
お
い
て
研
究
的
手

法
を
用
い
て
分
析
し
、
根
拠
に
基
づ
き

保
健
事
業
を
計
画
で
き
る
。

・
根
拠
に
基
づ
き
、
質
の
高
い
保
健
事

業
を
提
案
し
、
そ
の
効
果
を
検
証
で
き

る
。

・
保
健
師
の
活
動
理
念
で
あ
る
社
会
的
公
正

性
・
公
共
性
に
つ
い
て
理
解
し
、
活
動
を
倫
理

的
に
判
断
す
る
能
力

キ
ャ
リ
ア
レ
ベ
ル

保
健
師
の
活
動
領
域

各
レ
ベ
ル
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
能
力

保
健
師
の
活
動
の
理
念
で
あ
る
社
会
的
公
正
性
・
公
共
性
に
つ
い
て
理
解
し
、
活
動
を
倫
理
的
に
判
断
で
き
る

４

　
健 康 危 機 管 に 関 す る 活 動 ５

　
管 理 的 活 動

６
．
保
健
師
の
活
動
基
盤
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４４　　キキャャリリアアララダダーーをを活活用用ししたたキキャャリリアアママネネジジメメンントト

（（１１））キキャャリリアアララダダーーをを活活用用ししたたキキャャリリアアママネネジジメメンントト

　キャリアラダーは、個々の保健師の成長発達の目標かつ評価指標となります。個人の実践能力

をアセスメントし、キャリアラダーのどの位置にいるか確認することから始めることが必要です。

　これまでの配属部署の違いにより、同じキャリアレベルの保健師であっても獲得した能力に差が

出ることや、個人の特性による得意・不得意があることも考えられることから、キャリアラダーは、

成長発達の目標達成状況を確認する指標として活用できます。

　これにより、個々の保健師が日常業務の遂行に正当な評価を受け、「できていること」と「でき

ていないこと」を自覚し、できていることに自信を持ち、できていないことに対しては目標を持っ

て挑戦する仕組みをつくることが重要です。

　キャリアラダーに合わせて、このガイドラインに定める「保健師に求められる能力」も活用し、保

健師の実践能力を評価し、体系的に人材育成を進めていく必要があります。

（（２２））キキャャリリアアララダダーーととキキャャリリアアパパスス

　最終取りまとめに、キャリアパスとは、「ある職位や職務に就任するために必要な一連の業務経

験とその順序、配置異動のルート」と定義されています。長期的なイメージを持って、保健師の専

門職としての能力の積み上げや、管理職になるための経歴の積み上げの道筋を示したものと言

えます。一方、キャリアラダーは、保健師の実践能力（～できる）を段階的に示したものであり、キャ

リアパスの評価指標として重要なものさしとなります。

　なお、キャリアパスを用いた人材育成計画の策定については、「人材育成計画策定の必要性（50

ページ）」に示しています。

キャリアラダーとキャリアパスの関係（イメージ図）

　

 　

キャリアラダー

キャリアパス

Ａ－１能力

Ａ－２能力

Ａ－３能力

Ａ－４能力

Ａ－５能力

評
価

評
価

評
価評

価

（「保健師の人材計画策定ガイドライン（平成28年３月）」より引用《一部改編》）
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 ５５　　統統括括的的なな役役割割をを担担うう保保健健師師のの配配置置
　
　（（１１））統統括括的的なな役役割割をを担担うう保保健健師師にに求求めめらられれるる能能力力

　　　統括的な役割を担う保健師（以下「統括保健師」という。）の配置については、保健師活動指

　　針に、「保健師の保健活動を組織横断的に総合調整及び推進し、技術的及び専門的側面から指

　　導する役割を担う部署を保健衛生部門に明確に位置付け、保健師を配置するよう努めること。」

　　と明記されています。

　　　また、求められる能力については、最終取りまとめに以下のように示されています。

　

　統括保健師に求められる能力

（（２２））統統括括保保健健師師のの配配置置

　　　　保健師活動指針に統括保健師の配置が明記されてから全国的にその配置が進んでおり、高知県内

の市町村でも徐々に配置が進んでいますが、活動実態は多様であり、試行錯誤の段階にあると言えま

す。統括保健師がその機能や役割を十分に果たすためには、保健師の所属する保健福祉部署の所属

長等や人事部門に対して、その役割を理解してもらえるように統括保健師自らが働きかけ、活動しや

すい体制を作りあげていくことが必要です。

　なお、県では、健康政策部保健政策課統括保健師（保健推進監）を、平成30年（2018年）３月に高知

県行政組織規則に職の設置と職務を位置づけ、福祉保健所統括保健師（地域支援室長または所長が

指名する保健師）は、事務分担表に統括保健師であることを記載しています。市町村においても、事務

分掌や事務分担表に統括保健師の役割を明記することも、統括保健師の体制整備において重要です。

◆組織横断的な調整や交渉を行い、保健活動を総合的に推進する能力

 ・各部署に配置されている保健師の活動の全容を把握し、健康危機発生時も含め、地域
  全体の健康課題の明確化や保健活動の優先度の判断、評価の実施を牽引できる。
 ・保健、医療、福祉、介護等の多様な分野の組織内での合意形成を図るとともに、組織
  内外関係者とのネットワーク及び効果的な協働体制を構築することができる。

◆保健師としての専門的知識・技術について指導する能力

 ・社会の変化や情勢に応じて専門的知識や技術を常に更新し、実践すると共に、各組織
  において求められる役割を保健師に示し、直接または適切な指導者を介して指導を行
  うことができる。
 ・保健活動の優先度を勘案し、事業の企画や再編、予算確保等について指導・助言でき
  る。

◆組織目標等に基づき保健師の人材育成体制を整備する能力

 ・組織目標や地域保健施策の展望等を踏まえた保健師の人材確保や採用、ジョブローテ
  ーションを含めた配置、人材育成に関する提言ができる。
 ・組織全体の保健師の人材育成計画を立案し、組織内での理解・共有を図り、実施体制
  を整備することができる。
 ・指導的立場にある保健師の指導力向上のための支援を行うことができる。

（「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終取りまとめ（平成28年３月）」より引用）
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　　（（３３））統統括括保保健健師師のの育育成成

　　 統括保健師の育成のためには、研修に加えて多様な業務経験等を通じた能力の獲得ができる

　よう、ジョブローテーションによるＯＪＴと研修を組み合わせた早期からの計画的な人材育成が必

　要です。

　　また、統括保健師の育成の過程に、統括保健師となる保健師がその役割や機能を十分に理解し、

　主体的に能力の獲得に取り組み、自覚を持つことができるよう、上司や先輩保健師からのサポート

　が重要です。さらに、統括保健師がその役割を十分に果たせるよう統括保健師を補佐する保健師

　を位置づけることが有用で、次世代の統括保健師育成にもつながることから、その確保が望まれ

　ます。

　　県においては、以下の図に示すように、市町村の統括保健師を対象にした研修や、福祉保健所

　での連絡会の開催等により、統括保健師の人材育成や連携を深めるための支援をしています。
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Ⅳ 現任教育体制
　　
１１　　現現任任教教育育のの目目的的

　　学校教育により学んだ基礎能力を基に、業務遂行に必要な能力を獲得し、質の高い保健活動

　を展開することを目的とします。

　　保健師は、免許取得後も、専門職として、その資質の向上に努める必要があります。

　　保健師の現任教育の所管部署は、自治体の組織管理を担う総務部局等の人事担当部署、保

　健・福祉専門職の人材育成を担う保健福祉部署等が担当し、自治体の規模や体制に応じて、多

　様な体系による教育・研修の機会や、人事管理の仕組みが存在します。

　　また、現任教育の方法は、日常業務を通じて行われる「職場内教育（ＯＪＴ）」、職場を離れて

　実施される研修等を受講する「職場外教育（Ｏｆｆ－ＪＴ）」、計画的な人事異動や配置換えを行

　うことにより人材育成をめざす「ジョブローテーション」、自主的に関連する知識、技術、経験

　等の向上・啓発をめざす「自己研さん」があります。

　　このガイドラインでは、保健師の現任教育は、ＯＪＴを基本に考え、その中でも特に、新任期保

　健師支援プログラムを活用したプリセプターシップによる人材育成が効果的と考えます。

　　

２２　　現現任任教教育育のの体体系系

人事管理部署

統括保健師

保健師組織能力の向上

専門能力
ボトムアップ

キャリアアップ
  自己実現

調整の機会

・自己申告制度
・面接

《自治体・組織理念》

ジョブロー
テーション、
研修等の設定

目標の
明確化

自治体の人材観と
育成に対する考え

自治体理念
自治体

管理方式
組織構造

組織文化
・風土

人的資源管
理の諸施策

経験の蓄積
内省
評価

人材育成の機会

・職場内教育（ＯＪＴ）
・職場外教育（Off-JT）
・ジョブローテーション
 人事交流、派遣  等

・自己研さん

調整の機会

・自己申告制度
・面接

地域保健の向上

高度専門能力の獲得、保健師の資質向上

目標の
修正

人材育成
環境整備

情報更新、管理

・評価情報
・自己申告情報
・経歴情報

（「保健師の人材計画策定ガイドライン（平成28年３月）」より引用《一部改編》）

例．現任教育の体系

（個人特性への配慮）

（プリセプターシップ）

（ｷｬﾘｱﾗﾀﾞｰ）
（ｷｬﾘｱﾊﾟｽ）

ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ
・ｽﾀｲﾙ
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　　３３　　現現任任教教育育のの方方法法

　　　　　　　　

　　（（１１））職職場場内内研研修修（（ＯＯＪＪＴＴ））

　　　日常の業務を通じて行う教育訓練を指します。業務を達成することです。毎日のミーティング

　　で業務の目的を確認する、家庭訪問後のケースカンファレンスを行う、事例・業務検討会を開催す

　　る等、業務の一環として、上司から部下または先輩から後輩への指導・助言を行うことで、教育

　　的効果が得られます。　

　　　ＯＪＴは、指導担当者のみに任せるのではなく、組織全体で取り組むことが重要です。

　　

　　（（２２））職職場場外外研研修修（（ＯＯｆｆｆｆ－－ＪＪＴＴ））

　　　職場を離れて行う研修を指します。

　　　県では、専門職としての経験年数に応じた能力を習得する「階層別研修」、業務を推進するうえ

　　で必要な知識・技術の習得を目的とした「事業別研修」等を実施しています。

　　　階層別研修は、事業優先で研修を受けられない状況になりがちです。管理職や統括保健師は、

　　各人の能力を的確に評価し、研修を受講する際の応援体制を整えるなど、必要な研修が受けられ

　　る環境を整備することが必要です。

　　

　　（（３３））自自己己研研ささんんのの推推進進

　　　保健師は専門職としての自覚を持ち、自己学習や学会等への参加、調査・研究活動に取り組む

　　等、専門的な知識や技術の向上を図る努力が必要です。身近なところでは、毎月必ず１冊は専門

　　誌を読むこと、職能団体の研修に参加すること等も含まれます。

　　　　　

　　（（４４））ジジョョブブロローーテテーーシショョンン

　　　計画的な人事異動や職場内での配置換えを通して、人材育成を目指すもので、一人ひとりの人

　　材育成計画に沿って、様々な職務を経験させることで、個人の能力向上を図ります。

　　　採用から４年間は、公衆衛生の視点を身につけ、個人や家族への責任のある対応を習得できる

　　よう、保健分野等の保健師数が比較的多く、指導できる中堅期の保健師が配置されている部署へ

　　の配属が望まれます。

・ガイドラインに定める各期の
 保健師支援プログラムの実施
・研修会の報告、業務連絡会、
 事例検討会       等

ＯＪＴ

・ガイドラインに定める階層別研修
 への参加
・事業別研修への参加
・県外研修への参加
・調査・研究発表、活動報告  等  

Ｏｆｆ－ＪＴ

・計画的な人事異動による配置換え
・所内や課内での業務担当変更
・市町村と県の人事交流

ジョブ
ローテーション

・各種学会、研究会、研修会、大学の
 公開講座への自主的な参加
・看護協会、保健師長会等の職能団体
 の研修や集会への参加
・専門書、専門雑誌による自己学習
・大学院における系統的な教育   等

自己研さん
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４４　　産産休休・・育育休休取取得得者者等等へへのの支支援援　　

　　長期休業期間中の保健師に対して、研修会等の開催案内を定期的に情報提供することや、職

　場復帰後には、家庭と仕事の両立に負担が少ない業務分担とすること、休業期間中の制度改正

　等について学べる機会を設けるなど、本人と相談しながら、スムーズに職場復帰できるよう支援

　することが必要です。

　　また、産休・育休等により、このガイドラインに定めるステージごとの人材育成プログラムを修

　了できていない場合、職場復帰後にステージを遡ってプログラムに参加できるように配慮する

　ことも必要です。

　　統括保健師には、休業後の保健師の職場復帰の際に本人の人材育成プログラムの取組状況

　等を確認すると共に、今後受講する研修について話し合う等、産休・育休等を取得した場合で

　も人材育成の取組を継続できるように支援することが求められます。　 

　例．産休・育休取得者等への支援

　　　　

状況把握
情報提供

メール、電話、文書等で現状、復帰時期、復帰後の勤務形態、
今後のキャリアに関する意向等を確認

情報共有
・保健師に関する学習会、Ｏｆｆ－ＪＴ等研修会の随時案内
・本人の希望に基づき、復帰前の事業見学等

所属職場との
交流機会

・関連事業（乳児健診、母親学級）へ経験者として参加

・育児休業中の保健師の子どもをモデルとした乳幼児の
　発達学習会（新任期保健師の人材育成への貢献）
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５５　　各各団団体体・・大大学学がが行行うう人人材材育育成成

（（１１））高高知知県県市市町町村村保保健健衛衛生生職職員員協協議議会会保保健健師師部部会会

　高知県市町村保健衛生職員協議会保健師部会は、高知市保健所及び各福祉保健所管内の６

ブロックごとに、連絡調整を図りながら、市町村の課題を明確にし、住民主体の健康づくりを目

指した公衆衛生活動を推進していくことを目的としています。そのために、全体研修会やブ

ロック別研修会等を実施し、そこでの学びを通して、保健師の人材育成を図ります。

①全体研修

　　保健師部会役員等で地域の課題等を共有しながら、研修会の企画を行い、協議会総会で

　計画と予算の承認を受けて実施します。　　　

②ブロック別研修

　　６ブロックごとに、地域の状況にあった研修会を検討し、協議会総会で計画と予算の承認

　を受けて実施します。

（（２２））高高知知県県看看護護協協会会保保健健師師職職能能委委員員会会

　高知県看護協会保健師職能委員会は、保健師職能として、専門性が発揮できる保健師の育

成と活動環境の充実を目指し、「保健師のキャリア形成推進」「地域包括ケアシステムの構築・

推進」「保健師のネットワーク及び組織強化」に寄与することを活動方針としています。

　当会では、保健師の人材育成を支援するために以下のことを行います。 

①保健師のキャリア形成を意識した専門的な研修を開催するなど、保健師の力量アップを図り

　ます。

②地域包括ケアシステムの構築に向け、三職能（保健師・助産師・看護師）や他職種と連携する

　事業に取り組みます。 

③保健師長会・保健衛生職員協議会保健師部会・産業保健研究会・保健師養成大学との連携を

　図り、保健師が相談しやすく、安心して働けるよう、保健師同士のネットワーク構築を支援し

　ます。 

④保健師の活動状況を把握し、日本看護協会を通じて政策提言をしていきます。 

（（３３））全全国国保保健健師師長長会会高高知知県県支支部部

　全国保健師長会高知県支部では、全国保健師長会と連携をとりながら、保健師活動の充実

強化と会員相互の親睦を図り、もって地域住民の健康づくりに寄与し、高知県の公衆衛生の向

上に資することを目的として活動しています。

　当会では、保健師の人材育成を支援するために以下のことを行います。

①関係者と連携し、高知県保健師人材育成ガイドラインの取り組みを支援します。

②統括的役割を担う保健師の人材育成を推進し、次期リーダーの育成に努めます。

③会員以外の若手保健師等とも、日ごろから積極的な意見交換・交流に努めます。
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 （（４４））看看護護系系大大学学

　　　高知県内には、高知大学、高知県立大学、高知学園短期大学の３つの看護系大学があります。

　　大学では、保健師の人材育成を支援するために、以下のことを行います。

 　 ①保健師の力量形成のステージに沿った系統的な人材育成プログラムの運営と評価を協働し
　　　て行います。

　　　・新任期、中堅期、管理期の保健師に対する研修の内容及び実施への参画と、研修への講師

　　　 派遣を行います。

　　　・系統的な人材育成プログラムの評価と改善に協力します。

　　②保健師としての専門性を深めるための大学院における系統的な教育を提供します。

　　　・高度看護実践者(ＣＮＳ)を育てる教育を実施します。

　　　・保健師として働きながら、より専門性を高めることのできる教育を実施します。 

　　③生涯にわたり保健師としての専門性を深めていくための基礎的能力を確実に培う基礎教育
　　　を実施し、保健師や関係する現場の方々と情報交換しながら教育の充実を図ります。

　　④大学それぞれの同窓会、学会組織を中心に卒業生の精神的及び専門職としての成長をサポ
　　　ートします。

　　⑤看護実践の質の向上を目指した専門職の教育・研修を実施します。

　　　・看護職のスキルや能力向上のため、情報提供、講師派遣、研修・講演会等の支援を行います。

　　　・研究のスーパーバイズ、発表支援や、保健師との共同研究を実施します。

　　　・実践活動向上にむけた業務改善の取り組みに関わるコンサルテーションや情報提供を行い

　　　 ます。

 

 　

 　  　

５５　　各各団団体体・・大大学学がが行行うう人人材材育育成成

（（１１））高高知知県県市市町町村村保保健健衛衛生生職職員員協協議議会会保保健健師師部部会会

　高知県市町村保健衛生職員協議会保健師部会は、高知市保健所及び各福祉保健所管内の６

ブロックごとに、連絡調整を図りながら、市町村の課題を明確にし、住民主体の健康づくりを目

指した公衆衛生活動を推進していくことを目的としています。そのために、全体研修会やブ

ロック別研修会等を実施し、そこでの学びを通して、保健師の人材育成を図ります。

①全体研修

　　保健師部会役員等で地域の課題等を共有しながら、研修会の企画を行い、協議会総会で

　計画と予算の承認を受けて実施します。　　　

②ブロック別研修

　　６ブロックごとに、地域の状況にあった研修会を検討し、協議会総会で計画と予算の承認

　を受けて実施します。

（（２２））高高知知県県看看護護協協会会保保健健師師職職能能委委員員会会

　高知県看護協会保健師職能委員会は、保健師職能として、専門性が発揮できる保健師の育

成と活動環境の充実を目指し、「保健師のキャリア形成推進」「地域包括ケアシステムの構築・

推進」「保健師のネットワーク及び組織強化」に寄与することを活動方針としています。

　当会では、保健師の人材育成を支援するために以下のことを行います。 

①保健師のキャリア形成を意識した専門的な研修を開催するなど、保健師の力量アップを図り

　ます。

②地域包括ケアシステムの構築に向け、三職能（保健師・助産師・看護師）や他職種と連携する

　事業に取り組みます。 

③保健師長会・保健衛生職員協議会保健師部会・産業保健研究会・保健師養成大学との連携を

　図り、保健師が相談しやすく、安心して働けるよう、保健師同士のネットワーク構築を支援し

　ます。 

④保健師の活動状況を把握し、日本看護協会を通じて政策提言をしていきます。 

（（３３））全全国国保保健健師師長長会会高高知知県県支支部部

　全国保健師長会高知県支部では、全国保健師長会と連携をとりながら、保健師活動の充実

強化と会員相互の親睦を図り、もって地域住民の健康づくりに寄与し、高知県の公衆衛生の向

上に資することを目的として活動しています。

　当会では、保健師の人材育成を支援するために以下のことを行います。

①関係者と連携し、高知県保健師人材育成ガイドラインの取り組みを支援します。

②統括的役割を担う保健師の人材育成を推進し、次期リーダーの育成に努めます。

③会員以外の若手保健師等とも、日ごろから積極的な意見交換・交流に努めます。
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Ⅴ プログラム

１１　　新新任任期期保保健健師師支支援援ププロロググララムム

２２　　中中堅堅期期保保健健師師支支援援ププロロググララムム

３３　　管管理理期期保保健健師師支支援援ププロロググララムム
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中堅期I（5年目～9年目）へ一歩前進！！

個別対応から地域の課題を捉える
 
  個別支援に終わらず、個の問題を集団・地域の課題へと
  
  発展させる（鳥の目、虫の目）

保健師に求められる
能力（４年目まで）

専
門
能
力

地域をみる 地域をつなぐ 地域を動かす 質を高める 育ち育てる
危機管理事象
に対応する

集　合　研　修
ＯＪＴ

テーマ及び内容 目標

４
年
目

３
年
目

２
年
目

１
年
目

○行動目標シートの
　作成・面談

○研修の報告・活動
　のまとめ・発表

○連絡会

○業務検討会

○事例検討会

○自己研さん

○ジョブローテー
　ション

○白地図を使った地
　区把握

　　　　地地区区診診断断
 （講義・ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ）

 　PPDDCCAA
ササイイククルル①①
  （講義)
(グループ検討）

　　個個別別支支援援
(講義・事例検討）
　(ﾌﾟﾛｾｽﾚｺｰﾄﾞ）

①PDCAで自分の活動を実施し、その過程を振り返る事ができる
②効果的な活動を実施し、成果を出すことができる
③個の課題と集団・地域の課題の関連を踏まえ担当地域/事業
　の受け持ち保健師として責任を果たす活動を実施することが
　できる

①PDCAサイクルを用いたマネジメントの方法論を理解できる
②マネジメントの考え方で自分の活動を整理することができ
　る
③PDCAで自分の活動を実施していく方策を考えることができ
　る

①地区診断の技術を身につけることができる
②地区の課題を見出すことができる
③地区診断を通して、今後の活動の方向性を見出すことがで
　きる

①地区活動としての個別支援を理解できる
②個別支援の事例をアセスメントし、必要な活動を考えること
　ができる
③自分の個別支援における関わり方をふり返り、支援に生かす
　ことができる

【求められる能力】

【能力を高めるための方策】

PPDDCCAA

ササイイククルル②②
   （レポート)
 (ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ）

○担当地域の特
性を知り、健康課
題を明確にでき
る

○個人、家族・集
団、地域のつなが
りを理解できる
○社会資源の内

容や役割を理解
し、活用できる

○家庭訪問等の個
別支援を的確に実
践できる

○健康教育等の集
団指導ができる

○困難事例につい
て助言を受けなが
ら対応できる

○活動実践をまと
め、発表できる

○事例・業務検討
会を活用して課題
を検討できる

○PDCAサイクル
の考え方を用いて、
保健活動を実施で
きる

○保健師として自
覚を持ち、自己研
さんにつとめること
ができる
○わからない時は
自分から同僚や
上司に相談するこ
とができる

○地域防災計画や
市町村保健活動マ
ニュアル、健康危機
管理の関係法規等
を理解できる

○健康危機発生時
に、必要な対応を上
司や先輩の指示の
もと実施できる

○現状を把握し、情
報を整理し、上司に
報告することができ
る

１１　　新新任任期期保保健健師師支支援援ププロロググララムム

（（１１））新新任任期期保保健健師師支支援援ププロロググララムム全全体体像像
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（（３３））新新任任期期保保健健師師のの育育成成目目標標

　　「新任期保健師支援プログラム目標図（35ページ）」は、平成１９年度のプログラム作成過程に

　おいて、『『高高知知のの保保健健師師』』ととししてて育育成成ししたたいい実実践践能能力力は何か、について、話し合いを重ねる中から

　誕生し、新任期保健師に求められる「基本的能力」、「行政能力」、「専門能力」と、３つの能力を横

　断する能力として「コミュニケーション能力」を加えた４つの視点から整理しており、平成２３年度

　と平成30年度のガイドライン改定時に内容を見直しました。

　　なお、コミュニケーションは、職務の円滑な遂行のために、他者と上手に意思疎通を図ること

　できる能力であり、保健師にとっての基本的な能力として求められます。このため、平成30年度

　の改定では、基本的能力に、従来のコミュニケーション能力を含めています。

　　

　

　　　目標図に示しているのは新任期に育成したいそれぞれの能力です。新任期保健師は、４年間

　　において基本的能力、行政能力を基盤とし、専門能力は階層的に向上させていくことで、中堅

　　期という次のステップに向かうことを目指します。　

　　　平成30年度の改定では、平成27年度～平成29年度までにVer.2によるプログラムを実施した新

　　任者の能力獲得状況について、高知県立大学、県福祉保健所地域支援室、健康長寿政策課（平成

　　30年度当時）でワーキングを実施し、分析しました（参考資料1・80～82ページ）。その結果は、「新

　　任期保健師の能力獲得目標（36～37ページ）に示しています。

　　　特に、この時期に育成したい７つの専門能力は、各期に求められる能力（18～19ページ）に沿っ

　　て、位置づけています。そして、段階的に獲得する専門能力を、図のように示しています。

　　　１年目から４年目の各段階で、７つの能力を一歩ずつ獲得しながら、次の段階で新たな能力を

　　得していく成長の進み方を、らせん状の矢印で表現しています。

　　　図が示すように、自ら育ち、また自らの活動の質を高めるためには、「自分で目標を立て、そ

　　れに向かって行動し、またそれを評価する」という一連の目標管理の考え方と実践方法を身につ

　　けることも重要です。

　　高知県内の新任期保健師の配置先や業務内容は様々です。実践に活かせる能力を身につけ

　るためには、一人ひとりの環境や業務により合致した行動目標を設定する必要があります。

　　新任期保健師が能力獲得目標を達成するための行動を日々の業務の中に意識的に取り組ん

　でいくことが重要であり、ツールとして「新任期保健師の行動目標及び評価シート（様式３－１～

　３－４・59～66ページ」を活用します。　　

基本的能力  組織に所属し働く上で必要となる能力であり、
 職業人としての基盤

  他者と上手にコミュニケーションを図ることが
　できる能力

行政能力   特に行政職員(公務員)に必要とされる能力

専門能力   保健師の専門性に基づく保健師固有の能力

「個別対応から地域の
課題を捉える--個別支
援に終わらず、個の問
題を集団･地域の課題へ
と発展させる」ために
必要な４つの能力

コミュニケー
ション能力

（（２２））新新任任期期保保健健師師支支援援ププロロググララムムのの対対象象者者

　   採用から４年目までを新任期保健師とし、地域保健従事者として公衆衛生の視点を身につけ、

　質の高い経験を積み重ねる上での最も重要な時期（新任期）と位置づけます。
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専専
門門
能能
力力

４４
年年
目目

３３
年年
目目

２２
年年
目目

１１
年年
目目

行行
政政
能能
力力

基基
本本
的的
能能
力力

次のステップへ一歩前進！！

新任期保健師支援プログラム目標図

「「新新任任期期保保健健師師のの求求めめらられれるる能能力力」」
◎◎個個別別対対応応かからら地地域域のの課課題題をを捉捉ええるる：：個個別別支支援援にに終終わわららずず、、個個のの問問題題をを集集団団・・地地域域のの課課題題へへとと発発展展ささせせるる

健康危機事象の
活動理解

健康危機事象
の活動の実際

健康危機事象
への準備

健康危機事象の
対応力の獲得

保健師としての
自覚

能力の自己開発

学んだ知識・技術
の応用

自己のふり返りと
表現力の習得

担当事業の実施・
運営

地域の健康課題
と連動した実施・
運営

企画・立案を
とおした保健
活動

PDCAサイクルに
基づく保健活動対象の複合的な問題

を捉えた個別支援
地域づくりと連動した
グループ支援ケア体制の構築

対象を総合的に捉えた
個別支援
主体性を尊重した
グ ループ支援

活動をとおした
連携・協働

対象の多様性・個別
性を捉えた個別支援
集団支援の実施

ケアチームづくり

対象のニーズを捉えた
個別支援
集団支援の理解地域とのつながり

づくり

説説明明責責任任

法法的的根根拠拠のの理理解解

交交渉渉・・調調整整

政政策策・・方方針針のの理理解解

ココスストト意意識識

情情報報収収集集・・活活用用

施施策策立立案案

課課題題発発見見

組組織織のの一一員員とと
ししててのの自自覚覚

報報告告・・連連絡絡・・相相談談 モモララルル・・倫倫理理観観 ココミミュュニニケケーーシショョンン

連連携携・・協協働働
ケケアアシシスステテムム構構築築 小小集集団団へへのの支支援援

地地域域組組織織支支援援

個個別別・・家家族族支支援援
保保健健事事業業のの
実実施施・・評評価価

保保健健師師ととししててのの
自自己己成成長長

健健康康危危機機管管理理

地地区区活活動動

課題解決のため
の地区活動

地域診断に基づく
地区活動

地域の健康課題に
応じた地区活動

地域の生活と健
康の把握
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新新任任期期保保健健師師のの能能力力獲獲得得目目標標

経験年数 11年年目目 22年年目目

時期 日々業務をこなす上で必要不可欠な基礎力を身につける

組織の一員と
しての自覚

組織の一員としての自覚をもち、自分の役割を明確に
できる

組織の一員として、他の業務の協力要請にも応じること
ができる

報告・連絡・相談
報告・連絡・相談を確実に行うことができる 報告・連絡・相談を確実に行うことができる

モラル・倫理観
①公務員の立場と役割を理解し行動できる
②行政の保健師であることを自覚して行動できる
③体調や生活リズムを自己管理することができる

コミュニ
ケーション

①地域に出向いて住民の立場に立って対応することが
できる
②業務の円滑な遂行のために、上司や同僚と積極的に
コミュニケーションをとることができる

住民や関係者と意思疎通を図り、相手の役割や考え方
を理解したうえで連携することができる

法的根拠の理解
担当する事業の法的根拠や予算を理解できる 担当する事業の法的根拠や予算を説明することができ

る

政策・方針の
理解

所属する組織の政策・方針を理解できる 組織目標や方針を踏まえ、自分の担当業務の位置づけ
を説明することができる

説明責任
事業の目的や必要性を相手にわかりやすい表現で説明
できる

情報収集・活用
担当業務に関連する情報を収集することができる 担当業務に関連する必要な情報を収集・整理して、資料

化することができる

交渉・調整

上司の指示のもと、関係機関に連絡をすることができる 上司の助言を受けながら、他部署との交渉・調整を行う
ことができる

コスト意識

上司の指示を仰ぎながら、優先度をつけて事業を実施
することができる

担当業務を理解し、優先順位をつけながら業務を遂行
することができる

課題発見
地区活動での気づきをチーム内で共有することができ
る

業務の改善を意識することで、問題点を整理すること
ができる

施策立案
担当する業務において、地域の課題と事業の目的・目標
の関連を説明することができる

上司の指示を仰ぎながら、担当する業務において課題
の設定、解決方法の立案ができる

保健師としての
自己成長

保健師としての自覚と責任をもって、活動に取り組むこ
とができる
（（保保健健師師ととししててのの自自覚覚））

自発的に、学んだ知識や技術を活動に応用していくこ
とができる
（（学学んんだだ知知識識・・技技術術のの応応用用））

地区活動

地域で生活する人々の健康課題を理解しながら地区活
動ができる
（（地地域域のの生生活活とと健健康康のの把把握握））

地域の健康課題に応じた対策を考えながら、地区活動
ができる
（（地地域域のの健健康康課課題題にに応応じじたた地地区区活活動動））

個別・家族支援

対象のニーズを捉え、主体性を尊重した個別支援を行
うことができる
（（対対象象ののニニーーズズをを捉捉ええたた個個別別支支援援））

対象の多様性・個別性を踏まえながら、個別支援を行う
ことができる
（（対対象象のの多多様様性性・・個個別別性性をを捉捉ええたた個個別別支支援援））

小集団への支援
地域組織支援

地域で行う集団支援について理解することができる
（（集集団団支支援援のの理理解解））

対象集団のニーズを捉え、集団支援を行うことができ
る
（（集集団団支支援援のの実実施施））

保健事業の
実施・評価

担当する事業の実施・運営を行うことができる
（（担担当当事事業業のの実実施施・・運運営営））

地域の健康課題を踏まえ、保健事業の運営・実施を行う
ことができる
（（地地域域のの健健康康課課題題とと連連動動ししたた実実施施・・運運営営））

連携・協働
ケアシステム構築

活動を通して、地域とかかわる人々とのつながりをつく
ることができる
（（地地域域ととののつつななががりりづづくくりり））

保健活動を円滑に遂行するため、関係者や関係機関と
の連携ができる
（（活活動動ををととおおししたた連連携携・・協協働働））

健康危機管理

健康危機マニュアルに基づいた活動を説明することが
できる
（（健健康康危危機機事事象象のの活活動動理理解解））

健康危機事象を想定し、マニュアルに基づいた活動を行
うことができる
（（健健康康危危機機事事象象のの活活動動のの実実際際））

　　　　　　　　　　　　　　行政保健師に必要なたくさん　　の能力を身につけ、伸ばしていく

※　　　　　　　は、同じ能力獲得目標が入る。　　　　　　

基
本
的
能
力

行
政
能
力

専
門
能
力
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33年年目目 44年年目目

まだ達成できていない目標に再度取り組みながら、中堅期に向けて準備する

組織の中で業務の優先度を見極めながら、チームの一
員として行動できる。

組織の中で業務の優先度を見極めながら、チームの一
員として行動できる。

報告・連絡・相談の必要性、相手及びタイミングを的確に
判断して行うことができる

報告・連絡・相談を５Ｗ１Ｈを用いて端的に行うことができ
る。

①住民や関係機関とのコミュニケーションをとおし、関
係づくりができる
②住民や関係機関と、目的を共有し、連携を図ることが
できる

担当する事業以外の業務についても法的根拠を説明で
きる

組織目標や方針について達成目標を説明することがで
きる

困難なことも上司の助言を受けるなどして、相手の理解
が得られるように説明をすることができる

情報を整理して、企画書等に活用することができる

上司の助言を受けながら、他部署との交渉・調整を行う
ことができる

他部署や関係団体との交渉・調整を行うことができる

優先順位をつけながら、効率性を意識して計画的に業
務を遂行することができる

現状の問題点から課題を抽出し、事業の企画や評価に
活用できる

担当する事業の経緯や住民の現状を踏まえて事業を企
画し、見直しすることができる

住民参加による計画策定や、事業の立案・遂行ができる

日頃から保健師としての能力を自己開発し、成長してい
くことができる
（（能能力力のの自自己己開開発発））

自らの課題を振り返り、保健師としての経験を表現する
ことができる
（（自自己己ののふふりり返返りりとと、、表表現現力力のの習習得得））

地域の健康課題を見出し、地区活動を展開できる
（（地地域域診診断断にに基基づづくく地地区区活活動動））

地域の健康課題の優先順位を立てながら、地区活動を
展開することができる
（（課課題題解解決決ののたためめのの地地区区活活動動））

対象を総合的に捉えながら、個別支援を行うことがで
きる
（（対対象象をを総総合合的的にに捉捉ええたた個個別別支支援援））

困難事例の個別支援を行うことができる
（（対対象象のの複複合合的的なな問問題題をを捉捉ええたた個個別別支支援援））

人々の主体性を尊重したグループ・地域組織活動の支
援を行うことができる
（（主主体体性性をを尊尊重重ししたたググルルーーププ支支援援））

地域づくりに向けた、グループ・地域組織活動の支援を
行うことができる
（（地地域域づづくくりりとと連連動動ししたたググルルーーププ支支援援））

目的に応じて企画・立案しながら保健活動の展開を行う
ことができる
（（企企画画・・立立案案ををととおおししたた保保健健活活動動））

成果が得られる保健活動の展開を行うことができる
（（PPDDCCAAササイイククルルにに基基づづくく保保健健活活動動））

地域でのケアチームづくりのため、関係者や関係機関
との連携が推進するよう働きかけることができる
（（ケケアアチチーームムづづくくりり））

地域ケア体制の構築を図るため、関係者や関係機関と
の連携が推進されるよう働きかけることができる
（（ケケアア体体制制のの構構築築））

日頃から、健康危機事象に備えた活動を行うことができ
る
（（健健康康危危機機事事象象へへのの準準備備））

チームの一員として、健康危機事象に対応できる
（（健健康康危危機機事事象象のの対対応応力力のの獲獲得得））

　　　　　　　　　　　　　　行政保健師に必要なたくさん　　の能力を身につけ、伸ばしていく
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保健師１年目専門能力

能力獲得目標 行動目標

保健師としての

自己成長

保健師としての自覚と責任をもっ

て、活動に取り組むことができる

・地域の保健師であることを自覚して行動できる

・なりたい保健師像を持ち、目指すことができる

・保健師として、いきいきと仕事をすることができる

・地域や職場に溶け込み、日々の活動に慣れること

で前向きに取り組むことができる

地区活動
地域で生活する人々の健康課題を

理解しながら地区活動ができる

・保健師として積極的に地域に出向き、地域の現状

を知ることができる

・日々の活動を通して地域の実態（地域の健康状態

や生活実態）を理解することができる

・地域の健康課題に対応する活動であることを意識

して、保健活動に取り組むことができる

個別・家族支援
対象のニーズを捉え、主体性を尊重

した個別支援を行うことができる

・個人及び家族の地域での個別支援に必要な情報

収集を行うことができる

・個人及び家族の支援に向けて対象を捉え、必要な

支援を計画できる

・必要な関係者と連携して展開できる

・対象者の主体性を尊重した支援計画を立案し、実

施できる

・個人及び家族の支援を展開することができる

小集団への支援

地域組織支援

地域で行う集団支援について理解

することができる

・対象とする集団の特性を理解することができる

・対象集団の健康課題を捉えることができる

・集団の健康課題に応じた支援を、指導を受けなが

ら実施できる

保健事業の

実施・評価

担当する事業の実施・運営を行うこ

とができる

・担当事業の背景や法的根拠、目的を整理すること

ができる

・関係者と連携して担当事業を企画、運営できる

・担当事業の目的に応じた実施を行うことができる

連携・協働

ｹｱｼｽﾃﾑ構築

活動を通して、地域とかかわる人々

とのつながりをつくることができる

・住民や関係機関とともに、地域で活動をすることが

できる

・地域で活動する組織や関係機関を知ることができる

・関わりをとおし、地域組織や関係機関とつながりを

もつことができる

健康危機管理
健康危機マニュアルに基づいた活

動を説明することができる

・健康危機管理に関する関係法規を理解できる

・所属する自治体の健康危機管理マニュアルについ

て理解することができる

・健康危機発生時に必要な行動について説明できる
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保健師２年目専門能力

能力獲得目標 行動目標

保健師としての

自己成長

自発的に、学んだ知識や技術を活

動に応用していくことができる

・日々の活動のなかで専門職としての知識や技術を

身につけていくことができる

・向上心を持ち自発的に自己開発に取り組むことが

できる

・研修会で学んだ技術を活動に活かすことができる

地区活動
地域の健康課題に応じた対策を考

えながら、地区活動ができる

・積極的に地域に出向き、関係をつくり、情報収集が

できる

・地域の現状を分析し健康課題を見出すことができる

・地域の健康課題に応じた対策を、提案することがで

きる

個別・家族支援
対象の多様性・個別性を踏まえなが

ら、個別支援を行うことができる

・対象の健康レベルに応じた個別支援を展開できる

・対象のニーズに応じた個別支援を展開できる

・個人、家族の多様な生活を理解し個別支援に活か

すことができる

・対象に応じた手段を活用した個別支援を展開できる

・予防の視点を持って個別支援を展開できる

・必要な関係者と役割を明確にして展開できる

小集団への支援

地域組織支援

対象集団のニーズを捉え、集団支

援を行うことができる

・対象集団のニーズに応じた支援計画を立案できる

（既存事業について）

・一人ひとりの課題に応じた、支援を行うことができる

・行った集団支援の実施における改善点を明確にす

ることができる

・集団支援をとおし、地域のニーズを把握することが

できる

保健事業の

実施・評価

地域の健康課題を踏まえ、保健事業

の運営・実施を行うことができる

・保健師の専門性を活かしながら、保健事業の実施

ができる

・事業を実施する背景を明確にして（分析に基づい

て）事業計画を立案し、実施することができる

・事業の実施内容の改善点を明確にし、次回に活か

すことができる

連携・協働

ｹｱｼｽﾃﾑ構築

保健活動を円滑に遂行するため、関

係者や関係機関との連携ができる

・住民や関係機関と、活動をとおして関係づくりを行う

ことができる

・地域組織や関係機関との顔なじみの関係をとおし、

連携しながら活動ができる

・連携した活動のなかで保健師の役割を見出し、果

たすことができる

健康危機管理
健康危機事象を想定し、マニュアル

に基づいた活動を行うことができる

・所属する自治体の健康危機管理マニュアルに基づ

いた、自らの行動について説明できる

・健康危機発生時の活動体制について説明すること

ができる

・健康危機事象による地域の人々の健康への影響を

説明することができる
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保健師３年目専門能力

能力獲得目標 行動目標

保健師としての

自己成長

日頃から保健師としての能力を自己

開発し、成長していくことができる

・日頃の活動をとおして、保健師に求められる役割を

考え、高めていくことができる

・同僚・先輩保健師の考えや行動を学び、取り入れて

いくことができる

・関心のある分野をとおし、積極的に自己研さんし、

専門職としての知識、技術を伸ばしていくことができる

地区活動
地域の健康課題を見出し、地区活

動を展開できる

・地区診断に基づいて、地域の健康を目指した地区

活動を行うことができる

・地域組織や関係機関と共有しながら、地域の健康

課題を明らかにすることができる

・地区診断をとおし、自らの地区活動を振り返ること

ができる

個別・家族支援
対象を総合的に捉えながら、個別支

援を行うことができる

・対象の健康レベル、ライフステージを継続性のなかで

とらえ、個別支援を行うことができる

・個人、家族、地域との関連のなかで、生活状況に応

じた個別支援を行うことができる

・対象が自ら決定できるよう、個別支援を行うことが

できる

・個別支援から、共通課題を見出すことができる

小集団への支援

地域組織支援

人々の主体性を尊重したグループ・

地域組織活動の支援を行うことがで

きる

・グループ・地域組織活動に参加し、活動理解を行う

ことができる

・グループ・地域組織活動の一人ひとりのメンバーと

関係づくりができる

・グループダイナミクスを捉えて支援を実施すること

ができる

・グループ、地域組織活動における保健師の役割を

理解することができる

保健事業の

実施・評価

目的に応じて企画・立案しながら保健

活動の展開を行うことができる

・保健事業の目的に沿って企画、運営することができる

・保健事業の目的、方法、企画立案の見直しを行うこ

とができる

・事業を計画しながら、保健活動の進捗管理ができる

連携・協働

ｹｱｼｽﾃﾑ構築

地域でのケアチームづくりのため、

関係者や関係機関との連携が推進

するよう働きかけることができる

・住民や関係機関との共通理解をとおし、お互いの

役割を把握することができる

・住民や関係機関との連携をとおし、保健師として必

要な役割を担うことができる

・地域組織や関係機関同士の調整役を担うことがで

きる

健康危機管理
日頃から、健康危機事象に備えた

活動を行うことができる

・緊急時に対応ができるよう、日頃から準備をしてお

くことができる

・訓練の振り返りをとおし、実行力を高めることができる

・健康危機事象を踏まえ、地域の人々の健康課題の

優先順位を明らかにすることができる
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保健師４年目専門能力

能力獲得目標 行動目標

保健師としての

自己成長

自らの課題を振り返り、保健師として

の経験を表現することができる

・保健師としての自らの課題を振り返ることができる

・日頃の活動のなかで保健師としての専門性を考え

ることができる

・保健師としての魅力や、これまでの知識、技術を伝

えていくことができる

地区活動

地域の健康課題の優先順位を立て

ながら、地区活動を展開することが

できる

・受け持ち地区全体の健康課題について把握するこ

とができる

・地域の人々と環境との関連のなかで、解決すべき

健康課題を明らかにすることができる

・協議しながら、地域の優先すべき健康課題を明らか

にすることができる

個別・家族支援
困難事例の個別支援を行うことがで

きる

・対象の緊急性を踏まえ個別支援を行うことができる

・困難事例を幅広い視点から把握することができる

・困難事例の対応について関係機関と連携をとりな

がら支援を行うことができる

小集団への支援

地域組織支援

地域づくりに向けた、グループ・地域

組織活動の支援を行うことができる

・グループ、地域組織活動をとおし、地域とのつなが

りを整理することができる

・グループ、地域組織活動をとおし、地域に必要な資

源を明らかにすることができる

・グループ、地域組織活動の活動を周知していくこと

ができる

保健事業の

実施・評価

成果が得られる保健活動の展開を

行うことができる

・保健活動の実施状況を把握し、課題と成果を明ら

かにすることができる

・保健活動を地域のニーズと合わせて評価し、成果

が得られる対策を明らかにすることができる

・事業計画の一連のプロセスをとおし、保健活動の質

の向上を図ることができる

連携・協働

ｹｱｼｽﾃﾑ構築

地域ケア体制の構築を図るため、関

係者や関係機関との連携が推進され

るよう働きかけることができる

・住民や関係機関との協力関係とおし、必要な社会

資源とその役割を把握することができる

・住民や関係機関と連携・協働をとおし、地域の人び

とのつながりを強めることができる

・地域組織や関係機関と地域のケアの質を高めるた

めの協議を行うことができる

健康危機管理
チームの一員として、健康危機事象

に対応できる

・リスクの高い人々への健康危機発生時の対応につ

いて考えることができる

・行動計画の策定に参加し、保健師の役割を理解す

ることができる

・チームにおける自らの役割を担うことができる
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管理者

プリセプター新任期保健師同 僚

職場内上司

福祉保健所

必要に応じて
サポートする

（（４４））ププロロググララムムのの内内容容

　　　行政職員としての研修プログラムは、県及び市町村共に整備されているため、新任期

　　保健師が専門職としての力量を習得する過程を支援することに焦点を当てたプログラム

　　とし、目標管理の手法を用いたＯＪＴと、新任期保健師研修（集合研修）の２つを柱として構成

　　しています。

　  　目標管理の手法を用いたＯＪＴは、新任期の４年間で、経験年数に応じた行動目標を掲げ、

　　職場での日々のプリセプターシップを中心に取り組みます。

　　　また、新任期保健師研修は、１年目を対象とした「個別支援」、２年目を対象とした「地

　　区診断」、３～４年目を対象とした「PDCAサイクル」のテーマで実施し、事前に提出した課

　　題を用いて、保健活動について学びます。

　（（５５））新新任任期期保保健健師師をを支支ええるる組組織織体体制制

　　　職場で新任期保健師の人材育成を実施するためには、組織全体で人を育てる意識と、人

　　を育てるのに望ましい体制を整えることが必要です。新任期保健師の指導をプリセプター

　　だけに任せるのではなく、組織内の一人ひとりが人材育成の意識を持ち、プリセプターを

　　中心にしながらも、組織全体で新任者を育てていくという責任感を持って、新任期保健師

　　に接することです。

　　　また、人を育てるために望ましい体制とは、新任期保健師とプリセプターとの関係を基

　　本軸に、プリセプターシップを統括的な立場から支援する管理者、その他の職場上司や同

　　じ立場から支援する同僚たちが、組織全体で支えあう体制のことです。

　 　 このような意識や体制づくりを行うことで、新任期保健師やプリセプターのみならず、

　　職員全体の資質向上、質の高い地域活動を行い、住民の期待に応えることができると考え

　　ます。

    　指導体制は、新任期保健師が配置された部署に同職種のプリセプターと管理者を配置

　　することが望まれます。自治体の規模により、プリセプターと管理者が同一者となる場合

　　や、専門職の配置が難しい場合を含めて、必要に応じて福祉保健所が支援を行います。新

　　任期保健師を取り巻く関係者の役割は、次ページのとおりです。

　人材育成の体制（イメージ図）
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要　　件 役　　割

職
場
内
上
司

○所属長をはじめとする管理職及び課長職 ○人材育成を組織全体で支える体制づくりと、
　新任期保健師の所属課、チームを決定す
　る。

○現任教育が円滑に実施できるよう環境整
　備を行う。

　
　
　
　
　管
理
者

○原則として中堅期以上の立場で、組織全
　体及び自治体の動向を把握した上で、新
　任期保健師の人材育成プログラムを企画、
　管理、評価できる者

○新任期保健師、プリセプターに具体的な助
　言ができる保健師が望ましい。

○適切なプリセプターの選定を行うと共に、
　新任期保健師及びプリセプターを後方、側
　面から強力に支援する。

○所属内外を通じて、能力向上に必要な体
　験の場の調整をはかる。

○プリセプターと相談し、新任期保健師育成
　計画を立て、進捗管理を行う。

○新任期保健師の行動目標の設定や評価を
　新任期保健師、プリセプター等と共に行い、
　適切な助言を行う。

　
　
　
　プ
リ
セ
プ
タ
ー

○原則として中堅期であり、保健師が望まし
　い。

○業務内容を日常的に把握でき、必要に応
　じて、共に実施することができるように、
　担当する地区や業務が新任期保健師と同
　じ者が望ましい。

○新任期保健師に最も近い良き相談相手、
　理解者となる。

○専門能力の育成だけでなく、社会人として
　のルールなど基本的能力の確認、必要な
　行政能力の育成に向けた指導を行う。

○管理者と相談して新任期保健師育成計画
　を立てる。

○新任期保健師の行動目標の設定や評価を
　新任期保健師、管理者等と共に行い、適
　切な助言を行う。

同
僚

○新任期保健師が配属された課の職員

○新任期保健師が配属された市町村の保健師

○日常的な関わりを通じてプリセプターや新
　任期保健師を見守り、必要時に助言を行う。

○事業等を通じて業務の指導を行うと共に、
　プリセプターを支援する。

福
祉
保
健
所

○新任期保健師が配属された福祉保健所

○新任期保健師が配属された市町村を管轄
　する福祉保健所

　

○福祉保健所に配属された新任期保健師に
　対して、対人支援や地区把握の機会を持て
　るよう所全体で支援する。

○管内市町村の新任期保健師を、人材育成
　の視点を持って支援する。

○特に地域支援室は、新任期保健師育成計
　画や行動目標設定時の助言や、中間・最終評
　価時に同席して客観的な視点で助言を行う
　ことを含め、人材育成全般をサポートする。

新任期保健師を取り巻く関係者の役割
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（（６６））ププロロググララムムのの活活用用方方法法

　　　このプログラムは、新任期保健師と指導者が共に活用することを基本に作成しています。

　　　また、このプログラムを実践しながら、それぞれの所属の特性に応じたプログラムの作成や、

　　人材育成の体制整備をめざします。

　　　　①①「「新新任任期期保保健健師師育育成成計計画画」」作作成成ののねねららいい（（様様式式１１・・5577ペペーージジ））

　　　　「新任期保健師育成計画」は、それぞれの職場のめざすべき保健師像を目標に掲げ、それに

　　　向けての指導体制及びスケジュール等を明記した上で、所所属属全全体体へへ周周知知ををしし、、所所属属ととししてて人人材材

　　　　　　育育成成にに取取りり組組むむここととのの理理解解をを得得るるたためめにに作作成成します。

　　②②「「新新任任期期保保健健師師のの行行動動目目標標及及びび評評価価シシーートト」」作作成成ののねねららいい（（様様式式３３－－１１～～３３－－４４・・5599～～6666ペペーージジ））

　　　　行動目標の到達状況と課題を明らかにし、日々の業務の中でその行動目標に向かって行動

　　　できるようにするために活用します。新任期保健師による自己評価と指導者による他者評価を

　　　行い、両者が面接でその結果を突き合わせ、新任期保健師の到達状況と課題を把握し、今後の

　　　目標とその達成のための方法を話し合う時にも活用します。

　　　目標管理の中で大切なのは、一一人人ひひととりりのの状状況況にに合合っったた目目標標をを設設定定しし、、管管理理すするることです。

　　職場の状況や職務内容によって、経験や目標達成が難しい内容や、自治体独自の人材育成プ

　　ログラムと重なる場合もありますので、以下の点に注意します。

　　　　

　　　　　　③③「「保保健健師師対対人人保保健健ササーービビスス業業務務経経験験リリスストト」」作作成成ののねねららいい（（様様式式４４・・6677～～6688ペペーージジ））

　　　　　　　　業務の経験を確認する時に活用するシートです。見学も含め、経験した業務を記入すること

　　　で、全体の位置づけや業務の関連性の把握に役立てるためのものです。所属に合わせた事業

　　　等を記入し、地域保健活動の全体像が把握できるようにします。新任期以降も記載できるもの

　　　となっていますので、継続して活用できます。

　　　　④④「「新新任任期期保保健健師師育育成成計計画画のの評評価価」」作作成成ののねねららいい（（様様式式２２・・5588ペペーージジ））

　　　　　　　　ＯＪＴの評価を行う時に活用するシートで、プリセプターと管理者が話し合って記載します。

　　　新任期保健師育成計画の目標が達成できたかどうかと、プリセプターと管理者が自分の関わ

　　　りをふり返り、役割を果たせたかどうかを評価するためのものです。

　　⑤⑤活活用用のの手手順順

　　　　　　　　　　　　人材育成プログラムは次ページの手順で実施します。

　

●「基本的能力」と「行政能力」は、自治体独自の人材育成プログラムと重なる場合、必ずしも

　　実施する必要はありません。

●担当業務により経験することが難しい項目は、目標立案する必要はありません。

　１年目の項目を２年目に実施するよう計画したり、１年目でも経験によっては２～３年目の項

　目を先に目標設定したりするなど、組み替えて実施します。

●異動等により、これまで設定していた自己目標を積み重ねていくことが難しくなる場合があり

　ます。今まで自分が取得してきた能力をふり返りながら、項目に沿って新しい職場で経験／達

　成できる目標を考えます。
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　活用の手順

１．管理者とプリセプターは、「新任期保健師育成計画」を立案し、上司に報告後、職場で周知
  する。

２．管理者は、新任期保健師に育成計画を説明する。また、「新任期保健師の行動目標及び評価
  シート」（以下「行動目標シート」という。）の目的や方法をプリセプターと新任期保健師
  に説明する。

３．新任期保健師は、プリセプターと管理者に相談しながら行動目標シートに、６か月間また12
  か月間で到達したい自分の目標を記載する。

４．プリセプターは、行動目標を達成するための方法を新任期保健師と話し合いの上、決定し、

  行動目標シートに記載する。

５．６か月が経過した時点で、新任期保健師は行動目標シートに目標到達レベルと、体験した内

  容や到達レベルを決めた理由、課題を記載し、プリセプターに提出する。

６．プリセプターは管理者に相談しながら、行動目標シートの指導者欄に、目標到達レベルと、

  体験した内容や到達レベルを決めた理由、課題を記載する。

７．新任期保健師、プリセプター、管理者の三者で、目標到達レベル、体験した内容や到達レベ
  ルを決めた理由、課題を確認し、１２か月間での行動目標の点検、修正及び目標を達成する
  るために今後体験すべき内容等を検討する。

８．12か月が経過した時点でも、評価・確認・フィードバックを行い、次年度に向けた今後の
  目標を検討する。

９．管理者とプリセプターは、「新任期保健師育成計画の評価シート」を活用し、育成計画と支

  援内容を評価し、所属全体に報告する。

10．福祉保健所地域支援室の人材育成担当者は、市町村での行動目標作成や評価の話し合いの場

  に、可能な限り同席する。

11．新任期保健師研修会での課題作成は、プリセプター、管理者、福祉保健所がサポートする。

　年間スケジュール

月 全体の取組 所属での取組

４
～
６
月

◇第１回プリセプター能力育成研修
　対象：新規参加市町村の新任期保健師
　　　　　プリセプター、管理者
　内容：プログラムの説明　意見交換

◇新任期保健師研修会（前期）
　テーマ：１年目「個別支援」
　　　　　  ２年目「地区診断」
　　　　　　３年目「PDCAサイクル①」
　　　　　　４年目「PDCAサイクル②」

○新任期保健師育成計画の立案

○オリエンテーション

　（育成計画、行動目標評価の説明）

○行動目標シートを面談により作成

○育成計画、行動目標シートを福祉保健所
 に提出

○新任期保健師研修会の事前課題を作成

７
～
10
月

○面談により行動目標シートの中間評価、
　１２か月での目標修正

○行動目標シートを福祉保健所に提出

11
～
２
月

◇新任期保健師研修会（後期）
　（テーマは前期と同じ。）

○新任期保健師研修会の事前課題を作成

３
月

◇第２回プリセプター能力育成研修
　対象：プリセプター、管理者
　内容：１年間の取組状況報告
　　　　 当該年度のプログラムの評価

○面談により総括評価
  行動目標シート評価、１年間のふり返り

○行動目標シートを福祉保健所に提出
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地域をみる 地域をつなぐ 地域を動かす
質を高める
（みせる）

育ち育てる
危機管理事象に

対応する

能
力
開
発
期
間

中
堅
期
I

能
力
発
揮
期
間

　
　中
堅
期
Ⅱ

熟
練
期

ステージ

○地域全体の健
康課題を明確に
できる

○関係機関・組織団体
と協働できる

 ○担当する業務の
 企画・実践ができ
 る

 ○困難事例に対応
できる
 ○住民の主体的な
 活動を支援するこ
 とができる（自主
 グループ、地区組
 織）

○担当する業務
の評価ができる

○プリセプター
の役割を果たす
ことができる

○地域全体の健
康課題の重要度
・優先度を明確
にできる

○地域ケアシステム
を形成するため、関
係機関や組織と連絡
・調整ができる
○個々のつながりを
生かし、地域のネッ
トワークづくりがで
きる
○地域に不足してい
る社会資源を関係者
と協力して開拓でき
る

○地域保健活動の
企画、実践ができる
○各種保健医療福
祉計画の策定に参
画できる

○地域保健活動
の評価ができる

○事例・業務検
討会の企画・運
営ができる

○学生実習指導
者の役割を果た
すことができる

○健康課題を広
域的な視点で明
確にできる

○地域ケアシステムを
機能させ、発展させる
ことができる

○困難事例の対応
についてアドバイス
ができる
○ケアチームに対
しアドバイスがで
きる
○各種保健医療福
祉計画の策定に参
画し、提案できる

○大学など他
機関と協働で、
業務改善や調
査研究に取り
組むことができ
る

○蓄積した知識
や経験を、後輩
に伝承できる

○職場内のコミ
ュニケーション
の円滑化、活気
のある職場作り
を推進できる

【求められる能力】

２２　　中中堅堅期期保保健健師師支支援援ププロロググララムム

（（１１））中中堅堅期期保保健健師師支支援援ププロロググララムムのの対対象象者者

　　採用５年目～９年目までを中堅期Ⅰ、10～19年目までを中堅期Ⅱ、20年目以上を熟練期とし

　ています。

（（２２））中中堅堅期期ののスステテーージジ設設定定ととココアア能能力力（（1188～～1199ペペーージジ「「保保健健師師ののココアア業業務務でで整整理理ししたた求求めめらられれるる能能力力」」よよりり））

　　中堅期Ⅰは、バランスよく職務を経験し能力や適性をみる「能力開発期間」、中堅期Ⅱ・熟練

　期は、本人の希望や適性を踏まえキャリアルートを複数設定する「能力発揮期間」にあたりま

　す。

　　また、中堅期Ⅰ・Ⅱのコア能力は「集団・地域を視野に入れた自律的かつ組織的な対応」が

　できる能力、熟練期のコア能力は「組織人として自律的かつリーダーシップを発揮した活動の

　推進・評価」ができる能力としています。

（（３３））ププロロググララムムのの内内容容

　　　中堅期保健師が専門職としての力量を習得していく過程を支援することに焦点を当てた

　　プログラムとし、集合研修とＯＪＴの２つの柱で構成しています。

　　　集合研修は、ステージごとの階層別研修と中堅期全般を対象とする研修によるプログラム

　　構成としており、中堅期の間にこれらすべての集合研修を計画的に受講することにより、中堅

　　期に求められる能力が育成されるプログラムとしています。

　　　ＯＪＴは、集合研修で学んだことを日々の業務の中で実践することや、報告会等で保健活動

　　を発表する機会を通じて、各所属で中堅期保健師の育成に取り組んでいくことが重要です。

○上司や同僚とともに
健康危機管理の体制
整備を計画・実施する
ことができる
○健康危機発生時に、
マニュアル等に基づく
保健活動を行うことが
できる
○必要な情報を整理し
組織内外の関係者と
共有できる

○健康危機発生後の
二次的健康被害を予
防するための活動を
計画・実施できる
○健康被害を予測し、
回避するための方法
について、変化する状
況を踏まえた対応を行
うことができる
○組織内の関係部署
と連携、調整できる

○健康危機管理の体
制整備において統括
保健師を補佐すること
ができる

○健康危機発生時に
マニュアルに沿って行
動し、上司・統括保健
師を補佐することがで
きる
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Ｏｆｆ－ＪＴ
ＯＪＴ

研修 目標

中
堅
期
Ⅰ

ファーストステップ研修　　　
中堅職員に期待される役割を理解
し、組織人として自律的に業務を遂
行することができる。

○プリセプターとして、

新任期保健師を教

育する。

○学生実習で指導

する。

○事例検討会や業

務報告会において、

運営やファシリテー

ターの役割を担う。

○求められる能力

の自己評価を行い、

リフレクションするこ

とができる。

○日常業務の中で、

ＰＤＣＡサイクルに基

づく、保健活動を実

施する。

○保健活動をまとめ、

活動報告会や学会

等、各種研修会の

場で発表する機会を

もつ。

　個別支援研修
困難事例についてアセスメントし、
適切な支援を実施できる。

地区診断・ＰＤＣＡ研修
個から地域へ保健活動を展開する
ことができる。

中
堅
期
Ⅱ
・
熟
練
期

ステップアップ研修　

中堅職員に期待される役割を理解
し、組織人として職場の問題解決
や、上司のサポート等、業務を遂行
することができる。

 ファシリテーション研修   
事例検討会や業務報告会等会議
において、ファシリテーターを担うこ
とができる。

保健活動評価研修
地域ケアシステムを構築するため
のＰＤＣＡサイクルに基づく保健活
動を推進することができる。

中
堅
期
共
通

プリセプター能力
育成研修

プリセプターとして、後輩を教育す

るための方法が身についている。

健康危機管理研修
（中堅期）

災害時のあらゆる場面を想定して、

状況に応じた対応を行うことができ

る。

【能力を高めるための方策】
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地域をみる 地域をつなぐ 地域を動かす 質を高める 育ち育てる
危機管理事象
に対応する

管
理
能
力
発
揮
期
間

管
理
期
I

管
理
期
Ⅱ

ステージ

○管内や自治体
全体を視野に入
れ、政策的な視点
を持つことができ
る

○社会資源の開拓
や地域ケアシステ
ムの形成に向けて、
部下への指導・援
助ができる

○効果的な対策実
施に向けた事業化、
予算化ができる
○地域の特性にあ
った各種保健医療
福祉計画を策定し、
計画の遂行と業務
管理、評価、業務
改善ができる

○業務改善や調査
研究の指導ができ
る

○部下の能力を的
確に評価し、個性
を大切にしながら
育成することがで
きる
○職場全体で、人
材育成に取り組む
ための環境整備が
できる

○国や他の自治
体、他部署を視野
に入れて、先見的
な視点でみること
ができる

○保健・医療・福
祉等にまたがる諸
問題を総合的に捉
えて、必要な体制
・システムづくり
ができる

○施策化や各種保
健医療福祉計画策
定のための組織的
な意図をふまえた
情報収集と分析、
活用の助言ができ
る

○業務改善や調査
研究の体制整備と、
実施計画に助言が
できる
○業務の優先順位、
必要性、人員配置
を考慮し、業務運
営管理ができる

○保健師の人材育
成のための研修計
画や体制を部署横
断的に位置づける
ことができる
○保健師全体の活
動体制を統括できる

【求められる能力】

３３　　管管理理期期保保健健師師支支援援ププロロググララムム

（（１１））管管理理期期保保健健師師支支援援ププロロググララムムのの対対象象者者

　　チーフ・係長等を管理期Ⅰ、管理職等・統括保健師を管理期Ⅱとしています。

（（２２））管管理理期期ののスステテーージジ設設定定ととココアア能能力力（（1188～～1199ペペーージジ「「保保健健師師ののココアア業業務務でで整整理理ししたた求求めめらられれるる能能力力」」よよりり））

　　管理期は、これまで培ってきた知識や経験を生かせる部署に配置する「管理能力発揮期間」

　にあります。

　　また、管理期Ⅰのコア能力は「チームをマネジメントした効果的な事業の推進」ができる能力、

　管理期Ⅱのコア能力は「自治体における対応策のシステム化」ができる能力としています。

（（３３））ププロロググララムムのの内内容容

　　　管理期保健師が管理者としての実践能力を習得していく過程を支援することに焦点を当てた

　　プログラムとし、ＯＪＴと集合研修の２つの柱で構成しています。

　　　集合研修は、ステージごとの階層別研修と管理期全般を対象とする研修によるプログラム構

　　成としています。

　　　ＯＪＴは、保健師の活動体制や人材育成体制の整備を行うことや、政策的な視点を持って事業

　　を展開することなど、所属する自治体の管理職のひとりとして管理業務を実践していくことが

　　重要です。

○健康危機の発生
を想定した訓練や
研修の企画・運営
ができる
○健康危機発生時
に、組織内の人員
や業務の調整を行
い、上司の補佐や
部下への指示がで
きる

○健康危機の発生
を想定した訓練や
研修等について、
部下に指導ができ
る

○健康危機発生時
に関係機関と連携
をとり情報を適切
に処理し、的確か
つ迅速な指示を出
すことができる

○健康危機発生時
に組織の対応方針
に基づき、組織内
の人的物的資源等
の調整や管理がで
きる
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【能力を高めるための方策】

Ｏｆｆ－ＪＴ
ＯＪＴ

研修 目標

管
理
期
Ⅰ

保健活動評価研修　

地域ケアシステムを構築するた

めのＰＤＣＡサイクルに基づく保

健活動を推進することができる。

○人材育成の体制整備を行う。

・職場全体の人材育成につい

　て、人材育成計画を作成する。

・求められる能力の評価シート

　を活用した面談の場を持つ。

・研修履歴を管理し、計画的な

　研修受講を進める。

・事例検討会や連絡会等スキ

　ルアップの場を設ける。

・活動をまとめ、研究発表の機

　会を作る。

○統括保健師として事務分掌

　に位置づけ、組織横断的な調

　整の役割を担う。

○職場の幹部会等に出席し、

　常に政策的視点を持ち、事業

　に反映させる。

マネジメント研修
（管理期初級編）

管理期保健師としての基本的

な姿勢や必要とされる能力を身

につけて、管理期保健師として

の業務を遂行することができる。

管
理
期
Ⅱ　　

マネジメント研修
(統括保健師編)

分散配置の保健師を組織横断

的に調整・支援し、地域全体の

健康水準の向上を図るための

体制整備を行うことができる。

管
理
期
共
通

健康危機管理研修
（管理期）

  

災害時における保健活動を効

果的に推進するため、平時に

おける活動体制の整備や、災

害時の活動をコーディネートす

る能力が身についている。

先進地事例研修

保健活動の体制整備における

先進的な取り組みを知り、高知

県内での体制整備の参考とす

る。

※トピックスに応じて適宜開催
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 １１　　人人材材育育成成計計画画策策定定のの必必要要性性
　
　（（１１））組組織織全全体体でで取取りり組組むむ人人材材育育成成

　　　保健師に対する効果的なジョブローテーションも含めた人材育成の仕組みを構築するにあた

　　っては、人事部門とも連携しながら進めることが不可欠です。

　　　自治体として効果的な保健師の人材育成を構築するためには、まず保健師間で、めざすべき

　　保健師像や人材育成の方針、体制等について議論を重ね、保健師の人材育成方針を定め、共通

　　理解を図ることが必要です。

　　　そのうえで、人事部門と検討する場を設け、保健師に求められる能力の評価指標を協働して

　　策定するなど、各自治体の人材育成方針に体系づけて保健師の人材育成を進めることが重要

　　です。

　（（２２））キキャャリリアアパパススをを活活用用ししたた体体系系的的なな人人材材育育成成計計画画のの作作成成

　　　人材育成・能力開発のためには、さまざまな業務経験が必要です。このため、能力や職位に

　　応じた部署に配置して能力を積み上げていけるよう定期的かつ計画的な人事異動を行い（ジ

　　ョブローテーション）、ＯＪＴを実施する仕組みが必要であり、能力を積み上げる道筋をキャリア

　　パス等で可視化することが重要です。

　　　各自治体でキャリアパスを作成する際には、当初から統括保健師等と人事部門で協議・調整

　　し、方針を共有したうえで、自治体の人材育成方針と整合性を図り、ジョブローテーションや研

　　修と連動するキャリアパスを活用した人材育成計画により、体系的に保健師の人材育成に取り

　　組んでいく必要があります。

 　　 なお、各自治体における人材育成計画を作成する際の参考資料として、「キャリアパスの活用

　　イメージ（51～52ページ）」を例示しています。

　　
　 例．キャリアパスの開発プロセス

　  　

Ⅵ 各自治体の人材育成計画

１．人材育成の重要性及びキャリアパスの必要性について、保健師間で理解し共有する。
２．人事部門に保健師のキャリアパスを作成することを説明し、自治体の人材育成方針
  に沿ったものであることを確認する。
３．保健師業務を組織横断的に整理し、重点課題や優先業務をまとめる。
４．保健師業務における重点課題や優先業務を勘案し、自らの自治体の人材育成方針と
  整合性のある保健師の人材育成方針を作成する。
５．保健師のあるべき業務体制と人材育成方針を踏まえ、効果的なジョブローテーショ
  ンと研修を勘案してキャリアパス原案を作成する。
６．各保健師の所属長に保健師業務の重点課題や優先業務、あるべき体制、人材育成方
  針と併せてキャリアパス原案を説明し、意見を聞く。
７．キャリアパスを人事部門と協議の上、決定し、自治体組織として共有するとともに
  保健師全体に周知する。
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キャリアパスの活用イメージ１

専門能力の
キャリアラ
ダー

Ａ－１ Ａ－２ Ａ－３ Ａ－４

Ａ－５

管理職の
キャリアラ
ダー

ＯＪＴ

Ｏｆｆ－
ＪＴ

自己
研さん

Ｂ－１ Ｂ－２ Ｂ－３ Ｂ－４

プリセプターから
指導を受ける

プリセプターと
して指導する

プリセプターを
支援する

熟達した知識や技術を後
輩保健師へ指導
育成環境整備

・各種計画策定に必要な資料収集等で参加、各種計画策定ワーキング等への
 参画
・各種計画策定のリーダーシップ

例．事例検討会（月１回）

ジョブローテーション（到達レベルに達するために経験すべき配属部署）
 ○○部門    ○○部門      ○○部門        ○○部門

○○研修 ○○研修 ○○研修 ○○研修 ○○研修 ○○研修

例)新任期
研修

例)ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ研修
  ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ研修
 保健活動評価研修

例)ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修
  健康危機管理研修（管理期）

事業別研修の計画的な受講

調査・研究・発表 等

人事交流等

管内保健師や他の所属保健師との交流、多様な価値観の保健師や他職種との交流

学会や各種勉強会への参加   学会での発表・報告     学会発表の助言

職能団体等への入会     職能委員としての活動

（（３３））個個別別性性にに着着目目ししたた人人材材育育成成のの推推進進

　　 保健師として就職するまでの背景や、産休・育休等の取得状況の多様化により、保健師の個別性は

　大きくなっています。

　　個別性に着目した人材育成を実施するため、個々の保健師のキャリアを可視化できる「私の仕事

　シート（様式７－１～７－３・74～76ページ）」や「保健師人材育成研修受講計画（様式８・77ページ）」、

　「保健師人材育成研修受講者リスト（様式９・78ページ）」など、職歴や研修受講履歴等を保健師が自

　己管理できるツールを、統括保健師等と保健師で共有し、人材育成計画に反映することが必要です。

キャリアを確認するためのツールの項目（例）

・職務履歴（異動、派遣、休職、難易度の高い業務実績等特筆すべき取り組み 等）
・研修受講履歴（時期、期間、研修名 等）
・研究発表、学会発表（時期、内容、学会名 等）
・その他（会議の委員歴、講師経験、表彰、自己研さん 等）

（「地域保健に従事する人材の計画的育成に関する研究（平成27年度）」分担研究「自治体保健師のキャリアパスモデルの開
 発」より引用《一部改編》」）
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キ
ャ
リ
ア
パ
ス
の
活
用
イ
メ
ー
ジ
２

経
験
年
数
（
目
安
）
1
年
目

５
年
目

1
0
年
目

2
0
年
目

年
齢
（
目
安
）

2
2
歳

2
7
歳

3
2
歳

4
2
歳

キ
ャ
リ
ア
レ
ベ
ル

（
参
考
：
ス
テ
ー
ジ
の
目
安
）

A
-1

（
新
任
期
相
当
）

A
-2

（
新
任
期
～
中
堅
期
Ⅰ
相
当
）

A
-3

（
中
堅
期
Ⅱ
相
当
）

A
-4

(中
堅
期
Ⅱ
～
熟
練
期
相
当
)

A
-5

（
熟
練
期
相
当
）

B
-1

B
-2

（
係
長
級
相
当
）

B
-3

（
課
長
級
相
当
）

B
-4

（
部
長
級
相
当
）

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
型
志
向

管
理
職
の
補
佐
、
管
理
職
等

ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
型
志
向

現
場
で
熟
達
し
た
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

職
位

（
※
組
織
に
よ
り
異
な
る
）

技
師

主
査

主
幹

チ
ー
フ
・
係
長

課
長
等

部
長
等

ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

保
健
衛
生
部
門

異
動
や
受
け
持
ち

業
務
・
地
区
の
変
更

○
○
年
ご
と
の
ス
パ
ン
で
保
健
衛
生
部
門
や
福
祉
部
門
、

本
庁
と
出
先
機
関
 
等
を
経
験

組
織
全
体
を
見
回
し
、
ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
や
配
置
に

意
見
具
申
（
計
画
的
な
採
用
や
人
材
発
掘
）

キ
ャ
リ
ア
ラ
ダ
ー

自
治
体
保
健
師
の
標
準
的
な
キ
ャ
リ
ア
ラ
ダ
ー
（
専
門
能
力
に
係
る
キ
ャ
リ
ア
ラ
ダ
ー
）
や
管
理
職
の
キ
ャ
リ
ア
ラ
ダ
ー
を
参
照
し
、
個
々
の
保
健
師
の
能
力
等
を
勘
案
し
て
記
載
。

キ
ャ
リ
ア
開
発
の
条
件

・
個
別
の
対
人
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
一
連
を
、

基
本
的
な
技
術
を
用
い
、
自
立
し
て
実
施

（
家
庭
訪
問
、
継
続
訪
問
、
報
告
・
連
絡
・

相
談
）
で
き
る
。

・
個
別
の
対
人
支
援
を
通
し
、
そ
の
家
族
の

抱
え
る
健
康
課
題
や
地
域
の
も
つ
健
康
課
題

に
関
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
で
き
る
。

・
顕
在
化
し
て
い
る
個
人
や
地
域
の
健
康
課

題
、
ニ
ー
ズ
を
捉
え
、
担
当
地
区
の
健
康
課

題
を
見
出
し
、
改
善
を
提
案
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

・
担
当
事
業
や
活
動
を
、
基
本
的
な
技
術
を

用
い
、
自
立
し
て
実
施
で
き
る
。

・
自
身
の
支
援
の
ふ
り
返
り
が
で
き
る
。

・
公
衆
衛
生
看
護

の
視
点
を
持
ち
、

個
別
か
ら
集
団
へ

と
総
合
的
に
情
報

を
統
合
・
ア
セ
ス

メ
ン
ト
で
き
る
。

・
優
先
度
を
勘
案

し
た
上
で
一
定
の

健
康
課
題
の
改

善
・
評
価
が
で
き

る
。

・
他
者
と
も
協
働

し
な
が
ら
、
活
動

が
展
開
で
き
る
。

・
潜
在
化
し
て
い
る
健
康
課
題
や
ニ
ー
ズ
を
捉
え
る
（
地
区
診
断
、
こ
れ
ま
で
の
活
動
の
総

括
、
関
係
者
と
の
連
携
を
統
合
）
こ
と
が
で
き
る
。

・
幅
広
い
視
野
で
予
測
的
判
断
を
も
ち
、
能
動
的
に
公
衆
衛
生
看
護
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

・
意
図
的
に
収
集
し
た
情
報
等
を
統
合
し
、
住
民
や
地
域
の
ニ
ー
ズ
を
捉
え
、
支
援
を
実
施
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

・
複
雑
で
困
難
な
ケ
ー
ス
に
も
対
応
し
、
解
決
を
図
る
た
め
の
支
援
や
調
整
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

・
支
援
に
必
要
な
関
係
者
を
特
定
し
、
関
係
者
と
情
報
交
換
、
積
極
的
な
関
わ
り
が
で
き
る
。

・
住
民
や
地
域
を
取
り
巻
く
関
係
機
関
の
力
を
調
整
し
、
連
携
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
後
輩
（
新
人
、
新
任
期
保
健
師
）
が
自
立
し
て
公
衆
衛
生
看
護
活
動
が
実
践
で
き
る
よ
う
に

な
る
た
め
指
導
を
行
い
、
相
談
相
手
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
向
上
心
を
も
っ
て
公
衆
衛
生
看
護
活
動
の
知
識
や
ス
キ
ル
の
習
得
、
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
自
治
体
の
方
針
に
基
づ
き
、
組
織
横
断
的
な
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
幅

広
い
視
野
で
公
衆
衛
生
看
護
活
動
や
職
務
が
遂
行
で
き
る
。

・
よ
り
複
雑
で
あ
り
、
か
つ
緊
急
性
の
高
い
健
康
課
題
に
対
し
て
、
迅
速

か
つ
的
確
に
対
応
で
き
る
。

・
自
身
だ
け
で
な
く
、
部
下
の
業
務
遂
行
や
問
題
解
決
に
柔
軟
に
的
確
に

対
応
し
、
責
任
を
全
う
（
部
下
や
後
輩
の
報
告
を
正
確
に
聴
き
、
組
織
内

に
必
要
な
情
報
を
判
断
し
て
、
適
切
な
情
報
提
供
を
行
う
）
で
き
る
。

・
関
係
者
と
の
信
頼
関
係
を
築
き
な
が
ら
円
滑
な
組
織
運
営
を
行
う
。

・
後
輩
の
経
験
や
能
力
等
を
的
確
に
把
握
し
た
上
で
、
指
導
や
助
言
を
行

う
。
ま
た
、
人
材
育
成
の
た
め
の
体
制
づ
く
り
が
実
施
で
き
る
。

・
他
機
関
と
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
、
有
用
な
協
力
・
連
携
が

で
き
る
。

キ
ャ
リ
ア
構
築
の
手
段

・
Ｏ
Ｊ
Ｔ
と
Ｏ
ｆ
ｆ
－
Ｊ
Ｔ
（
新
任
期
研

修
）
を
連
動
さ
せ
て
の
実
践
の
強
化

・
プ
リ
セ
プ
タ
ー
か
ら
濃
密
な
指
導
を
受

け
、
自
身
の
保
健
活
動
の
ふ
り
返
り
や
発
展

・
行
政
組
織
、
組
織
内
で
の
昇
任
・
昇
格
制

度
等
の
人
事
に
関
す
る
学
習

・
管
内
の
保
健
師
と
の
交
流

・
先
輩
保
健
師
（
モ
デ
ル
）
と
の
出
会
い

・
学
会
参
加

・
実
践
力
の
強
化
（
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
や
研
修
へ
の
積

極
的
な
参
加
）

・
新
た
な
職
場
（
異
動
部

署
）
へ
の
適
応
状
況
の
把
握

と
支
援

・
プ
リ
セ
プ
タ
ー
と
な
る
た

め
の
支
援
（
プ
リ
セ
プ
タ
ー

研
修
・
指
導
者
研
修
）

・
学
会
で
の
活
動
発
表
・
報

告
等

・
活
動
の
拡
大
に
伴
う
動
機
づ
け
（
中

堅
期
研
修
、
ケ
ー
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
）

・
出
産
な
ど
で
一
時
職
場
を
離
れ
て
も

キ
ャ
リ
ア
を
継
続
す
る
よ
う
な
情
報
提

供
や
学
習
機
会

・
多
様
な
分
野
の
活
動
経
験
を
支

援 ・
多
様
な
価
値
観
の
保
健
師
や
他

職
種
と
の
交
流

・
長
期
研
修
の
受
講

・
統
括
保
健
師
研
修
の
受
講

・
ベ
テ
ラ
ン
（
熟
練
期
）
保
健
師
と
し
て
の
知
識
や
技
術

を
活
用
、
後
輩
へ
の
指
導

・
行
政
組
織
内
で
の
交
渉
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
学

習 ・
長
期
研
修
の
受
講

・
統
括
保
健
師
研
修
の
受
講

・
後
輩
へ
の
高
い
保
健

師
技
術
や
専
門
性
の
指

導

ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト

（
「
保
健
師
の
人
材
育
成
計
画
策
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
平
成
2
8
年
３
月
）
」
よ
り
引
用
《
一
部
改
編
》
）

新
任
期

一
人
前

チ
ャ
レ
ン
ジ
期

展
開
期

実
務
経
験

年
数

保保
健健
師師
のの
希希
望望
にに
よよ
りり
、、
選選
択択
でで
きき
るる
シシ
スス
テテ
ムム
づづ
くく
りり

(中
堅
期
Ⅱ
～
熟
練
期
相
当
)
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集合研修

２２　　県県保保健健師師ののキキャャリリアアママネネジジメメンントトシシスステテムム

　平成１９年度にキャリアマネジメントシステムを設定し、計画的な人事異動や、人事交流を通して人

材育成を行うジョブローテーションに、職員研修や人事考課等の制度を複合的に組み合わせて、専

門職としての資質の向上を図っています。

　県保健師は、このシステムの中で自己研さんを積み重ね、自己開発を行っていくことが求められ

ます。

（（１１））ジジョョブブロローーテテーーシショョンン

　　

　

ステージ 方　法

能
力
開
発
期
間

新
任
期

１-４年目

・新新任任期期はは４４年年間間とし、重重点点育育成成期期間間と位置づけ、５５～～９９年年目目ままででのの中中堅堅
期期ⅠⅠとあわせて能能力力開開発発期期間間とする。

・新任期保健師は、保健師が複数配置されている部署で、プリセプターや
管理者の指導を受ける。プリセプターがいない部署に配置された場合は、
行動目標を定め、管理者の中間･最終評価を受ける。

･ジョブローテーション期間は２～３年間とし、バランスよく職務を経験
できるようにする。

・福祉保健所、本庁、市町村交流を経験する。市町村交流は、新任期の終
了後とし、交流期間は２年程度とする。

　

中
堅
期
Ⅰ

５-９年目

能
力
発
揮
期
間

中
堅
期
Ⅱ

10-19
年目

・これまでの職務の経験や本人の希望等を踏まえ、本庁や他部局を経験するこ
とで行政職･専門職としての能力を高める配置を行う。

・キャリアルートとしては、「さまざまな分野をバランスよく経験する」、　「特定の
分野の経験を深め、専門性を高める」、「行政能力を高める」の３つがある。
・人事申告制度や求められる能力の評価等を活用し、計画的な人事配置を行う。

・産休･育休また他部局からの復帰の際には、統括保健師が面接を実施するな
どモチベーションのさらなる向上への支援を行う。

熟
練
期

20年目
以上

管
理
能
力

発
揮
期
間

管
理
期
Ⅰ

チーフ等

・本人のキャリアルートに沿って配置する。

・ポストとしては、本庁では課長級、課長補佐、チーフ、主任ポスト、地域機関で
は次長、室長、課長、チーフがある。

・本庁と福祉保健所では、統括保健師による組織横断的な調整等を行うことが
できるようにする。

管
理
期
Ⅱ

管理職
等

福福祉祉保保健健所所

本本　　　　庁庁 市市町町村村交交流流

管理者

ﾌﾟﾘｾﾌﾟﾀｰ

新任者

福
祉
保
健
所

統括保健師
支援
相談

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの進捗管理

保健政策課

支援
相談

Ｏ
Ｊ
Ｔ
プ
ロ
グ
ラ
ム
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（（２２））職職場場内内研研修修（（ＯＯＪＪＴＴ））とと職職場場外外研研修修（（ＯＯｆｆｆｆ－－ＪＪＴＴ））

　　　
ステージ ＯＪＴ Ｏｆｆ－ＪＴ

能
力
開
発
期
間

新
任
期

１
～
４
年
目

（新任者）
・保健師が複数配置されている部署で、プリセプ
　ターや管理者の指導を受けて行動目標を定め、
　中間･最終評価を受ける。
　（様式３－１～３－４）

○ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに定める研修の
　受講

　１年目：個別支援
　２年目：地区診断
　３年目：PDCAサイクル①
　４年目：PDCAサイクル②

（管理者）
・母子や難病、精神等の対人支援能力や地域をみ
　る力を高め、個人･家族への責任ある対応がで
　きることをめざす。そのために、管理者は所内
　はもとより市町村の協力も得て、訪問等の個別
　支援経験や地域特性を把握する機会をもてるよ
　うに調整する。

・結核･感染症や精神の措置診察対応等、健康危機
　管理対応を担当保健師に付いて学ぶ場を設ける。

・他部局で一人配置の場合、統括保健師は面談の
　機会を調整する。

中
堅
期
Ⅰ

５
～
９
年
目

・一人前の保健師として、集団･地域を視野に入れた
　組織的な対応や新任期保健師のプリセプターとして
　教育的な対応ができるように調整する。

・結核･感染症や精神の措置診察対応等、健康危機管
　理対応を経験できていない場合、担当保健師に付い
　て学ぶ場を設ける。

・「求められる能力」の自己評価を行い、自己研さんに
　努める。（様式５）

○ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに定める研修の

　受講

　ファーストステップ研修
　個別支援研修

　地区診断・ＰＤＣＡ研修
　

　　　

能
力
発
揮
期
間

中
堅
期
Ⅱ

10
～
19
年
目

・事例検討のファシリテーターやプリセプターの役割を
　とおして、リーダーシップを身につける機会を持つ。
　る。

 ・「求められる能力」の自己評価を行い、自己研さんに
　努める。（様式５）

・産休･育休また他部局からの復帰の際には、統括保
　健師が面接を実施するなどモチベーションのさらなる
　向上への支援を行う。

○ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに定めるｽﾃｰｼﾞ別
　研修の受講

　ステップアップ研修
　ファシリテーション研修
　保健活動評価研修

熟
練
期

20
年
目
以
上

管
理
能
力
発
揮
期
間

管
理
期
Ⅰ

チ
ー
フ
等

・ＰＤＣＡサイクルで保健活動を推進する役割及びＯＪＴ
　を推進する役割を担う。

・統括保健師は、組織横断的な調整を行う。

・「求められる能力」の自己評価を行い、自己研さんに
　努める。（様式５）

・「求められる能力」について所内保健師と面談し、目
　標達成を支援する。

○ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに定めるｽﾃｰｼﾞ別
　研修の受講

　マネジメント研修（初級編）
　マネジメント研修（統括保健師編）

管
理
期
Ⅱ

管
理
職
等
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　（（３３））統統括括保保健健師師のの配配置置

　　県では、健康政策部保健政策課及び各福祉保健所の地域支援室長、または所長が指名する

　保健師が統括保健師として、組織横断的な調整や協議の場の設定等を行い、保健活動を組織横断

　的に推進していきます。

　　また、保健師の人材育成については、県保健師の育成だけでなく、市町村保健師の人材育成につ

　いても助言指導を行い、客観的・広域的な視点から市町村のサポートを行います。

　　

　（（４４））市市町町村村ととのの人人事事交交流流

　　人事交流の目的は、県と市町村の相互理解と協調・連携を促進し、広い視野と発想を持つ人材育

　成を行うことです。特に、能力開発期間に人事交流を行うことで、県保健師は市町村業務を把握し、

　総合的な地域保健活動能力を高めます。

　　また、東日本大震災等の大規模災害の教訓から、県と市町村の保健師が、平時から互いに顔のみ

　える関係を作っておくことによって、非常時に連携した活動体制を構築できると考えるため、今後も

　人事交流を促進していきます。

　

県保健師の派遣の実施状況（交流を含む平成19年度～令和４年度）

※「高知県及び中芸広域連合中芸保健福祉推進協議会」に派遣されていた保健師を含む。

　

 　

 　

 　  　

市町村名 回数 時期

高知市 ３ H19～H20、H22～H23、H24

安芸市 1 R4

東洋町 １ H19

田野町 １ H20

安田町 １ H20

北川村 １ H19～H20

馬路村 １ H19～H20

中芸広域連合※ ４ H19、H21、H23～H24、H27～H28

南国市 ２ H28～H29、R4

香南市 ２ H19～H21、H28～H29

香美市 １ H30～H31

本山町 ２ H23～H25、H27～H28

大豊町 4
H20～H21、H22～H23
H30～H31、R3～R4

市町村名 回数 時期

大川村 １ R2

土佐町 ２ H22～H23、H30

土佐市 １ H28～H29

いの町 ２ H19～H20、H22～H23

仁淀川町 ２ H22～H23、h31～R2

日高村 １ R4

須崎市 １ H19～H20

津野町 １ H30～H31

四万十町 １ R2～R3

宿毛市 １ H20

大月町 １ H31～R2

三原村 １ H21～H22

実人数合計 ３９人

厚生労働省 ４ H28～29、H30～H31
R2～R3、R4
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資料編

１１　　様様式式集集

　　様式１：新任期保健師育成計画

　　様式２：新任期保健師育成計画の評価

　　様式３：新任期保健師の行動目標及び評価（１～４年目）

　　様式４：保健師対人保健サービス業務経験リスト

　　様式５：保健師に求められる能力自己評価シート
　
　　様式６：キャリアラダーによる能力獲得状況チェックリスト

　　様式７：私の仕事シート

　　様式８：保健師人材育成研修受講計画

　　様式９：保健師人材育成研修受講済リスト
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　　　様式１

新新任任期期保保健健師師育育成成計計画画

　保健師名 　　

　プリセプター名 　　

　管理者名 　　

　 　 　 　

　

１　目標
　

　

２　期間
　

　

３　指導体制
　

　

４　役割分担
　

　

５　行動目標を達成
　させるためのスケ
　ジュール及び内容
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様式２

評価の視点 評価指標 評価 評価を決めた理由

目標の内容やレベルは妥当なものでしたか

目標を達成させるためのスケジュールは適切で
したか

目標を達成させるための方法は適切でしたか。

目標・計画の中間評価、課題整理、計画修正は
必要に応じてされましたか

目標はどの程度到達されましたか

保健師の目標に関わる事業や個別支援の機会
は獲得できましたか

チーム（組織）への経過報告等により、人材育成
の共有化が図られましたか

指導体制としての役割分担が行われましたか

職場内での人材育成体制づくりに取り組むことが
できましたか

改善点等について提案し、行動につなげることが
できましたか

保健師に｢考え、気づかせる｣指導ができました
か

個別支援のプロセスを通して適切に指導ができ
ましたか

集団を対象とした支援（活動）のプロセスを通して
適切に指導ができましたか

個別支援や担当業務等の記録や整理状況の確
認ができましたか

     新任期保健師育成計画の評価

　　評価：　○　できた　　　△　だいたいできた　　×　できなかった

総合評価（自由記載）

保健政策課・福祉保健所の関わりについてご自由にご記入ください

目標の設定・到達
度／学習の機会・
方法の選択など指
導計画に関する評
価

保健師育成の体制
整備に関する評価

保健師実践指導に
関する評価
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新新任任期期保保健健師師のの行行動動目目標標及及びび評評価価（（１１年年目目））
（（日日々々業業務務ををここななすす上上でで必必要要不不可可欠欠なな基基礎礎力力をを身身ににつつけけるる））

到　達
レベル

体験した内容や到達レベルを
決めた理由と課題

組織の一員と
しての自覚

組織の一員としての自覚をも
ち、自分の役割を明確にでき
る

報告・連絡・相談

報告・連絡・相談を確実に行う
ことができる

①公務員の立場と役割を理解し
行動できる

②行政の保健師であることを自
覚して行動できる

③体調や生活リズムを自己管理
することができる

①地域に出向いて住民の立場に
立って対応することができる

②業務の円滑な遂行のために、
上司や同僚と積極的にコミュニ
ケーションをとることができる

法的根拠の理解

担当する事業の法的根拠や予
算を理解できる

政策・方針の
理解

所属する組織の政策・方針を理
解できる

説明責任

事業の目的や必要性を相手に
わかりやすい表現で説明できる

情報収集・活用

担当業務に関する情報を収集す
ることができる

交渉・調整

上司の指示のもと、関係機関に
連絡をすることができる

コスト意識

上司の指示を仰ぎながら、優先
度をつけて事業を実施すること
ができる

課題発見

地区活動での気づきをチーム内
で共有することができる

施策立案

担当する業務において、地域の
課題と事業の目的・目標の関連
を説明することができる

保健師としての
自己成長

保健師としての自覚と責任を
もって、活動に取り組むことがで
きる

地区活動

地域で生活する人々の健康課
題を理解しながら地区活動がで
きる

個別・家族支援

対象のニーズを捉え、主体性を
尊重した個別支援を行うことが
できる

小集団への支援
地域組織支援

地域で行う集団支援について理
解することができる

保健事業の
実施・評価

担当する事業の実施・運営を行
うことができる

連携・協働
ケアシステム構築

活動を通して、地域とかかわる
人々とのつながりをつくること
ができる

健康危機管理

健康危機マニュアルに基づいた
活動を説明することができる

　　　 到達レベル　：　４４　達成できた　　３３　だいたい達成できた　　２２　あまり達成できなかった　　１１　達成できなかった　　

                                             ６ヶ月間の振り返り

新任期保健師
能力 キーワード 能力獲得目標

６ヶ月間での
行 動 目 標

行動目標を達成するための方法

モラル・倫理観

コミュニケーション

基
本
的
能
力

行
政
能
力

専
門
能
力

59



新新任任期期保保健健師師のの行行動動目目標標及及びび評評価価（（１１年年目目））
（（日日々々業業務務ををここななすす上上でで必必要要不不可可欠欠なな基基礎礎力力をを身身ににつつけけるる））

到　達
レベル

体験した内容や到達レベルを
決めた理由と課題

組織の一員と
しての自覚

組織の一員としての自覚をも
ち、自分の役割を明確にでき
る

報告・連絡・相談

報告・連絡・相談を確実に行う
ことができる

①公務員の立場と役割を理解し
行動できる

②行政の保健師であることを自
覚して行動できる

③体調や生活リズムを自己管理
することができる

①地域に出向いて住民の立場に
立って対応することができる

②業務の円滑な遂行のために、
上司や同僚と積極的にコミュニ
ケーションをとることができる

法的根拠の理解

担当する事業の法的根拠や予
算を理解できる

政策・方針の
理解

所属する組織の政策・方針を理
解できる

説明責任

事業の目的や必要性を相手に
わかりやすい表現で説明できる

情報収集・活用

担当業務に関する情報を収集す
ることができる

交渉・調整

上司の指示のもと、関係機関に
連絡をすることができる

コスト意識

上司の指示を仰ぎながら、優先
度をつけて事業を実施すること
ができる

課題発見

地区活動での気づきをチーム内
で共有することができる

施策立案

担当する業務において、地域の
課題と事業の目的・目標の関連
を説明することができる

保健師としての
自己成長

保健師としての自覚と責任を
もって、活動に取り組むことがで
きる

地区活動

地域で生活する人々の健康課
題を理解しながら地区活動がで
きる

個別・家族支援

対象のニーズを捉え、主体性を
尊重した個別支援を行うことが
できる

小集団への支援
地域組織支援

地域で行う集団支援について理
解することができる

保健事業の
実施・評価

担当する事業の実施・運営を行
うことができる

連携・協働
ケアシステム構築

活動を通して、地域とかかわる
人々とのつながりをつくること
ができる

健康危機管理

健康危機マニュアルに基づいた
活動を説明することができる

　　　 到達レベル　：　４４　達成できた　　３３　だいたい達成できた　　２２　あまり達成できなかった　　１１　達成できなかった　　

                                             ６ヶ月間の振り返り

新任期保健師
能力 キーワード 能力獲得目標

６ヶ月間での
行 動 目 標

行動目標を達成するための方法

モラル・倫理観

コミュニケーション

基
本
的
能
力

行
政
能
力

専
門
能
力

様式３－１
所属・職名：

氏　　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

到　達
レベル

体験した内容や到達レベルを
決めた理由と課題

到　達
レベル

体験した内容や到達レベルを
決めた理由と課題

到　達
レベル

体験した内容や到達レベルを
決めた理由と課題

                                             ６ヶ月間の振り返り 12ヶ月間の振り返り

指導者 新任期保健師 指導者12ヶ月間での
行 動 目 標

行動目標を達成するための方法
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新新任任期期保保健健師師のの行行動動目目標標及及びび評評価価（（２２年年目目））
（（行行政政保保健健師師にに必必要要ななたたくくささんんのの能能力力をを身身ににつつけけ、、伸伸ばばししてていいくく））

到　達
レベル

体験した内容や到達レベルを
決めた理由と課題

組織の一員と
しての自覚

組織の一員として、他の業務の協
力要請にも応じることができる

報告・連絡・相談

報告・連絡・相談を確実に行うこと
ができる

コミュニ
ケーション

住民や関係者と意思疎通を図り、
相手の役割や考え方を理解した
うえで連携することができる

法的根拠の理解

担当する事業の法的根拠や予算
を説明することができる

政策・方針の
理解

組織目標や方針をふまえ、自分
の担当業務の位置づけを説明す
ることができる

説明責任

事業の目的や必要性を相手にわ
かりやすい表現で説明できる

情報収集・活用

担当業務に関する必要な情報を
収集・整理して、資料化すること
ができる

交渉・調整

上司の助言を受けながら、他部署
との交渉・調整を行うことができ
る

コスト意識

担当業務を理解し、優先順位をつ
けながら業務を遂行することが
できる

課題発見

業務の改善を意識することで、課
題点を整理することができる

施策立案

上司の指示を仰ぎながら、担当す
る業務において課題の設定、解決
方法の立案ができる

保健師としての
自己成長

自発的に、学んだ知識や技術を
活動に応用していくことができる

地区活動

地域の健康課題に応じた対策を
考えながら、地区活動ができる

個別・家族支援

対象の多様性・個別性をふまえな
がら、個別支援を行うことができ
る

小集団への支援
地域組織支援

対象集団のニーズを捉え、集団支
援を行うことができる

保健事業の
実施・評価

地域の健康課題を踏まえ、保健事
業の運営・実施を行うことができ
る

連携・協働
ケアシステム構築

保健活動を円滑に遂行するため、
関係者や関係機関との連携がで
きる

健康危機管理

健康危機事象を想定し、マニュア
ルに基づいた活動を行うことが
できる

　　　 到達レベル　：　４４　達成できた　　３３　だいたい達成できた　　２２　あまり達成できなかった　　１１　達成できなかった　　

                                             ６ヶ月間の振り返り

新任期保健師
能力 キーワード 能力獲得目標

６ヶ月間での
行 動 目 標

行動目標を達成するための方法

基
本
的
能
力

行
政
能
力

専
門
能
力
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新新任任期期保保健健師師のの行行動動目目標標及及びび評評価価（（２２年年目目））
（（行行政政保保健健師師にに必必要要ななたたくくささんんのの能能力力をを身身ににつつけけ、、伸伸ばばししてていいくく））

到　達
レベル

体験した内容や到達レベルを
決めた理由と課題

組織の一員と
しての自覚

組織の一員として、他の業務の協
力要請にも応じることができる

報告・連絡・相談

報告・連絡・相談を確実に行うこと
ができる

コミュニ
ケーション

住民や関係者と意思疎通を図り、
相手の役割や考え方を理解した
うえで連携することができる

法的根拠の理解

担当する事業の法的根拠や予算
を説明することができる

政策・方針の
理解

組織目標や方針をふまえ、自分
の担当業務の位置づけを説明す
ることができる

説明責任

事業の目的や必要性を相手にわ
かりやすい表現で説明できる

情報収集・活用

担当業務に関する必要な情報を
収集・整理して、資料化すること
ができる

交渉・調整

上司の助言を受けながら、他部署
との交渉・調整を行うことができ
る

コスト意識

担当業務を理解し、優先順位をつ
けながら業務を遂行することが
できる

課題発見

業務の改善を意識することで、課
題点を整理することができる

施策立案

上司の指示を仰ぎながら、担当す
る業務において課題の設定、解決
方法の立案ができる

保健師としての
自己成長

自発的に、学んだ知識や技術を
活動に応用していくことができる

地区活動

地域の健康課題に応じた対策を
考えながら、地区活動ができる

個別・家族支援

対象の多様性・個別性をふまえな
がら、個別支援を行うことができ
る

小集団への支援
地域組織支援

対象集団のニーズを捉え、集団支
援を行うことができる

保健事業の
実施・評価

地域の健康課題を踏まえ、保健事
業の運営・実施を行うことができ
る

連携・協働
ケアシステム構築

保健活動を円滑に遂行するため、
関係者や関係機関との連携がで
きる

健康危機管理

健康危機事象を想定し、マニュア
ルに基づいた活動を行うことが
できる

　　　 到達レベル　：　４４　達成できた　　３３　だいたい達成できた　　２２　あまり達成できなかった　　１１　達成できなかった　　

                                             ６ヶ月間の振り返り

新任期保健師
能力 キーワード 能力獲得目標

６ヶ月間での
行 動 目 標

行動目標を達成するための方法

基
本
的
能
力

行
政
能
力

専
門
能
力

様式３－２
所属・職名：

氏　　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

到　達
レベル

体験した内容や到達レベルを
決めた理由と課題

到　達
レベル

体験した内容や到達レベルを
決めた理由と課題

到　達
レベル

体験した内容や到達レベルを
決めた理由と課題

                                             ６ヶ月間の振り返り 12ヶ月間の振り返り

指導者 新任期保健師 指導者12ヶ月間での
行 動 目 標

行動目標を達成するための方法
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新新任任期期保保健健師師のの行行動動目目標標及及びび評評価価（（３３年年目目））
（（行行政政保保健健師師にに必必要要ななたたくくささんんのの能能力力をを身身ににつつけけ、、伸伸ばばししてていいくく））

到　達
レベル

体験した内容や到達レベルを
決めた理由と課題

組織の一員と
しての自覚

組織の中で業務の優先度を見極
めながら、チームの一員として行
動できる。

報告・連絡・相談

報告・連絡・相談の必要性、相手及
びタイミングを的確に判断して
行うことができる

①住民や関係機関とのコミュニ
ケーションをとおし、関係づくり
ができる

②住民や関係機関と、目的を共
有し、連携を図ることができる

法的根拠の理解

担当する事業の法的根拠や予算
を説明することができる

政策・方針の
理解

組織目標や方針について達成目
標を説明することができる

説明責任

困難なことも上司の助言を受け
るなどして、相手の理解が得られ
るように説明をすることができ
る

情報収集・活用

担当業務に関する必要な情報を
収集・整理して、資料化すること
ができる

交渉・調整

上司の助言を受けながら、他部
署との交渉・調整を行うことがで
きる

コスト意識

優先順位をつけながら、効率性
を意識して計画的に業務を遂行
することができる

課題発見

現状の問題点から課題を抽出し、
事業の企画や評価に活用できる

施策立案

担当する事業の経緯や住民の現
状を踏まえて事業を企画し、見直
しすることができる

保健師としての
自己成長

日頃から保健師としての能力を
自己開発し、成長していくことが
できる

地区活動

地域の健康課題を見出し、地区活
動を展開できる

個別・家族支援

対象を総合的にとらえながら、個
別支援を行うことができる

小集団への支援
地域組織支援

人々の主体性を尊重したグルー
プ・地域組織活動の支援を行うこ
とができる

保健事業の
実施・評価

目的に応じて企画・立案しながら
保健活動の展開を行うことがで
きる

連携・協働
ケアシステム構築

地域でのケアチームづくりのた
め、関係者や関係機関との連携
が推進するよう働きかけること
ができる

健康危機管理

日頃から、健康危機事象に備えた
活動を行うことができる

　　　 到達レベル　：　４４　達成できた　　３３　だいたい達成できた　　２２　あまり達成できなかった　　１１　達成できなかった　　

                                                ６ヶ月間の振り返り

新任期保健師
能力 キーワード 能力獲得目標

６ヶ月間での
行 動 目 標

行動目標を達成するための方法

基
本
的
能
力

コミュニ
ケーション

行
政
能
力

専
門
能
力
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新新任任期期保保健健師師のの行行動動目目標標及及びび評評価価（（３３年年目目））
（（行行政政保保健健師師にに必必要要ななたたくくささんんのの能能力力をを身身ににつつけけ、、伸伸ばばししてていいくく））

到　達
レベル

体験した内容や到達レベルを
決めた理由と課題

組織の一員と
しての自覚

組織の中で業務の優先度を見極
めながら、チームの一員として行
動できる。

報告・連絡・相談

報告・連絡・相談の必要性、相手及
びタイミングを的確に判断して
行うことができる

①住民や関係機関とのコミュニ
ケーションをとおし、関係づくり
ができる

②住民や関係機関と、目的を共
有し、連携を図ることができる

法的根拠の理解

担当する事業の法的根拠や予算
を説明することができる

政策・方針の
理解

組織目標や方針について達成目
標を説明することができる

説明責任

困難なことも上司の助言を受け
るなどして、相手の理解が得られ
るように説明をすることができ
る

情報収集・活用

担当業務に関する必要な情報を
収集・整理して、資料化すること
ができる

交渉・調整

上司の助言を受けながら、他部
署との交渉・調整を行うことがで
きる

コスト意識

優先順位をつけながら、効率性
を意識して計画的に業務を遂行
することができる

課題発見

現状の問題点から課題を抽出し、
事業の企画や評価に活用できる

施策立案

担当する事業の経緯や住民の現
状を踏まえて事業を企画し、見直
しすることができる

保健師としての
自己成長

日頃から保健師としての能力を
自己開発し、成長していくことが
できる

地区活動

地域の健康課題を見出し、地区活
動を展開できる

個別・家族支援

対象を総合的にとらえながら、個
別支援を行うことができる

小集団への支援
地域組織支援

人々の主体性を尊重したグルー
プ・地域組織活動の支援を行うこ
とができる

保健事業の
実施・評価

目的に応じて企画・立案しながら
保健活動の展開を行うことがで
きる

連携・協働
ケアシステム構築

地域でのケアチームづくりのた
め、関係者や関係機関との連携
が推進するよう働きかけること
ができる

健康危機管理

日頃から、健康危機事象に備えた
活動を行うことができる

　　　 到達レベル　：　４４　達成できた　　３３　だいたい達成できた　　２２　あまり達成できなかった　　１１　達成できなかった　　

                                                ６ヶ月間の振り返り

新任期保健師
能力 キーワード 能力獲得目標

６ヶ月間での
行 動 目 標

行動目標を達成するための方法

基
本
的
能
力

コミュニ
ケーション

行
政
能
力

専
門
能
力

様式３－３
所属・職名：

氏　　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

到　達
レベル

体験した内容や到達レベルを
決めた理由と課題

到　達
レベル

体験した内容や到達レベルを
決めた理由と課題

到　達
レベル

体験した内容や到達レベルを
決めた理由と課題

                                                ６ヶ月間の振り返り 12ヶ月間の振り返り

指導者 新任期保健師 指導者12ヶ月間での
行 動 目 標

行動目標を達成するための方法
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新新任任期期保保健健師師のの行行動動目目標標及及びび評評価価（（４４年年目目））
（（ままだだ達達成成ででききてていいなないい目目標標にに再再度度取取りり組組みみななががらら、、中中堅堅期期にに向向けけてて準準備備すするる））

到　達
レベル

体験した内容や到達レベルを
決めた理由と課題

組織の一員と
しての自覚

組織の中で業務の優先度を見極め
ながら、チームの一員として行動で
きる。

報告・連絡・相談

報告・連絡・相談を５Ｗ１Ｈを用いて端
的に行うことができる。

法的根拠の理解

担当する事業以外の業務について
も法的根拠を説明できる

政策・方針の
理解

組織目標や方針について達成目標
を説明することができる

説明責任

困難なことも上司の助言を受ける
などして、相手の理解が得られるよ
うに説明をすることができる

情報収集・活用

情報を整理して、企画書等に活用す
ることができる

交渉・調整

他部署や関係団体との交渉・調整を
行うことができる

コスト意識

優先順位をつけながら、効率性を意
識して計画的に業務を遂行すること
ができる

課題発見

現状の問題点から課題を抽出し、事
業の企画や評価に活用できる

施策立案

住民参加による計画策定や、事業の
立案・遂行ができる

保健師としての
自己成長

自らの課題を振り返り、保健師とし
ての経験を表現することができる

地区活動

地域の健康課題の優先順位を立て
ながら、地区活動を展開することが
できる

個別・家族支援

困難事例の個別支援を行うことが
できる

小集団への支援
地域組織支援

地域づくりに向けた、グループ・地域
組織活動の支援を行うことができる

保健事業の
実施・評価

成果が得られる保健活動の展開を
行うことができる

連携・協働
ケアシステム構築

地域ケア体制の構築を図るため、関
係者や関係機関との連携が推進さ
れるよう働きかけることができる

健康危機管理

チームの一員として、健康危機事象
に対応できる

　　　 到達レベル　：　４４　達成できた　　３３　だいたい達成できた　　２２　あまり達成できなかった　　１１　達成できなかった　　

   ６ヶ月間の振り返り

新任期保健師
能力 キーワード 能力獲得目標

６ヶ月間での
行 動 目 標

行動目標を達成するための方法

基
本
的
能
力

行
政
能
力

専
門
能
力
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新新任任期期保保健健師師のの行行動動目目標標及及びび評評価価（（４４年年目目））
（（ままだだ達達成成ででききてていいなないい目目標標にに再再度度取取りり組組みみななががらら、、中中堅堅期期にに向向けけてて準準備備すするる））

到　達
レベル

体験した内容や到達レベルを
決めた理由と課題

組織の一員と
しての自覚

組織の中で業務の優先度を見極め
ながら、チームの一員として行動で
きる。

報告・連絡・相談

報告・連絡・相談を５Ｗ１Ｈを用いて端
的に行うことができる。

法的根拠の理解

担当する事業以外の業務について
も法的根拠を説明できる

政策・方針の
理解

組織目標や方針について達成目標
を説明することができる

説明責任

困難なことも上司の助言を受ける
などして、相手の理解が得られるよ
うに説明をすることができる

情報収集・活用

情報を整理して、企画書等に活用す
ることができる

交渉・調整

他部署や関係団体との交渉・調整を
行うことができる

コスト意識

優先順位をつけながら、効率性を意
識して計画的に業務を遂行すること
ができる

課題発見

現状の問題点から課題を抽出し、事
業の企画や評価に活用できる

施策立案

住民参加による計画策定や、事業の
立案・遂行ができる

保健師としての
自己成長

自らの課題を振り返り、保健師とし
ての経験を表現することができる

地区活動

地域の健康課題の優先順位を立て
ながら、地区活動を展開することが
できる

個別・家族支援

困難事例の個別支援を行うことが
できる

小集団への支援
地域組織支援

地域づくりに向けた、グループ・地域
組織活動の支援を行うことができる

保健事業の
実施・評価

成果が得られる保健活動の展開を
行うことができる

連携・協働
ケアシステム構築

地域ケア体制の構築を図るため、関
係者や関係機関との連携が推進さ
れるよう働きかけることができる

健康危機管理

チームの一員として、健康危機事象
に対応できる

　　　 到達レベル　：　４４　達成できた　　３３　だいたい達成できた　　２２　あまり達成できなかった　　１１　達成できなかった　　

   ６ヶ月間の振り返り

新任期保健師
能力 キーワード 能力獲得目標

６ヶ月間での
行 動 目 標

行動目標を達成するための方法

基
本
的
能
力

行
政
能
力

専
門
能
力

様式３－４

所属・職名：

氏　　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

到　達
レベル

体験した内容や到達レベルを
決めた理由と課題

到　達
レベル

体験した内容や到達レベルを
決めた理由と課題

到　達
レベル

体験した内容や到達レベルを
決めた理由と課題

   ６ヶ月間の振り返り 12ヶ月間の振り返り

指導者 新任期保健師 指導者12ヶ月間での
行 動 目 標

行動目標を達成するための方法
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様式４

　保健師対人保健サービス業務経験リスト

チェック 実施日 内容 チェック 実施日 内容

母子健康手帳の交付 精神保健福祉相談

妊産婦健康相談 精神保健福祉健康教育

不妊相談 患者会支援・家族会支援

乳幼児健康相談 就労支援事業所支援

育児相談 普及啓発活動

妊婦学級・両親学級 自殺対策
育児支援関連の教室
（離乳食等）

産後ケア事業

妊産婦健康診査

乳児健診

１歳６ヶ月健診

３歳児健診

精密検査

育児グループ支援 健康づくり婦人会

療育に関する相談 食生活改善推進協議会

児童虐待予防相談事業 民生委員・児童委員協議会

母子保健推進員協議会

健康づくり推進員協議会

健康相談

健康教育

個別健康教育

特定健康診査

特定保健指導

胃がん検診

結核・肺がん検診

乳がん検診

子宮がん検診

大腸がん検診

生活習慣病健康相談
生活習慣病予防健康教
育 訪問相談
生活習慣病予防普及啓
発 医療相談会
糖尿病性腎症重症化予防プ
ログラム 患者・家族の集い

特定医療費受給者証新規申請
小児慢性特定疾病医療費受給者証
交付申請

※記入の仕方　【チェック】○：実施　△：見学（同伴訪問）　【内容】経験した内容を簡単に記入 

事業名等 事業名

母
子
保
健
関
連

精
神
保
健
福
祉
関
連

組
織

生
活
習
慣
病
・
介
護
予
防

難
病
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様式４

　保健師対人保健サービス業務経験リスト

チェック 実施日 内容 チェック 実施日 内容

感染症診査協議会
感染症サーベイランスシ
ステム

結核検診

管理検診・接触者検診

HIV・感染症検査

疫学調査

感染症患者発生時対応

普及・啓発

訪問相談

医療相談会

リハビリ事業

妊産婦

未熟児

新生児

乳児

幼児

ハイリスク妊産婦

ハイリスク乳幼児

被虐待児

成人

高齢者

心身障害児・者

精神障害者

アルコール依存症患者

認知症患者

結核患者

感染症患者

小児慢性疾病病児

※記入の仕方　【チェック】○：実施　△：見学（同伴訪問）　【内容】経験した内容を簡単に記入 

事業名 事業名

結
核
・
感
染
症

心
身
障
害
者

訪
問
指
導
対
象
者
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保保健健師師にに求求めめらられれるる能能力力　　自自己己評評価価シシーートト
◆◆スステテーージジのの設設定定 　　　　　　　　　　

新任期（１～４年目）

キ
ー
ワ
ー
ド

◎個個別別対対応応かからら地地域域のの課課題題をを捉捉ええるる

個別支援に終わらず、個の問題を集団・地
域の課題へと発展させる(鳥の目、虫の目)　　　　　　　　　　　　　

（
参
考
）

高
知
県
人
材
育
成
基
本
方
針
に

お
け
る
行
政
職
の
基
本
的
役
割

【
期
待
人
材
像
】

○具体的な指示･命令にもとづき、担当
事務を正確かつ迅速に遂行する
○報連相等、業務に関する的確な意思
疎通を図る
○担当業務の基礎的知識・技術を修得
する

ステージ

能力開発期間 能力発 揮期間

中堅期Ⅰ（５～９年目） 中堅期Ⅱ（１０～１９年目）

◎◎住住民民（（組組織織））ととのの協協働働をを進進めめるる

地域の課題を住民と共有し健康づくり、地域
づくりを住民主体で進める　　　　　　　　　　　　　　　

◎地地域域全全体体をを捉捉ええてて活活動動をを進進めめるる

地域に必要な地域ケアシステムを住民・関係
者とともにつくる　　　

○地域全体の健康課題を明確にできる ○地域全体の健康課題の重要度・優先度
を明確にできる

○関係機関・組織団体と協働できる ○地域ケアシステムを形成するため、関
係機関や組織と連絡・調整ができる
○個々のつながりを生かし、地域のネッ
トワークづくりができる
○地域に不足している社会資源を関係者
と協力して開拓できる

○担当する業務の企画・実践ができる
○困難事例に対応できる
○住民の主体的な活動を支援することが
できる（自主グループ、地区組織）

○地域保健活動の企画、実践ができる
○各種保健医療福祉計画の策定に参画で
きる

○担当する業務の評価ができる ○地域保健活動の評価ができる
○事例・業務検討会の企画・運営ができ
る

○プリセプターの役割を果たすことがで
きる

○学生実習指導者の役割を果たすことが
できる

○上司や同僚とともに健康危機管理の体
制整備を計画・実施することができる
○健康危機発生時に、マニュアル等に基
づく保健活動を行うことができる
○必要な情報を整理し組織内外の関係者
と共有できる

○健康危機発生後の二次的健康被害を予
防するための活動を計画・実施できる
○健康被害を予測し、回避するための方
法について、変化する状況を踏まえた対
応を行うことができる
○組織内の関係部署と連携、調整できる

○具体的な指示･命令に沿って、担当業
務の遂行や目標を実現する
○上司の意思決定を理解・参画する
○担当業務の現状と課題を把握し、工
夫・改善する
○業務に関する庁内外関係者及び諸機関
との調整を行う
○後輩の相談相手になる

○所属の方針や指示に沿って、チームの重点
課題のうち、高度･困難な目標についても県
民のために成果を出す
○上司の意思決定へ参画･補佐する
○担当業務の現状と課題を把握し、解決方策
を立案・実践する
○業務に関する庁内外関係者及び諸機関との
折衝・調整を行う
○チームのまとめ役として、後輩へ指導・助
言を行う

到達レベル　：　４　達成できた　　３　だいたい達成できた　　２　あまり達成できなかった　　１　達成できなかった　　

専門
能力

地
域
を
み
る

○担当地域の特性を知り、健康課題を
明確にできる

地
域
を
つ
な
ぐ

○個人、家族・集団、地域のつながり
を理解できる
○社会資源の内容や役割を理解し、活
用できる

地
域
を
動
か
す

○家庭訪問等の個別支援を的確に実践
できる
○健康教育等の集団指導ができる
○困難事例について助言を受けながら
対応できる

質
を
高
め
る

（
み
せ
る
）

○活動実践をまとめ、発表できる
○事例・業務検討会を活用して課題を
検討できる
○担当事業をPDCAサイクルに基づ
き、実施できる

育
ち
育
て
る

○保健師としての自覚を持ち、自己研
さんにつとめることができる
○わからない時は、自分から同僚や上
司に相談することができる

危
機
管
理
事
象
に

対
応
す
る

○地域防災計画や市町村保健活動マ
ニュアル、健康危機管理の関係法規等
を理解できる
○健康危機発生時に、必要な対応を上
司や先輩の指示のもと実施できる
○現状を把握し、情報を整理し、上司
に報告することができる

　新任期～中堅期Ⅰ（能力開発期間）：バランスよく職務を経験し、能力や適性をみる。　　
　中堅期Ⅱ～熟練期（能力発揮機関）：本人の希望や適性を踏まえ、キャリアルートを複数設定する。　　　　　　　　　　　　
　管理期Ⅰ～管理期Ⅱ(管理能力発揮機関）：これまで培ってきた知識や経験を生かせる部署に配置する。
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◆ステージごとのコア能力
様式５

ステージ

能力発 揮期間 管理能力発揮期間

熟練期（２０年目以上） 管理期Ⅰ（チーフ、係長等） 管理期Ⅱ（管理職等）

◎広広域域対対応応やや重重要要課課題題等等へへのの取取りり組組みみをを
進進めめるる

地域全体の健康課題を捉え、組織的に保健
活動の展開を行う　　　　

◎◎チチーームム全全体体のの業業務務をを見見てて、、よよりり効効果果的的、、
効効率率的的なな取取りり組組みみをを進進めめるる

地域のニーズや課題に応じた対策の施策
化や各種保健医療福祉計画の策定、社会
資源の開発を進める

◎幅幅広広いい視視点点でで業業務務ををママネネジジメメンントトしし、、県県民民
ササーービビススをを高高めめるる取取りり組組みみをを進進めめるる

地域保健活動と人材育成のマネジメントを
行う　　　　　　　　　　　　　　　

○健康課題を広域的な視点で明確にでき
る

○管内や自治体全体を視野に入れ、政策
的な視点を持つことができる

○国や他の自治体、他部署を視野に入れ
て、先見的な視点でみることができる

○地域ケアシステムを機能させ、発展さ
せることができる

○社会資源の開拓や地域ケアシステムの
形成に向けて、部下への指導・援助がで
きる

○保健・医療・福祉等にまたがる諸問題
を総合的に捉えて、必要な体制・システ
ムづくりができる

○困難事例の対応についてアドバイスが
できる
○ケアチームに対しアドバイスができる
○各種保健医療福祉計画の策定に参画
し、提案できる

○効果的な対策実施に向けた事業化、予
算化ができる
○地域の特性にあった各種保健医療福祉
計画を策定し、計画の遂行と業務管理、
評価、業務改善ができる

○施策化や各種保健医療福祉計画策定の
ための組織的な意図をふまえた情報収集
と分析、活用の助言ができる

○大学等他機関と協働で、業務改善や調
査研究に取り組むことができる

○業務改善や調査研究の指導ができる ○業務改善や調査研究の体制整備と、実
施計画に助言ができる
○業務の優先順位、必要性、人員配置を
考慮し、業務運営管理ができる

○蓄積した知識や経験を、後輩に伝承で
きる
○職場内のコミュニケーションの円滑
化、活気のある職場づくりを推進できる

○部下の能力を的確に評価し、個性を大
切にしながら育成することができる
○職場全体で、人材育成に取り組むため
の環境整備ができる

○保健師の人材育成のための研修計画や
体制を部署横断的に位置づけることがで
きる
○保健師全体の活動体制を統括できる

○健康危機管理の体制整備において統括
保健師を補佐することができる
○健康危機発生時にマニュアルに沿って
行動し、上司・統括保健師を補佐するこ
とができる

○健康危機の発生を想定した訓練や研修
の企画・運営ができる
○健康危機発生時に、組織内の人員や業
務の調整を行い、上司の補佐や部下への
指示ができる

○健康危機の発生を想定した訓練や研修
等について、部下に指導ができる
○健康危機発生時に関係機関と連携をと
り情報を適切に処理し、的確かつ迅速な
指示を出すことができる
○健康危機発生時に組織の対応方針に基
づき、組織内の人的物的資源等の調整や
管理ができる

○高度な実務知識や経験を駆使し、効率的
なチーム運営に貢献する
○チームの目標の達成や課題解決に向け
て、チームの中心的な役割を果たす
○自ら率先して行動し、組織の目標達成を
促進する
○自ら常に学習意欲を持って専門知識、技
術の修得・向上に努めるとともに、後輩職
員に対し、育成・指導し、規律遵守の徹底
や能力開発を促す

○第一線の責任者として使命感を持って所
掌する行政サービス（事務事業）を提供す
る
○行政サービスの品質やスピード、コス
ト、安全・危機管理等を考慮しつつ、チー
ムを効率的にマネジメントする
○チームの目標の達成や課題解決に向け
て、チームワークの向上や動機づけを図る
○自ら常に学習意欲を持って専門知識、技
術の修得・向上に努めるとともに、部下職
員に対し、監督・育成・指導し、規律遵守
の徹底や能力開発を促す

○ニーズを先取りした政策の企画立案、庁内外
の関係者及び諸機関との折衝・調整、重要な情
報の伝達等を行い、上位者を補佐する
○全国区の視点を持って、全庁的な政策や上位
方針を具体的な施策に転換し、優先順位をもっ
て事業を迅速に推進する
○ワークライフバランス、次世代育成支援等、
社会状況の変化に対応した合理的かつ効率的な
組織運営を実現する
○所属全体の目標の達成や改善・改革に向け、
自らも果敢に取り組む
○部下の長所や短所、適性等を把握・フィード
バックし、能力開発を図っていく

　新任期：地域の特性を知り、個人/家族への責任のある対応ができる。
　中堅期Ⅰ・Ⅱ：集団・地域を視野に入れた自律的かつ組織的な対応ができる　　
　熟練期：組織人として自律的かつリーダーシップを発揮した活動の推進・評価ができる　　　　　　　　　　
　管理期Ⅰ：チームをマネジメントした効果的な事業の推進ができる
　管理期Ⅱ:自治体における対応策をシステム化できる
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様
式
６
－
１

キキ
ャャ
リリ
アア
ララ
ダダ
ーー
にに
よよ
るる
能能
力力
獲獲
得得
状状
況況
チチ
ェェ
ッッ
クク
リリ
スス
トト

活
動
領
域

求
め
ら
れ
る
能
力

各
レ
ベ
ル
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
能
力

A
-
1

・
個
人
及
び
家
族
の
健
康
と
生
活
に
つ
い
て
分
析
し
、
健
康
課
題
解
決
の
た
め
の
支
援
計
画
を
立
案
で
き
る
。

A
-
1

・
個
人
及
び
家
族
の
多
様
性
や
主
体
性
を
尊
重
し
た
支
援
を
指
導
を
受
け
な
が
ら
実
践
で
き
る
。

A
-
1

・
支
援
に
必
要
な
資
源
を
把
握
で
き
る
。

A
-
2

・
複
雑
な
事
例
の
支
援
を
必
要
に
応
じ
て
、
指
導
を
受
け
て
実
施
で
き
る
。

A
-
2

・
対
象
の
主
体
性
を
踏
ま
え
､支
援
に
必
要
な
資
源
を
指
導
を
受
け
て
導
入
及
び
調
整
で
き
る
。

A
-
3

・
複
雑
な
事
例
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
い
、
支
援
を
実
践
で
き
る
。

A
-
3

・
支
援
に
必
要
な
資
源
を
適
切
に
導
入
及
び
調
整
で
き
る
。

A
-
4

・
複
雑
な
事
例
の
潜
在
的
な
健
康
課
題
を
把
握
し
、
予
防
に
係
る
支
援
を
実
践
で
き
る
。

A
-
4

・
健
康
課
題
に
予
防
的
に
介
入
で
き
る
。

A
-
5

・
複
雑
か
つ
緊
急
性
の
高
い
健
康
課
題
を
迅
速
に
明
確
化
し
､必
要
な
資
源
を
調
整
し
、
効
果
的
な
支
援
を
実
践
で
き
る
。

A
-
1

・
集
団
の
特
性
を
把
握
し
､指
導
を
受
け
な
が
ら
支
援
で
き
る
。

A
-
2

・
集
団
の
グ
ル
ー
プ
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
活
用
し
て
、
特
性
に
応
じ
た
支
援
計
画
を
企
画
し
、
自
立
し
て
支
援
で
き
る
。

A
-
3

・
集
団
へ
の
支
援
を
通
し
て
、
地
域
の
健
康
課
題
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
-
4

・
集
団
へ
の
支
援
を
通
し
て
、
地
域
の
課
題
解
決
に
向
け
た
事
業
計
画
を
立
案
で
き
る
。

A
-
5

・
集
団
へ
の
支
援
を
通
し
て
立
案
し
た
事
業
に
よ
り
、
住
民
に
よ
る
地
域
の
健
康
課
題
の
解
決
を
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
-
1

・
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
担
当
地
区
の
情
報
を
分
析
し
、
健
康
課
題
を
明
確
化
で
き
る
。

A
-
2

・
担
当
地
区
の
情
報
を
収
集
・
分
析
し
、
健
康
課
題
の
明
確
化
と
優
先
性
の
判
断
が
で
き
る
。

A
-
3

・
地
区
診
断
や
地
区
活
動
で
明
ら
か
に
な
っ
た
課
題
を
事
業
計
画
立
案
に
活
用
で
き
る
。

A
-
4

・
地
域
に
潜
在
す
る
健
康
課
題
を
把
握
し
、
リ
ス
ク
の
低
減
や
予
防
策
を
計
画
し
実
践
で
き
る
。

A
-
5

・
地
域
診
断
や
地
区
活
動
で
明
ら
か
に
な
っ
た
課
題
や
情
報
を
施
策
立
案
に
活
用
で
き
る
。

２
-
２
.地
域
組
織
活
動

A
-
1

・
地
域
特
性
を
理
解
し
、
住
民
と
共
に
活
動
で
き
る
。

A
-
1

・
多
様
な
地
域
組
織
の
役
割
や
関
係
性
に
つ
い
て
把
握
で
き
る
。

A
-
2

・
多
様
な
住
民
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
な
が
ら
、
地
域
組
織
と
共
に
活
動
で
き
る
。

A
-
3

・
住
民
と
共
に
活
動
し
な
が
ら
、
住
民
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
組
織
化
が
提
案
で
き
る
。

A
-
4

・
住
民
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
組
織
化
を
自
立
し
て
で
き
る
。
関
係
機
関
と
協
働
し
、
必
要
に
応
じ
て
新
た
な
資
源
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
立
ち
上
げ
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
-
5

・
多
様
な
住
民
組
織
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
立
ち
上
げ
、
地
域
組
織
の
育
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
-
３
.ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

A
-
1

・
担
当
地
区
の
各
種
サ
ー
ビ
ス
と
そ
の
関
係
性
を
理
解
し
､指
導
を
受
け
な
が
ら
担
当
事
例
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
活
用
で
き
る
。

A
-
2

・
担
当
地
区
や
担
当
事
例
へ
の
対
応
を
通
し
て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
の
調
整
が
で
き
る
。

A
-
3

・
地
域
の
健
康
課
題
や
地
域
特
性
に
基
づ
き
、
関
係
機
関
と
協
働
し
、
地
域
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
改
善
・
強
化
に
つ
い
て
検
討
で
き
る
。

A
-
4

・
各
種
サ
ー
ビ
ス
の
円
滑
な
連
携
の
た
め
に
必
要
な
調
整
が
で
き
る
。

A
-
4

・
地
域
の
健
康
課
題
や
特
性
に
応
じ
た
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
検
討
し
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
-
5

・
保
健
福
祉
政
策
に
基
づ
き
、
地
域
特
性
に
応
じ
た
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
係
る
施
策
化
が
で
き
る
。

A
-
1

・
所
属
す
る
自
治
体
の
施
策
体
系
や
財
政
の
し
く
み
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

A
-
1

・
担
当
事
業
の
法
的
根
拠
や
関
連
政
策
に
つ
い
て
理
解
し
事
業
を
実
施
で
き
る
。

A
-
2

・
担
当
地
域
の
健
康
課
題
を
把
握
し
、
施
策
と
事
業
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
理
解
し
た
う
え
で
、
事
業
計
画
立
案
に
参
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
-
2

・
担
当
事
業
の
進
捗
管
理
が
で
き
る
。

A
-
3

・
係
内
の
事
業
の
成
果
や
評
価
等
を
ま
と
め
、
組
織
内
で
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
-
3

・
地
域
の
健
康
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
見
直
し
や
新
規
事
業
計
画
を
提
案
で
き
る
。

A
-
4

・
保
健
医
療
福
祉
計
画
に
基
づ
い
た
事
業
計
画
を
立
案
し
、
事
業
や
予
算
の
必
要
性
に
つ
い
て
上
司
や
予
算
担
当
者
に
説
明
で
き
る
。

A
-
5

・
地
域
の
健
康
課
題
を
解
決
す
る
た
め
自
組
織
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
踏
ま
え
た
施
策
を
各
種
保
健
医
療
福
祉
計
画
策
定
時
に
提
案
で
き
る
。

１
-
１
.個
人
及
び
家
族
へ
の
支
援

１
-
２
.集
団
へ
の
支
援

集
団
の
特
性
を
把
握
し
、
グ
ル
ー
プ
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス

を
活
用
し
、
集
団
及
び
地
域
の
健
康
度
を
高
め
る

能
力

２
-
１
.地
域
診
断
・
地
区
活
動

地
域
の
健
康
課
題
や
地
域
資
源
を
明
確
化
し
、
地

域
組
織
や
関
係
機
関
と
協
働
し
て
課
題
解
決
す
る

能
力

・
地
域
の
特
性
を
理
解
し
住
民
と
協
働
し
て
組
織

化
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
促
す
能
力

・
地
域
組
織
を
育
成
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
協
働
す

る
力

・
健
康
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
保
健
、
医

療
、
福
祉
、
介
護
等
の
各
種
サ
ー
ビ
ス
の
総
合
的

な
調
整
を
行
う
能
力

・
住
民
、
学
校
、
企
業
ほ
か
、
地
域
の
関
係
機
関
と

協
働
し
連
携
を
図
り
、
地
域
特
性
に
応
じ
た
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
を
構
築
す
る
能
力

３
-
１
.事
業
化
・
施
策
化

・
医
学
や
公
衆
衛
生
看
護
学
等
の
専
門
知
識
に
基

づ
き
個
人
及
び
家
族
の
健
康
と
生
活
に
関
す
る
ア

セ
ス
メ
ン
ト
を
行
う
能
力

・
個
人
や
家
族
の
生
活
の
多
様
性
を
踏
ま
え
、
あ
ら

ゆ
る
保
健
活
動
の
場
面
を
活
用
し
て
個
人
及
び
家

族
の
主
体
性
を
尊
重
し
、
課
題
解
決
の
た
め
の
支

援
及
び
予
防
的
支
援
を
行
う
能
力

・
必
要
な
資
源
を
導
入
及
び
調
整
し
、
効
果
的
か
つ

効
率
的
な
個
人
及
び
家
族
へ
の
支
援
を
行
う
能
力

・
保
健
医
療
福
祉
施
策
を
理
解
し
、
事
業
を
企
画
立

案
し
、
予
算
を
確
保
で
き
る
能
力

・
地
域
の
健
康
課
題
を
解
決
す
る
た
め
、
自
組
織
の

ビ
ジ
ョ
ン
を
踏
ま
え
た
保
健
医
療
福
祉
施
策
を
提
案

す
る
能
力
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様
式
６
－
１

キキ
ャャ
リリ
アア
ララ
ダダ
ーー
にに
よよ
るる
能能
力力
獲獲
得得
状状
況況
チチ
ェェ
ッッ
クク
リリ
スス
トト

活
動
領
域

求
め
ら
れ
る
能
力

各
レ
ベ
ル
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
能
力

A
-
1

・
個
人
及
び
家
族
の
健
康
と
生
活
に
つ
い
て
分
析
し
、
健
康
課
題
解
決
の
た
め
の
支
援
計
画
を
立
案
で
き
る
。

A
-
1

・
個
人
及
び
家
族
の
多
様
性
や
主
体
性
を
尊
重
し
た
支
援
を
指
導
を
受
け
な
が
ら
実
践
で
き
る
。

A
-
1

・
支
援
に
必
要
な
資
源
を
把
握
で
き
る
。

A
-
2

・
複
雑
な
事
例
の
支
援
を
必
要
に
応
じ
て
、
指
導
を
受
け
て
実
施
で
き
る
。

A
-
2

・
対
象
の
主
体
性
を
踏
ま
え
､支
援
に
必
要
な
資
源
を
指
導
を
受
け
て
導
入
及
び
調
整
で
き
る
。

A
-
3

・
複
雑
な
事
例
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
い
、
支
援
を
実
践
で
き
る
。

A
-
3

・
支
援
に
必
要
な
資
源
を
適
切
に
導
入
及
び
調
整
で
き
る
。

A
-
4

・
複
雑
な
事
例
の
潜
在
的
な
健
康
課
題
を
把
握
し
、
予
防
に
係
る
支
援
を
実
践
で
き
る
。

A
-
4

・
健
康
課
題
に
予
防
的
に
介
入
で
き
る
。

A
-
5

・
複
雑
か
つ
緊
急
性
の
高
い
健
康
課
題
を
迅
速
に
明
確
化
し
､必
要
な
資
源
を
調
整
し
、
効
果
的
な
支
援
を
実
践
で
き
る
。

A
-
1

・
集
団
の
特
性
を
把
握
し
､指
導
を
受
け
な
が
ら
支
援
で
き
る
。

A
-
2

・
集
団
の
グ
ル
ー
プ
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
活
用
し
て
、
特
性
に
応
じ
た
支
援
計
画
を
企
画
し
、
自
立
し
て
支
援
で
き
る
。

A
-
3

・
集
団
へ
の
支
援
を
通
し
て
、
地
域
の
健
康
課
題
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
-
4

・
集
団
へ
の
支
援
を
通
し
て
、
地
域
の
課
題
解
決
に
向
け
た
事
業
計
画
を
立
案
で
き
る
。

A
-
5

・
集
団
へ
の
支
援
を
通
し
て
立
案
し
た
事
業
に
よ
り
、
住
民
に
よ
る
地
域
の
健
康
課
題
の
解
決
を
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
-
1

・
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
担
当
地
区
の
情
報
を
分
析
し
、
健
康
課
題
を
明
確
化
で
き
る
。

A
-
2

・
担
当
地
区
の
情
報
を
収
集
・
分
析
し
、
健
康
課
題
の
明
確
化
と
優
先
性
の
判
断
が
で
き
る
。

A
-
3

・
地
区
診
断
や
地
区
活
動
で
明
ら
か
に
な
っ
た
課
題
を
事
業
計
画
立
案
に
活
用
で
き
る
。

A
-
4

・
地
域
に
潜
在
す
る
健
康
課
題
を
把
握
し
、
リ
ス
ク
の
低
減
や
予
防
策
を
計
画
し
実
践
で
き
る
。

A
-
5

・
地
域
診
断
や
地
区
活
動
で
明
ら
か
に
な
っ
た
課
題
や
情
報
を
施
策
立
案
に
活
用
で
き
る
。

２
-
２
.地
域
組
織
活
動

A
-
1

・
地
域
特
性
を
理
解
し
、
住
民
と
共
に
活
動
で
き
る
。

A
-
1

・
多
様
な
地
域
組
織
の
役
割
や
関
係
性
に
つ
い
て
把
握
で
き
る
。

A
-
2

・
多
様
な
住
民
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
な
が
ら
、
地
域
組
織
と
共
に
活
動
で
き
る
。

A
-
3

・
住
民
と
共
に
活
動
し
な
が
ら
、
住
民
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
組
織
化
が
提
案
で
き
る
。

A
-
4

・
住
民
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
組
織
化
を
自
立
し
て
で
き
る
。
関
係
機
関
と
協
働
し
、
必
要
に
応
じ
て
新
た
な
資
源
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
立
ち
上
げ
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
-
5

・
多
様
な
住
民
組
織
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
立
ち
上
げ
、
地
域
組
織
の
育
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
-
３
.ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

A
-
1

・
担
当
地
区
の
各
種
サ
ー
ビ
ス
と
そ
の
関
係
性
を
理
解
し
､指
導
を
受
け
な
が
ら
担
当
事
例
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
活
用
で
き
る
。

A
-
2

・
担
当
地
区
や
担
当
事
例
へ
の
対
応
を
通
し
て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
の
調
整
が
で
き
る
。

A
-
3

・
地
域
の
健
康
課
題
や
地
域
特
性
に
基
づ
き
、
関
係
機
関
と
協
働
し
、
地
域
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
改
善
・
強
化
に
つ
い
て
検
討
で
き
る
。

A
-
4

・
各
種
サ
ー
ビ
ス
の
円
滑
な
連
携
の
た
め
に
必
要
な
調
整
が
で
き
る
。

A
-
4

・
地
域
の
健
康
課
題
や
特
性
に
応
じ
た
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
検
討
し
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
-
5

・
保
健
福
祉
政
策
に
基
づ
き
、
地
域
特
性
に
応
じ
た
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
係
る
施
策
化
が
で
き
る
。

A
-
1

・
所
属
す
る
自
治
体
の
施
策
体
系
や
財
政
の
し
く
み
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
。

A
-
1

・
担
当
事
業
の
法
的
根
拠
や
関
連
政
策
に
つ
い
て
理
解
し
事
業
を
実
施
で
き
る
。

A
-
2

・
担
当
地
域
の
健
康
課
題
を
把
握
し
、
施
策
と
事
業
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
理
解
し
た
う
え
で
、
事
業
計
画
立
案
に
参
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
-
2

・
担
当
事
業
の
進
捗
管
理
が
で
き
る
。

A
-
3

・
係
内
の
事
業
の
成
果
や
評
価
等
を
ま
と
め
、
組
織
内
で
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
-
3

・
地
域
の
健
康
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
評
価
に
基
づ
く
事
業
の
見
直
し
や
新
規
事
業
計
画
を
提
案
で
き
る
。

A
-
4

・
保
健
医
療
福
祉
計
画
に
基
づ
い
た
事
業
計
画
を
立
案
し
、
事
業
や
予
算
の
必
要
性
に
つ
い
て
上
司
や
予
算
担
当
者
に
説
明
で
き
る
。

A
-
5

・
地
域
の
健
康
課
題
を
解
決
す
る
た
め
自
組
織
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
踏
ま
え
た
施
策
を
各
種
保
健
医
療
福
祉
計
画
策
定
時
に
提
案
で
き
る
。

１
-
１
.個
人
及
び
家
族
へ
の
支
援

１
-
２
.集
団
へ
の
支
援

集
団
の
特
性
を
把
握
し
、
グ
ル
ー
プ
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス

を
活
用
し
、
集
団
及
び
地
域
の
健
康
度
を
高
め
る

能
力

２
-
１
.地
域
診
断
・
地
区
活
動

地
域
の
健
康
課
題
や
地
域
資
源
を
明
確
化
し
、
地

域
組
織
や
関
係
機
関
と
協
働
し
て
課
題
解
決
す
る

能
力

・
地
域
の
特
性
を
理
解
し
住
民
と
協
働
し
て
組
織

化
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
促
す
能
力

・
地
域
組
織
を
育
成
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
協
働
す

る
力

・
健
康
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
保
健
、
医

療
、
福
祉
、
介
護
等
の
各
種
サ
ー
ビ
ス
の
総
合
的

な
調
整
を
行
う
能
力

・
住
民
、
学
校
、
企
業
ほ
か
、
地
域
の
関
係
機
関
と

協
働
し
連
携
を
図
り
、
地
域
特
性
に
応
じ
た
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
を
構
築
す
る
能
力

３
-
１
.事
業
化
・
施
策
化

・
医
学
や
公
衆
衛
生
看
護
学
等
の
専
門
知
識
に
基

づ
き
個
人
及
び
家
族
の
健
康
と
生
活
に
関
す
る
ア

セ
ス
メ
ン
ト
を
行
う
能
力

・
個
人
や
家
族
の
生
活
の
多
様
性
を
踏
ま
え
、
あ
ら

ゆ
る
保
健
活
動
の
場
面
を
活
用
し
て
個
人
及
び
家

族
の
主
体
性
を
尊
重
し
、
課
題
解
決
の
た
め
の
支

援
及
び
予
防
的
支
援
を
行
う
能
力

・
必
要
な
資
源
を
導
入
及
び
調
整
し
、
効
果
的
か
つ

効
率
的
な
個
人
及
び
家
族
へ
の
支
援
を
行
う
能
力

・
保
健
医
療
福
祉
施
策
を
理
解
し
、
事
業
を
企
画
立

案
し
、
予
算
を
確
保
で
き
る
能
力

・
地
域
の
健
康
課
題
を
解
決
す
る
た
め
、
自
組
織
の

ビ
ジ
ョ
ン
を
踏
ま
え
た
保
健
医
療
福
祉
施
策
を
提
案

す
る
能
力

A
-
1

・
関
係
法
規
や
健
康
危
機
管
理
計
画
及
び
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
理
解
で
き
る
。

A
-
1

・
健
康
危
機
に
備
え
た
住
民
教
育
を
指
導
を
受
け
な
が
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

A
-
2

・
健
康
危
機
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
、
予
防
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

A
-
3

・
地
域
特
性
を
踏
ま
え
、
健
康
危
機
の
低
減
の
た
め
の
事
業
を
提
案
で
き
る
。

A
-
4

・
地
域
特
性
に
応
じ
た
健
康
危
機
の
予
防
活
動
を
評
価
し
、
見
直
し
や
新
規
事
業
を
立
案
で
き
る
。

A
-
5

・
有
事
に
起
こ
り
う
る
複
雑
な
状
況
の
対
応
に
備
え
、
平
時
よ
り
関
係
者
と
の
連
携
体
制
を
構
築
で
き
る
。

A
-
5

・
健
康
危
機
管
理
計
画
や
体
制
の
見
直
し
を
計
画
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

A
-
1

・
健
康
危
機
発
生
後
、
必
要
な
対
応
を
指
導
者
の
指
示
の
も
と
実
施
で
き
る
。

A
-
1

・
現
状
を
把
握
し
、
情
報
を
整
理
し
､上
司
に
報
告
す
る
事
が
で
き
る
。

A
-
2

・
発
生
要
因
を
分
析
し
、
二
次
的
健
康
被
害
を
予
測
し
予
防
す
る
た
め
の
活
動
を
主
体
的
に
実
施
で
き
る
。

A
-
3

・
必
要
な
情
報
を
整
理
し
組
織
内
外
の
関
係
者
へ
共
有
で
き
る
。

A
-
3

・
変
化
す
る
状
況
を
分
析
し
、
二
次
的
健
康
被
害
を
予
測
し
、
予
防
活
動
を
計
画
、
実
施
で
き
る
。

A
-
4

・
健
康
被
害
を
予
測
し
回
避
す
る
た
め
の
対
応
方
法
に
つ
い
て
、
変
化
す
る
状
況
を
踏
ま
え
て
、
見
直
し
が
で
き
る
。

A
-
4

・
組
織
内
の
関
連
部
署
と
連
携
、
調
整
で
き
る
。

A
-
5

・
有
事
に
起
こ
る
複
雑
な
状
況
に
、
組
織
の
代
表
者
を
補
佐
し
、
関
係
者
と
連
携
し
て
対
応
で
き
る
。

A
-
1

・
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
に
基
づ
く
事
業
評
価
方
法
を
理
解
で
き
る
。

A
-
1

・
担
当
す
る
事
例
に
係
る
評
価
結
果
に
基
づ
き
支
援
方
法
の
見
直
し
が
で
き
る
。

A
-
2

・
所
属
係
内
の
メ
ン
バ
ー
と
共
に
担
当
事
業
の
評
価
及
び
見
直
し
を
主
体
的
に
実
施
で
き
る
。

A
-
3

・
所
属
係
内
で
事
業
評
価
が
適
切
に
実
施
で
き
る
よ
う
後
輩
保
健
師
を
指
導
で
き
る
。

A
-
3

・
事
業
計
画
の
立
案
時
に
評
価
指
標
を
適
切
に
設
定
で
き
る
。

A
-
4

・
所
属
部
署
内
外
の
関
係
者
と
と
も
に
事
業
評
価
を
行
い
、
事
業
の
見
直
し
や
新
規
事
業
の
計
画
を
提
案
で
き
る
。

A
-
5

・
評
価
に
基
づ
き
保
健
活
動
の
効
果
を
検
証
し
、
施
策
の
見
直
し
に
つ
い
て
提
案
で
き
る
。

A
-
5

・
施
策
立
案
時
に
評
価
指
標
を
適
切
に
設
定
で
き
る
。

５
-
２
.情
報
管
理

A
-
1

・
組
織
に
お
け
る
情
報
管
理
に
係
る
基
本
指
針
を
理
解
し
、
業
務
に
係
る
文
書
等
を
適
切
に
管
理
で
き
る
。

A
-
1

・
保
健
活
動
上
知
り
得
た
個
人
情
報
を
適
切
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

A
-
1

・
業
務
の
記
録
を
適
切
に
行
い
関
係
者
へ
の
情
報
伝
達
が
で
き
る
。

A
-
2

・
保
健
活
動
に
係
る
情
報
の
取
扱
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
自
主
的
に
確
認
で
き
る
。

A
-
3

・
所
属
係
内
の
保
健
師
が
規
則
を
遵
守
し
て
保
健
活
動
に
係
る
情
報
を
管
理
す
る
よ
う
指
導
で
き
る
。

A
-
4

・
保
健
活
動
に
係
る
情
報
管
理
上
の
不
測
の
事
態
が
発
生
し
た
際
に
、
所
属
部
署
内
で
主
導
し
て
対
応
で
き
る
。

A
-
5

・
保
健
活
動
の
情
報
管
理
に
係
る
規
則
の
遵
守
状
況
を
評
価
し
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
見
直
し
を
提
案
で
き
る
。

A
-
1

・
組
織
の
人
材
育
成
方
針
及
び
保
健
師
の
人
材
育
成
計
画
を
理
解
で
き
る
。

A
-
1

・
自
己
の
成
長
を
振
り
返
り
、
次
の
成
長
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
-
2

・
自
己
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
ち
、
積
極
的
に
自
己
研
鑽
で
き
る
。

A
-
3

・
後
輩
保
健
師
の
指
導
を
通
し
て
人
材
育
成
上
の
課
題
を
抽
出
し
、
見
直
し
案
を
提
示
で
き
る
。

A
-
4

・
保
健
師
の
研
修
事
業
を
企
画
し
、
実
施
、
評
価
で
き
る
。

A
-
5

・
組
織
の
人
材
育
成
方
針
に
沿
っ
た
保
健
師
の
人
材
育
成
計
画
を
作
成
で
き
る
。

A
-
1

・
根
拠
に
基
づ
く
保
健
活
動
を
実
施
す
る
た
め
、
実
施
し
た
保
健
活
動
の
記
録
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

A
-
2

・
指
導
を
受
け
な
が
ら
研
究
的
手
法
を
用
い
て
事
業
の
評
価
が
で
き
る
。

A
-
3

・
研
究
的
手
法
を
用
い
た
事
業
評
価
が
で
き
る
。

A
-
4

・
地
域
診
断
な
ど
に
お
い
て
研
究
的
手
法
を
用
い
て
分
析
し
、
根
拠
に
基
づ
き
保
健
事
業
を
計
画
で
き
る
。

A
-
5

・
根
拠
に
基
づ
き
、
質
の
高
い
保
健
事
業
を
提
案
し
、
そ
の
効
果
を
検
証
で
き
る
。

A
-
1

A
-
2

A
-
3

A
-
4

A
-
5

※
（
「
保
健
師
の
人
材
育
成
に
お
け
る
自
治
体
へ
の
期
待
～
厚
生
労
働
省
保
健
指
導
室
か
ら
～
（
2
0
1
6
年
1
0
月
号
保
健
師
ジ
ャ
ー
ナ
ル
）
」
を
参
照
し
て
作
成
。

４
-
１
.健
康
危
機
管
理
の
体
制
整
備

４
-
２
.健
康
危
機
発
生
時
の
対
応

５
-
１
.P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
に
基
づ
く
事

業
・
施
策
評
価

５
-
３
.人
材
育
成

・
組
織
の
人
材
育
成
方
針
を
理
解
し
、
保
健
師
の
人

材
育
成
計
画
を
作
成
す
る
能
力

・
継
続
的
に
自
己
研
鑽
す
る
と
と
も
に
、
後
輩
を
指

導
・
育
成
す
る
能
力

根
拠
に
基
づ
い
た
保
健
師
の
活
動
を
実
践
す
る
能

力 保
健
師
の
活
動
理
念
で
あ
る
社
会
的
公
正
性
・
公

共
性
に
つ
い
て
理
解
し
、
活
動
を
倫
理
的
に
判
断

す
る
能
力

保
健
師
の
活
動
の
理
念
で
あ
る
社
会
的
公
正
性
・
公
共
性
に
つ
い
て
理
解
し
、
活
動
を
倫
理
的
に
判
断
で
き
る

平
時
に
お
い
て
、
地
域
の
健
康
課
題
及
び
関
連
法

規
や
自
組
織
内
の
健
康
危
機
（
※
）
管
理
計
画
等

に
基
づ
き
、
地
域
の
健
康
危
機
の
低
減
策
を
講
じ

る
能
力

※
災
害
、
医
薬
品
、
食
中
毒
、
感
染
症
、
飲
料
水
そ

の
他
何
ら
か
の
原
因
に
よ
り
生
じ
る
地
域
住
民
の

生
命
、
健
康
の
安
全
を
脅
か
す
事
態

健
康
危
機
発
生
時
に
、
組
織
内
外
の
関
係
者
と
連

携
し
、
住
民
の
健
康
被
害
を
回
避
し
、
必
要
な
対
応

を
迅
速
に
判
断
し
実
践
す
る
能
力

・
所
属
部
署
内
外
の
関
係
者
と
と
も
に
、
事
業
評
価

及
び
施
策
評
価
、
保
健
活
動
の
効
果
検
証
を
行
う

能
力

・
評
価
結
果
等
の
根
拠
に
基
づ
き
事
業
及
び
施
策

の
必
要
な
見
直
し
を
行
う
能
力

組
織
内
外
の
保
健
活
動
に
係
る
情
報
を
適
切
に
保

管
、
開
示
、
保
護
す
る
能
力

６
　
保
健
師
活
動
の
基
盤
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様
式
６
－
２

キキ
ャャ
リリ
アア
ララ
ダダ
ーー
にに
よよ
るる
能能
力力
獲獲
得得
状状
況況
チチ
ェェ
ッッ
クク
リリ
スス
トト

活
動
領
域

求
め
ら
れ
る
能
力

各
レ
ベ
ル
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
能
力

B
-
1
・
事
業
や
施
策
の
評
価
を
踏
ま
え
、
係
長
に
保
健
医
療
福
祉
政
策
に
係
る
提
案
が
で
き
る
。

B
-
2
・
住
民
の
健
康
課
題
等
に
基
づ
く
事
業
化
、
施
策
化
及
び
事
業
評
価
に
基
づ
く
見
直
し
が
で
き
る
。

B
-
3
・
保
健
医
療
福
祉
に
係
る
国
の
動
向
や
組
織
の
方
針
、
施
策
の
評
価
を
踏
ま
え
、
組
織
の
政
策
ビ
ジ
ョ
ン
に
係
る
提
言
が
で
き
る
。

B
-
4
・
保
健
医
療
福
祉
政
策
に
係
る
必
要
な
計
画
や
法
制
度
整
備
に
つ
い
て
組
織
内
で
提
言
し
、
実
現
に
向
け
組
織
の
意
志
決
定
者
及
び
関
係
機
関
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
．
危
機
管
理

B
-
1
・
危
機
管
理
に
係
る
組
織
内
外
の
関
係
者
を
把
握
し
、
有
事
に
備
え
た
関
係
性
の
構
築
が
で
き
る
。

B
-
1
・
有
事
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
沿
っ
て
行
動
し
、
係
長
を
補
佐
す
る
。

B
-
2
・
係
員
が
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
沿
っ
て
行
動
で
き
る
よ
う
訓
練
等
を
企
画
で
き
る
。

B
-
2
・
有
事
に
組
織
内
の
人
員
や
業
務
の
調
整
を
行
い
、
課
長
の
補
佐
や
部
下
へ
の
指
示
が
で
き
る
。

B
-
3
・
課
員
が
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
沿
っ
て
行
動
で
き
る
よ
う
各
係
長
級
に
対
し
、
訓
練
等
の
実
施
を
指
導
で
き
る
。

B
-
3
・
有
事
に
、
組
織
の
対
応
方
針
に
基
づ
き
、
組
織
内
の
人
的
物
的
資
源
等
の
調
整
や
管
理
が
で
き
る
。

B
-
4
・
危
機
管
理
に
必
要
な
計
画
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
内
規
等
の
整
備
を
組
織
に
提
言
し
、
具
現
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

B
-
4
・
有
事
に
、
行
政
の
保
健
医
療
福
祉
組
織
を
代
表
し
て
、
関
係
機
関
の
代
表
者
と
連
携
し
、
部
局
を
統
括
し
て
対
応
で
き
る
。

B
-
1
・
組
織
の
人
材
育
成
方
針
と
保
健
師
の
人
材
育
成
方
針
を
踏
ま
え
て
、
主
体
的
に
資
質
向
上
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。

B
-
1
・
係
内
の
業
務
内
容
と
量
を
勘
案
し
、
人
材
配
置
に
つ
い
て
係
長
に
提
案
で
き
る
。

B
-
2
・
係
内
職
員
の
能
力
・
特
性
を
把
握
し
、
資
質
向
上
の
た
め
の
取
組
を
企
画
、
実
施
、
評
価
で
き
る
。

B
-
2
・
係
内
の
業
務
内
容
と
量
を
勘
案
し
、
人
材
配
置
に
つ
い
て
課
長
に
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

B
-
3
・
専
門
職
の
人
材
育
成
計
画
を
策
定
す
る
た
め
関
係
者
が
協
働
し
検
討
で
き
る
場
を
設
置
し
運
営
で
き
る
。

B
-
3
・
関
係
課
長
と
連
携
し
、
保
健
師
の
業
務
範
囲
等
を
踏
ま
え
保
健
師
必
要
数
に
つ
い
て
人
事
部
門
を
含
め
た
組
織
内
で
提
案
で
き
る
。

B
-
4
・
組
織
目
標
・
計
画
を
踏
ま
え
て
、
保
健
師
採
用
計
画
・
配
置
基
準
・
人
事
異
動
を
提
言
で
き
る
。

※
（
「
保
健
師
の
人
材
育
成
に
お
け
る
自
治
体
へ
の
期
待
～
厚
生
労
働
省
保
健
指
導
室
か
ら
～
（
2
0
1
6
年
1
0
月
号
保
健
師
ジ
ャ
ー
ナ
ル
）
」
を
参
照
し
て
作
成
。

１
．
政
策
策
定
と
評
価

・
国
の
動
向
や
自
組
織
の
方
針
を

理
解
し
、
担
当
部
署
に
係
る
活
動

方
針
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
し
、
必
要
に

応
じ
た
見
直
し
を
行
う
能
力

・
自
治
体
を
代
表
し
て
外
部
機
関
の

上
位
者
と
の
調
整
や
交
渉
を
行
う

能
力

３
．
人
事
管
理

・
危
機
等
の
発
生
時
に
組
織
の
管

理
者
と
し
て
迅
速
な
判
断
を
行
い

組
織
内
外
の
調
整
を
行
う
能
力

・
危
機
を
回
避
す
る
た
め
の
予
防
的

措
置
が
行
わ
れ
る
よ
う
管
理
す
る

能
力

・
担
当
部
署
の
全
職
員
の
能
力
・
特

性
を
把
握
し
、
資
質
向
上
の
仕
組

み
づ
く
り
と
必
要
に
応
じ
た
見
直
し

を
行
う
能
力

・
組
織
目
標
・
計
画
を
踏
ま
え
て
保

健
師
採
用
計
画
・
配
置
基
準
・
人
事

異
動
を
提
言
す
る
能
力

73



私私
のの
仕仕
事事
シシ
ーー
トト
11
((職職
歴歴
等等
））

様
式
７
－
１

期
間

年
齢

経
験

年
数

1
　
　
～

2
　
　
～

3
　
　
～

4
　
　
～

5
　
　
～

6
　
　
～

7
　
　
～

職
歴

N
o

所
属
部
署
名

職
名

仕
事
内
容

（
事
務
分
掌
）

保
健
師
と
し
て
自
分
自
身
を
成
長
さ
せ
た
と
思
う
仕
事
と
そ
の
背
景
等

そ
の
他

（
災
害
派
遣
対
応
、
育
休
等
）
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私私
のの

仕仕
事事

シシ
ーー

トト
２２

（（
研研

修修
履履

歴歴
））

様
式

７
－

２

受
講

年
月

日
時

間
・
日

数
研

修
名

・
内

容
受

講
年

月
日

時
間

・
日

数
研

修
名

・
内

容

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

（
　

　
　

　
　

）
時

間
（
　

　
　

　
　

）
日

間

研
修

名
：

内
　

 容
：

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

（
　

　
　

　
　

）
時

間
（
　

　
　

　
　

）
日

間

研
修

名
：

内
　

 容
：

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

（
　

　
　

　
　

）
時

間
（
　

　
　

　
　

）
日

間

研
修

名
：

内
　

 容
：

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

（
　

　
　

　
　

）
時

間
（
　

　
　

　
　

）
日

間

研
修

名
：

内
　

 容
：

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

（
　

　
　

　
　

）
時

間
（
　

　
　

　
　

）
日

間

研
修

名
：

内
　

 容
：

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

（
　

　
　

　
　

）
時

間
（
　

　
　

　
　

）
日

間

研
修

名
：

内
　

 容
：

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

（
　

　
　

　
　

）
時

間
（
　

　
　

　
　

）
日

間

研
修

名
：

内
　

 容
：

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

（
　

　
　

　
　

）
時

間
（
　

　
　

　
　

）
日

間

研
修

名
：

内
　

 容
：

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

（
　

　
　

　
　

）
時

間
（
　

　
　

　
　

）
日

間

研
修

名
：

内
　

 容
：

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

（
　

　
　

　
　

）
時

間
（
　

　
　

　
　

）
日

間

研
修

名
：

内
　

 容
：

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

（
　

　
　

　
　

）
時

間
（
　

　
　

　
　

）
日

間

研
修

名
：

内
　

 容
：

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

（
　

　
　

　
　

）
時

間
（
　

　
　

　
　

）
日

間

研
修

名
：

内
　

 容
：

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

（
　

　
　

　
　

）
時

間
（
　

　
　

　
　

）
日

間

研
修

名
：

内
　

 容
：

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

（
　

　
　

　
　

）
時

間
（
　

　
　

　
　

）
日

間

研
修

名
：

内
　

 容
：
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私私
のの
仕仕
事事
シシ
ーー
トト
３３
（（
研研
究究
・・
業業
務務
報報
告告
等等
発発
表表
））

様
式
７
－
３

発
表
年
月
日

内
　
　
　
容

備
考

発
表
年
月
日

内
　
　
　
容

備
考

　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

学
会
・
会
議
名
：

テ
ー
マ
：

　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

学
会
・
会
議
名
：

テ
ー
マ
：

　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

学
会
・
会
議
名
：

テ
ー
マ
：

　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

学
会
・
会
議
名
：

テ
ー
マ
：

　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

学
会
・
会
議
名
：

テ
ー
マ
：

　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

学
会
・
会
議
名
：

テ
ー
マ
：

　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

学
会
・
会
議
名
：

テ
ー
マ
：

　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

学
会
・
会
議
名
：

テ
ー
マ
：

　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

学
会
・
会
議
名
：

テ
ー
マ
：

　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

学
会
・
会
議
名
：

テ
ー
マ
：

　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

学
会
・
会
議
名
：

テ
ー
マ
：

　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

学
会
・
会
議
名
：

テ
ー
マ
：

　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

学
会
・
会
議
名
：

テ
ー
マ
：

　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

学
会
・
会
議
名
：

テ
ー
マ
：
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様
式

８

  
  
年

  
  
年

  
  
年

  
  
年

  
  
年

備
考

個
別

支
援

研
修

（
新

任
期

）
採

用
1
年

目
①

地
区

活
動

と
し

て
の

個
別

支
援

を
理

解
で

き
る

②
個

別
支

援
の

事
例

を
ア

セ
ス

メ
ン

ト
し

、
必

要
な

活
動

を
考

え
る

こ
と

が
で

き
る

③
自

分
の

個
別

支
援

に
お

け
る

関
わ

り
方

を
振

り
返

る
こ

と
が

で
き

る

地
区

診
断

採
用

2
年

目
①

地
区

診
断

の
技

術
を

身
に

つ
け

る
こ

と
が

で
き

る
②

地
区

の
課

題
を

見
出

す
こ

と
が

で
き

る
③

地
区

診
断

を
通

し
て

、
今

後
の

活
動

の
方

向
性

を
見

出
す

こ
と

が
で

き
る

P
D

C
A

サ
イ

ク
ル

①
採

用
3
年

目
①

P
D

C
A

サ
イ

ク
ル

を
用

い
た

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
方

法
論

を
理

解
で

き
る

②
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

考
え

方
で

自
分

の
活

動
を

整
理

す
る

こ
と

が
で

き
る

③
P
D

C
A

で
自

分
の

活
動

を
実

施
し

て
い

く
方

策
を

考
え

る
こ

と
が

で
き

る

P
D

C
A

サ
イ

ク
ル

②
採

用
4
年

目

①
P
D

C
A

で
自

分
の

活
動

を
実

施
し

、
そ

の
過

程
を

振
り

返
る

こ
と

が
で

き
る

②
効

果
的

な
活

動
を

実
施

し
、

成
果

を
出

す
こ

と
が

で
き

る
③

（
個

の
問

題
課

題
と

集
団

・
地

域
の

課
題

の
関

連
を

踏
ま

え
）
担

当
地

域
/
事

業
の

受
け

持
ち

保
健

師
と

し
て

責
任

を
果

た
す

活
動

を
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

る

フ
ァ

ー
ス

ト
ス

テ
ッ

プ
研

修
　

中
堅

職
員

に
期

待
さ

れ
る

役
割

を
理

解
し

、
組

織
人

と
し

て
自

律
的

に
業

務
を

遂
行

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

個
別

支
援

研
修

（
中

堅
期

）
困

難
事

例
に

つ
い

て
ア

セ
ス

メ
ン

ト
し

、
適

切
な

支
援

を
実

施
で

き
る

。

地
区

診
断

・
P
D

C
A

研
修

個
か

ら
地

域
へ

保
健

活
動

を
展

開
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

ス
テ

ッ
プ

ア
ッ

プ
研

修
　

中
堅

職
員

に
期

待
さ

れ
る

役
割

を
理

解
し

、
組

織
人

と
し

て
職

場
の

問
題

解
決

や
、

上
司

の
サ

ポ
ー

ト
等

、
業

務
を

遂
行

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

フ
ァ

シ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
研

修
  
 

事
例

検
討

会
や

業
務

報
告

会
な

ど
会

議
に

お
い

て
、

フ
ァ

シ
リ

テ
ー

タ
ー

を
担

う
こ

と
が

で
き

る
。

保
健

活
動

評
価

研
修

中
堅

期
Ⅱ

熟
練

期
管

理
期

地
域

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

を
構

築
す

る
た

め
の

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル

に
基

づ
く
保

健
活

動
を

推
進

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

プ
リ

セ
プ

タ
ー

能
力

育
成

研
修

プ
リ

セ
プ

タ
ー

と
し

て
、

後
輩

を
教

育
す

る
た

め
の

方
法

が
身

に
つ

い
て

い
る

。

健
康

危
機

管
理

研
修

（
中

堅
期

）
災

害
時

の
あ

ら
ゆ

る
場

面
を

想
定

し
て

、
状

況
に

応
じ

た
対

応
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

研
修

（
管

理
期

初
級

編
）

管
理

期
Ⅰ

管
理

期
保

健
師

と
し

て
の

基
本

的
な

姿
勢

や
必

要
と

さ
れ

る
能

力
を

身
に

つ
け

て
、

管
理

期
保

健
師

と
し

て
の

業
務

を
遂

行
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

研
修

(統
括

保
健

師
編

)
管

理
期

Ⅱ
統

括
保

健
師

分
散

配
置

の
保

健
師

を
組

織
横

断
的

に
調

整
・
支

援
し

、
地

域
全

体
の

健
康

水
準

の
向

上
を

図
る

こ
と

が
で

き
る

体
制

整
備

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

健
康

危
機

管
理

研
修

（
管

理
期

）

管
理

期
Ⅰ

管
理

期
Ⅱ

統
括

保
健

師

災
害

時
に

お
け

る
保

健
活

動
を

効
果

的
に

推
進

す
る

た
め

、
平

時
に

お
け

る
活

動
体

制
の

整
備

や
、

災
害

時
の

活
動

を
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

で
き

る
能

力
を

身
に

つ
け

る
。

県
外

研
修

研
究

発
表

そ
の

他

保保
健健

師師
人人

材材
育育

成成
研研

修修
受受

講講
計計

画画
自

治
体

名
（
県

は
機

関
名

）
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

作
成

者
：

保
健

師
人

材
育

成
研

修
　

受
講

計
画

区
分

研
修

名
対

象
者

目
標

中
堅

期
Ⅰ

中
堅

期
Ⅱ

熟
練

期

中
堅

期
Ⅰ

中
堅

期
Ⅱ

熟
練

期

集
合

研
修
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様
式
９

個
別

支
援

地
区

診
断

P
D
C
A

①
P
D
C
A

②

集
団

支
援

（
H
2
6
ま
で
）

フ
ァ
ー
ス
ト

ス
テ
ッ
プ

個
別
支
援

地
区
診
断

P
D
C
A

ス
テ
ッ
プ

ア
ッ
プ

フ
ァ
シ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

保
健
活
動

評
価
研
修

プ
リ
セ
プ
タ
ー

能
力
育
成

危
機
管
理

（
中
堅
期
）

企
画

立
案

（
H
2
5
ま
で
）

人
材
育
成

（
H
2
9
ま
で
）

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

（
初
級
）

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

（
統
括
）

危
機
管
理

（
管
理
期
）

管
理
者

（
H
2
9
ま
で
）

保保
健健
師師
人人
材材
育育
成成
研研
修修
受受
講講
済済
リリ
スス
トト

自
治
体
名
（
県
は
機
関
名
）
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
作
成
者
：

新
任
期

中
堅
期
（
H
3
0
～
）

管
理
期
（
H
3
0
～
）

氏
名

備
考
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資料編

２２　　参参考考資資料料集集

（参考資料１）新任期保健師のワーキングの概要

（参考資料２）新任期保健師研修（個別支援・ポートフォリオ）資料

（参考資料３）中堅期保健師研修（事例検討会・保健活動評価研修）資料

（参考資料４）高知県の保健師活動の変遷
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資料編

２２　　参参考考資資料料集集

（参考資料１）新任期保健師のワーキングの概要

（参考資料２）新任期保健師研修（個別支援・ポートフォリオ）資料

（参考資料３）中堅期保健師研修（事例検討会・保健活動評価研修）資料

（参考資料４）高知県の保健師活動の変遷

新任期保健師人材育成プログラム評価及び改定に係るワーキング

１　目的

　　高知県保健師人材育成ガイドラインVer.2の評価及び改定を行う高知県保健師人材育成

　評価検討会の下に、新任期保健師支援プログラムを実施した保健師が獲得した能力とその

　方策を明らかにすることを目的にワーキンググループを設置する。

 

２　内容

　　新任期保健師支援プログラムの以下の内容について、分析し、プログラムの改善策を作

　成する。

　　（１）新任期保健師目標及び評価シート

　　（２）集合研修アンケート結果及び人材育成計画評価

３　ワーキングメンバー（敬称略）

　　高知県立大学　：　時長美希、小澤若菜、川本美香、畠山典子

　　県福祉保健所　：　宇佐美文香、島田千沙、森田南保、平石典子、竹内愛、小梶亜矢子

　　　　　　　　　　 矢野川史子

　　県健康長寿政策課　：　中島信恵、兼田陽一、野口裕子

４　ワーキングの概要

５　ワーキング結果　

　　分析によって明らかになった新任期保健師の能力獲得目標と行動目標の一覧（専門能力）

　は、次ページのとおり。

　　

回数 日時 内容

第１回 平成30年８月27日（月） ・ワーキングの目的、役割の確認
・分析するデータの内容、分析方法の確認
・データの内容を読み取りながら、立案した行動目標
を質的に分析する第２回 平成30年９月６日（水）

第３回 平成30年９月18日（火）
分析した結果から新任期保健師が獲得した能力を
明らかにする

第４回 平成30年９月26日（水）

第５回 平成30年11月13日（火）
明らかになった新任期保健師が獲得した能力を
基本的能力、行政能力、専門能力に構造化する

参考資料１－１
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新新
任任
期期
保保
健健
師師
のの
能能
力力
獲獲
得得
目目
標標
とと
行行
動動
目目
標標
のの
一一
覧覧
（（
専専
門門
能能
力力
））

11
年年
目目

行行
動動
目目
標標

22
年年
目目

行行
動動
目目
標標

33
年年
目目

行行
動動
目目
標標

44
年年
目目

行行
動動
目目
標標

地
域
の
保
健
師
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
行
動
で
き
る

日
々
の
活
動
の
な
か
で
専
門
職
と
し
て
の
知
識
や
技

術
を
身
に
つ
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

日
頃
の
活
動
を
と
お
し
て
、
保
健
師
に
求
め
ら
れ
る
役

割
を
考
え
、
高
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

保
健
師
と
し
て
の
自
ら
の
課
題
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き

る

な
り
た
い
保
健
師
像
を
持
ち
、
目
指
す
こ
と
が
で
き
る

向
上
心
を
持
ち
自
発
的
に
自
己
開
発
に
取
り
組
む
こ
と

が
で
き
る

同
僚
・
先
輩
保
健
師
の
考
え
や
行
動
を
学
び
、
取
り
入

れ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

日
頃
の
活
動
の
な
か
で
保
健
師
と
し
て
の
専
門
性
を

考
え
る
こ
と
が
で
き
る

保
健
師
と
し
て
、
い
き
い
き
と
仕
事
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
研
修
会
で
学
ん
だ
技
術
を
活
動
に
活
か
す
こ
と
が
で
き

る
関
心
の
あ
る
分
野
を
と
お
し
、
積
極
的
に
自
己
研
さ
ん

し
、
専
門
職
と
し
て
の
知
識
・
技
術
を
伸
ば
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
る

保
健
師
と
し
て
の
魅
力
や
、
こ
れ
ま
で
の
知
識
・
技
術

を
伝
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

地
域
や
職
場
に
溶
け
込
み
、
日
々
の
活
動
に
慣
れ
る

こ
と
で
前
向
き
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る

保
健
師
と
し
て
積
極
的
に
地
域
に
出
向
き
、
地
域
の
現

状
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

積
極
的
に
地
域
に
出
向
き
、
関
係
を
つ
く
り
、
情
報
収

集
が
で
き
る

地
区
診
断
に
基
づ
い
て
、
地
域
の
健
康
を
目
指
し
た
地

区
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

受
け
持
ち
地
区
全
体
の
健
康
課
題
に
つ
い
て
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
る

日
々
の
活
動
を
通
し
て
地
域
の
実
態
（
地
域
の
健
康
状

態
や
生
活
実
態
）
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

地
域
の
現
状
を
分
析
し
健
康
課
題
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る

地
域
組
織
や
関
係
機
関
と
共
有
し
な
が
ら
、
地
域
の
健

康
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

地
域
の
人
々
と
環
境
と
の
関
連
の
な
か
で
、
解
決
す
べ

き
健
康
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

地
域
の
健
康
課
題
に
対
応
す
る
活
動
で
あ
る
こ
と
を
意

識
し
て
、
保
健
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る

地
域
の
健
康
課
題
に
応
じ
た
対
策
を
、
提
案
す
る
こ
と

が
で
き
る

地
区
診
断
を
と
お
し
、
自
ら
の
地
区
活
動
を
振
り
返
る
こ

と
が
で
き
る

協
議
し
な
が
ら
、
地
域
の
優
先
す
べ
き
健
康
課
題
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

個
人
及
び
家
族
の
地
域
で
の
個
別
支
援
に
必
要
な
情

報
収
集
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

対
象
の
健
康
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
個
別
支
援
を
展
開
で

き
る

対
象
の
健
康
レ
ベ
ル
・
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
を
継
続
性
の

な
か
で
と
ら
え
、
個
別
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

対
象
の
緊
急
性
を
踏
ま
え
個
別
支
援
を
行
う
こ
と
が
で

き
る

個
人
及
び
家
族
の
支
援
に
向
け
て
対
象
を
捉
え
、
必

要
な
支
援
を
計
画
で
き
る

対
象
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
個
別
支
援
を
展
開
で
き
る

個
人
・
家
族
・
地
域
と
の
関
連
の
な
か
で
、
生
活
状
況

に
応
じ
た
個
別
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

困
難
事
例
を
幅
広
い
視
点
か
ら
把
握
す
る
こ
と
が
で
き

る

必
要
な
関
係
者
と
連
携
し
て
展
開
で
き
る

個
人
、
家
族
の
多
様
な
生
活
を
理
解
し
個
別
支
援
に

活
か
す
こ
と
が
で
き
る

対
象
が
自
ら
決
定
で
き
る
よ
う
、
個
別
支
援
を
行
う
こ
と

が
で
き
る

困
難
事
例
の
対
応
に
つ
い
て
関
係
機
関
と
連
携
を
と
り

な
が
ら
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

対
象
者
の
主
体
性
を
尊
重
し
た
支
援
計
画
を
立
案
し
、

実
施
で
き
る

対
象
に
応
じ
た
手
段
を
活
用
し
た
個
別
支
援
を
展
開
で

き
る

個
別
支
援
か
ら
、
共
通
課
題
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

個
人
及
び
家
族
の
支
援
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る

予
防
の
視
点
を
持
っ
て
個
別
支
援
を
展
開
で
き
る

必
要
な
関
係
者
と
役
割
を
明
確
に
し
て
展
開
で
き
る

対
象
と
す
る
集
団
の
特
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

対
象
集
団
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
支
援
計
画
を
立
案
で

き
る
（
既
存
事
業
に
つ
い
て
）

グ
ル
ー
プ
・
地
域
組
織
活
動
に
参
加
し
、
活
動
理
解
を

行
う
こ
と
が
で
き
る

グ
ル
ー
プ
・
地
域
組
織
活
動
を
と
お
し
、
地
域
と
の
つ
な

が
り
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る

対
象
集
団
の
健
康
課
題
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

一
人
ひ
と
り
の
課
題
に
応
じ
た
、
支
援
を
行
う
こ
と
が
で

き
る

グ
ル
ー
プ
・
地
域
組
織
活
動
の
一
人
ひ
と
り
の
メ
ン

バ
ー
と
関
係
づ
く
り
が
で
き
る

グ
ル
ー
プ
・
地
域
組
織
活
動
を
と
お
し
、
地
域
に
必
要

な
資
源
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

保保 健健 師師 とと しし てて のの 自自 己己 成成 長長

保保 健健 師師 とと しし てて のの 自自 覚覚 とと 責責 任任 をを

もも っっ てて 、、 活活 動動 にに 取取 りり 組組 むむ ここ とと がが

でで きき るる

自自 発発 的的 にに 、、 学学 んん だだ 知知 識識 やや 技技 術術 をを

活活 動動 にに 応応 用用 しし てて いい くく ここ とと がが でで きき

るる
日日 頃頃 かか らら 保保 健健 師師 とと しし てて のの 能能 力力 をを

自自 己己 開開 発発 しし 、、 成成 長長 しし てて いい くく ここ とと

がが でで きき るる

自自 らら のの 課課 題題 をを 振振 りり 返返 りり 、、 保保 健健 師師

とと しし てて のの 経経 験験 をを 表表 現現 すす るる ここ とと がが

でで きき るる

地地 区区 活活 動動

地地 域域 でで 生生 活活 すす るる 人人 々々 のの 健健 康康 課課 題題 をを

理理 解解 しし なな がが らら 地地 区区 活活 動動 がが でで きき るる

地地 域域 のの 健健 康康 課課 題題 にに 応応 じじ たた 対対 策策 をを 考考

ええ なな がが らら 、、 地地 区区 活活 動動 がが でで きき るる

地地 域域 のの 健健 康康 課課 題題 をを 見見 出出 しし 、、 地地 区区 活活

動動 をを 展展 開開 でで きき るる

地地 域域 のの 健健 康康 課課 題題 のの 優優 先先 順順 位位 をを 立立 てて

なな がが らら 、、 地地 区区 活活 動動 をを 展展 開開 すす るる ここ とと

がが でで きき るる

個個 別別 ・・ 家家 族族 へへ のの 支支 援援

対対 象象 のの ニニ ーー ズズ をを 捉捉 ええ 、、 主主 体体 性性 をを 尊尊 重重 しし たた

個個 別別 支支 援援 をを 行行 うう ここ とと がが でで きき るる

対対 象象 のの 多多 様様 性性 ・・ 個個 別別 性性 をを 踏踏 まま ええ なな がが らら 、、

個個 別別 支支 援援 をを 行行 うう ここ とと がが でで きき るる

対対 象象 をを 総総 合合 的的 にに とと らら ええ なな がが らら 、、 個個 別別 支支 援援

をを おお ここ なな うう ここ とと がが でで きき るる

困困 難難 事事 例例 のの 個個 別別 支支 援援 をを おお ここ なな うう ここ とと がが でで

きき るる

小小 集集 団団 へへ のの 支支 援援 ・・ 地地

地地 域域 でで 行行 うう 集集 団団 支支   

すす るる ここ とと がが でで きき るる

対対 象象 集集 団団 のの ニニ ーー ズズ   

援援 をを 行行 うう ここ とと がが でで きき

人人 々々 のの 主主 体体 性性 をを 尊尊   

ププ ・・ 地地 域域 組組 織織 活活 動動 のの

ここ とと がが でで きき るる

地地 域域 づづ くく りり にに 向向 けけ たた

域域 組組 織織 活活 動動 のの 支支 援援 をを

でで きき るる
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新新
任任
期期
保保
健健
師師
のの
能能
力力
獲獲
得得
目目
標標
とと
行行
動動
目目
標標
のの
一一
覧覧
（（
専専
門門
能能
力力
））

11
年年
目目

行行
動動
目目
標標

22
年年
目目

行行
動動
目目
標標

33
年年
目目

行行
動動
目目
標標

44
年年
目目

行行
動動
目目
標標

地
域
の
保
健
師
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
行
動
で
き
る

日
々
の
活
動
の
な
か
で
専
門
職
と
し
て
の
知
識
や
技

術
を
身
に
つ
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

日
頃
の
活
動
を
と
お
し
て
、
保
健
師
に
求
め
ら
れ
る
役

割
を
考
え
、
高
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

保
健
師
と
し
て
の
自
ら
の
課
題
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き

る

な
り
た
い
保
健
師
像
を
持
ち
、
目
指
す
こ
と
が
で
き
る

向
上
心
を
持
ち
自
発
的
に
自
己
開
発
に
取
り
組
む
こ
と

が
で
き
る

同
僚
・
先
輩
保
健
師
の
考
え
や
行
動
を
学
び
、
取
り
入

れ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

日
頃
の
活
動
の
な
か
で
保
健
師
と
し
て
の
専
門
性
を

考
え
る
こ
と
が
で
き
る

保
健
師
と
し
て
、
い
き
い
き
と
仕
事
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
研
修
会
で
学
ん
だ
技
術
を
活
動
に
活
か
す
こ
と
が
で
き

る
関
心
の
あ
る
分
野
を
と
お
し
、
積
極
的
に
自
己
研
さ
ん

し
、
専
門
職
と
し
て
の
知
識
・
技
術
を
伸
ば
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
る

保
健
師
と
し
て
の
魅
力
や
、
こ
れ
ま
で
の
知
識
・
技
術

を
伝
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

地
域
や
職
場
に
溶
け
込
み
、
日
々
の
活
動
に
慣
れ
る

こ
と
で
前
向
き
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る

保
健
師
と
し
て
積
極
的
に
地
域
に
出
向
き
、
地
域
の
現

状
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

積
極
的
に
地
域
に
出
向
き
、
関
係
を
つ
く
り
、
情
報
収

集
が
で
き
る

地
区
診
断
に
基
づ
い
て
、
地
域
の
健
康
を
目
指
し
た
地

区
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

受
け
持
ち
地
区
全
体
の
健
康
課
題
に
つ
い
て
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
る

日
々
の
活
動
を
通
し
て
地
域
の
実
態
（
地
域
の
健
康
状

態
や
生
活
実
態
）
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

地
域
の
現
状
を
分
析
し
健
康
課
題
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る

地
域
組
織
や
関
係
機
関
と
共
有
し
な
が
ら
、
地
域
の
健

康
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

地
域
の
人
々
と
環
境
と
の
関
連
の
な
か
で
、
解
決
す
べ

き
健
康
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

地
域
の
健
康
課
題
に
対
応
す
る
活
動
で
あ
る
こ
と
を
意

識
し
て
、
保
健
活
動
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る

地
域
の
健
康
課
題
に
応
じ
た
対
策
を
、
提
案
す
る
こ
と

が
で
き
る

地
区
診
断
を
と
お
し
、
自
ら
の
地
区
活
動
を
振
り
返
る
こ

と
が
で
き
る

協
議
し
な
が
ら
、
地
域
の
優
先
す
べ
き
健
康
課
題
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

個
人
及
び
家
族
の
地
域
で
の
個
別
支
援
に
必
要
な
情

報
収
集
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

対
象
の
健
康
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
個
別
支
援
を
展
開
で

き
る

対
象
の
健
康
レ
ベ
ル
・
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
を
継
続
性
の

な
か
で
と
ら
え
、
個
別
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

対
象
の
緊
急
性
を
踏
ま
え
個
別
支
援
を
行
う
こ
と
が
で

き
る

個
人
及
び
家
族
の
支
援
に
向
け
て
対
象
を
捉
え
、
必

要
な
支
援
を
計
画
で
き
る

対
象
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
個
別
支
援
を
展
開
で
き
る

個
人
・
家
族
・
地
域
と
の
関
連
の
な
か
で
、
生
活
状
況

に
応
じ
た
個
別
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

困
難
事
例
を
幅
広
い
視
点
か
ら
把
握
す
る
こ
と
が
で
き

る

必
要
な
関
係
者
と
連
携
し
て
展
開
で
き
る

個
人
、
家
族
の
多
様
な
生
活
を
理
解
し
個
別
支
援
に

活
か
す
こ
と
が
で
き
る

対
象
が
自
ら
決
定
で
き
る
よ
う
、
個
別
支
援
を
行
う
こ
と

が
で
き
る

困
難
事
例
の
対
応
に
つ
い
て
関
係
機
関
と
連
携
を
と
り

な
が
ら
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

対
象
者
の
主
体
性
を
尊
重
し
た
支
援
計
画
を
立
案
し
、

実
施
で
き
る

対
象
に
応
じ
た
手
段
を
活
用
し
た
個
別
支
援
を
展
開
で

き
る

個
別
支
援
か
ら
、
共
通
課
題
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

個
人
及
び
家
族
の
支
援
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る

予
防
の
視
点
を
持
っ
て
個
別
支
援
を
展
開
で
き
る

必
要
な
関
係
者
と
役
割
を
明
確
に
し
て
展
開
で
き
る

対
象
と
す
る
集
団
の
特
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

対
象
集
団
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
支
援
計
画
を
立
案
で

き
る
（
既
存
事
業
に
つ
い
て
）

グ
ル
ー
プ
・
地
域
組
織
活
動
に
参
加
し
、
活
動
理
解
を

行
う
こ
と
が
で
き
る

グ
ル
ー
プ
・
地
域
組
織
活
動
を
と
お
し
、
地
域
と
の
つ
な

が
り
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る

対
象
集
団
の
健
康
課
題
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

一
人
ひ
と
り
の
課
題
に
応
じ
た
、
支
援
を
行
う
こ
と
が
で

き
る

グ
ル
ー
プ
・
地
域
組
織
活
動
の
一
人
ひ
と
り
の
メ
ン

バ
ー
と
関
係
づ
く
り
が
で
き
る

グ
ル
ー
プ
・
地
域
組
織
活
動
を
と
お
し
、
地
域
に
必
要

な
資
源
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

保保 健健 師師 とと しし てて のの 自自 己己 成成 長長

保保 健健 師師 とと しし てて のの 自自 覚覚 とと 責責 任任 をを

もも っっ てて 、、 活活 動動 にに 取取 りり 組組 むむ ここ とと がが

でで きき るる

自自 発発 的的 にに 、、 学学 んん だだ 知知 識識 やや 技技 術術 をを

活活 動動 にに 応応 用用 しし てて いい くく ここ とと がが でで きき

るる
日日 頃頃 かか らら 保保 健健 師師 とと しし てて のの 能能 力力 をを

自自 己己 開開 発発 しし 、、 成成 長長 しし てて いい くく ここ とと

がが でで きき るる

自自 らら のの 課課 題題 をを 振振 りり 返返 りり 、、 保保 健健 師師

とと しし てて のの 経経 験験 をを 表表 現現 すす るる ここ とと がが

でで きき るる

地地 区区 活活 動動

地地 域域 でで 生生 活活 すす るる 人人 々々 のの 健健 康康 課課 題題 をを

理理 解解 しし なな がが らら 地地 区区 活活 動動 がが でで きき るる

地地 域域 のの 健健 康康 課課 題題 にに 応応 じじ たた 対対 策策 をを 考考

ええ なな がが らら 、、 地地 区区 活活 動動 がが でで きき るる

地地 域域 のの 健健 康康 課課 題題 をを 見見 出出 しし 、、 地地 区区 活活

動動 をを 展展 開開 でで きき るる

地地 域域 のの 健健 康康 課課 題題 のの 優優 先先 順順 位位 をを 立立 てて

なな がが らら 、、 地地 区区 活活 動動 をを 展展 開開 すす るる ここ とと

がが でで きき るる

個個 別別 ・・ 家家 族族 へへ のの 支支 援援

対対 象象 のの ニニ ーー ズズ をを 捉捉 ええ 、、 主主 体体 性性 をを 尊尊 重重 しし たた

個個 別別 支支 援援 をを 行行 うう ここ とと がが でで きき るる

対対 象象 のの 多多 様様 性性 ・・ 個個 別別 性性 をを 踏踏 まま ええ なな がが らら 、、

個個 別別 支支 援援 をを 行行 うう ここ とと がが でで きき るる

対対 象象 をを 総総 合合 的的 にに とと らら ええ なな がが らら 、、 個個 別別 支支 援援

をを おお ここ なな うう ここ とと がが でで きき るる

困困 難難 事事 例例 のの 個個 別別 支支 援援 をを おお ここ なな うう ここ とと がが でで

きき るる

小小 集集 団団 へへ のの 支支 援援 ・・ 地地

地地 域域 でで 行行 うう 集集 団団 支支   

すす るる ここ とと がが でで きき るる

対対 象象 集集 団団 のの ニニ ーー ズズ   

援援 をを 行行 うう ここ とと がが でで きき

人人 々々 のの 主主 体体 性性 をを 尊尊   

ププ ・・ 地地 域域 組組 織織 活活 動動 のの

ここ とと がが でで きき るる

地地 域域 づづ くく りり にに 向向 けけ たた

域域 組組 織織 活活 動動 のの 支支 援援 をを

でで きき るる
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集
団
の
健
康
課
題
に
応
じ
た
支
援
を
、
指
導
を
受
け
な

が
ら
実
施
で
き
る

行
っ
た
集
団
支
援
の
実
施
に
お
け
る
改
善
点
を
明
確

に
す
る
こ
と
が
で
き
る

・
グ
ル
ー
プ
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
捉
え
て
支
援
を
実
施
す
る

こ
と
が
で
き
る

グ
ル
ー
プ
・
地
域
組
織
活
動
の
活
動
を
周
知
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
る

集
団
支
援
を
と
お
し
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
る

グ
ル
ー
プ
・
地
域
組
織
活
動
に
お
け
る
保
健
師
の
役
割

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

担
当
事
業
の
背
景
や
法
的
根
拠
、
目
的
を
整
理
す
る
こ

と
が
で
き
る

保
健
師
の
専
門
性
を
活
か
し
な
が
ら
、
保
健
事
業
を
実

施
が
で
き
る

保
健
事
業
の
目
的
に
沿
っ
て
企
画
・
運
営
す
る
こ
と
が

で
き
る

保
健
活
動
の
実
施
状
況
を
把
握
し
、
課
題
と
成
果
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

関
係
者
と
連
携
し
て
担
当
事
業
を
企
画
・
運
営
で
き
る

事
業
を
実
施
す
る
背
景
を
明
確
に
し
て
（
分
析
に
基
づ

い
て
）
事
業
計
画
を
立
案
し
、
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る

保
健
事
業
の
目
的
、
方
法
、
企
画
立
案
の
見
直
し
を
行

う
こ
と
が
で
き
る

保
健
活
動
を
地
域
の
ニ
ー
ズ
と
合
わ
せ
て
評
価
し
、
成

果
が
得
ら
れ
る
対
策
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

担
当
事
業
の
目
的
に
応
じ
た
実
施
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
事
業
の
実
施
内
容
の
改
善
点
を
明
確
に
し
、
次
回
に

活
か
す
こ
と
が
で
き
る

事
業
を
計
画
し
な
が
ら
、
保
健
活
動
の
進
捗
管
理
が
で

き
る

事
業
計
画
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
と
お
し
、
保
健
活
動

の
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
で
き
る

住
民
や
関
係
機
関
と
と
も
に
、
地
域
で
活
動
を
す
る
こ
と

が
で
き
る

住
民
や
関
係
機
関
と
、
活
動
を
と
お
し
て
関
係
づ
く
り
を

行
う
こ
と
が
で
き
る

住
民
や
関
係
機
関
と
の
共
通
理
解
を
と
お
し
、
お
互
い

の
役
割
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

住
民
や
関
係
機
関
と
の
協
力
関
係
と
お
し
、
必
要
な
社

会
資
源
と
そ
の
役
割
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

地
域
で
活
動
す
る
組
織
や
関
係
機
関
を
知
る
こ
と
が
で

き
る

地
域
組
織
や
関
係
機
関
と
の
顔
な
じ
み
の
関
係
を
と
お

し
、
連
携
し
な
が
ら
活
動
が
で
き
る

住
民
や
関
係
機
関
と
の
連
携
を
と
お
し
、
保
健
師
と
し

て
必
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
る

住
民
や
関
係
機
関
と
連
携
・
協
働
を
と
お
し
、
地
域
の

人
び
と
の
つ
な
が
り
を
強
め
る
こ
と
が
で
き
る

関
わ
り
を
と
お
し
、
地
域
組
織
や
関
係
機
関
と
つ
な
が
り

を
も
つ
こ
と
が
で
き
る

連
携
し
た
活
動
の
な
か
で
保
健
師
の
役
割
を
見
出
し
、

果
た
す
こ
と
が
で
き
る

地
域
組
織
や
関
係
機
関
同
士
の
調
整
役
を
担
う
こ
と

が
で
き
る

地
域
組
織
や
関
係
機
関
と
地
域
の
ケ
ア
の
質
を
高
め

る
た
め
の
協
議
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

健
康
危
機
管
理
に
関
す
る
関
係
法
規
を
理
解
で
き
る

所
属
す
る
自
治
体
の
健
康
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に

基
づ
い
た
、
自
ら
の
行
動
に
つ
い
て
説
明
で
き
る

緊
急
時
に
対
応
が
で
き
る
よ
う
、
日
頃
か
ら
準
備
を
し

て
お
く
こ
と
が
で
き
る

リ
ス
ク
の
高
い
人
々
へ
の
健
康
危
機
発
生
時
の
対
応

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

所
属
す
る
自
治
体
の
健
康
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に

つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

健
康
危
機
発
生
時
の
活
動
体
制
に
つ
い
て
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
る

訓
練
の
振
り
返
り
を
と
お
し
、
実
行
力
を
高
め
る
こ
と
が

で
き
る

行
動
計
画
の
策
定
に
参
加
し
、
保
健
師
の
役
割
を
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る

健
康
危
機
発
生
時
に
必
要
な
行
動
に
つ
い
て
説
明
で

き
る

健
康
危
機
事
象
に
よ
る
地
域
の
人
々
の
健
康
へ
の
影

響
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

健
康
危
機
事
象
を
踏
ま
え
、
地
域
の
人
々
の
健
康
課

題
の
優
先
順
位
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

チ
ー
ム
に
お
け
る
自
ら
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
る

地地 域域 組組 織織 支支 援援

  援援 にに つつ いい てて 理理 解解

  をを 捉捉 ええ 、、 集集 団団 支支

きき るる

  重重 しし たた ググ ルル ーー

のの 支支 援援 をを おお ここ なな うう

たた 、、 ググ ルル ーー ププ ・・ 地地

をを おお ここ なな うう ここ とと がが

保保 健健 事事 業業 のの 実実 施施 ・・ 評評 価価

担担 当当 すす るる 事事 業業 のの 実実 施施 ・・ 運運 営営 をを 行行

うう ここ とと がが でで きき るる

地地 域域 のの 健健 康康 課課 題題 をを 踏踏 まま ええ 、、 保保 健健

事事 業業 のの 運運 営営 ・・ 実実 施施 をを 行行 うう ここ とと がが

でで きき るる

目目 的的 にに 応応 じじ てて 企企 画画 ・・ 立立 案案 しし なな がが

らら 保保 健健 活活 動動 のの 展展 開開 をを おお ここ なな うう ここ

とと がが でで きき るる

成成 果果 がが 得得 らら れれ るる 保保 健健 活活 動動 のの 展展 開開

をを おお ここ なな うう ここ とと がが でで きき るる

連連 携携 ・・ 協協 働働

　　
ケケ アア シシ スス テテ ムム 構構 築築

活活 動動 をを 通通 しし てて 、、 地地 域域 とと かか かか わわ るる 人人 々々 とと のの つつ なな

がが りり をを つつ くく るる ここ とと がが でで きき るる

保保 健健 活活 動動 をを 円円 滑滑 にに 遂遂 行行 すす るる たた めめ 、、 関関 係係 者者 やや 関関

係係 機機 関関 とと のの 連連 携携 がが でで きき るる

地地 域域 でで のの ケケ アア チチ ーー ムム づづ くく りり のの たた めめ 、、 関関 係係 者者 やや

関関 係係 機機 関関 とと のの 連連 携携 がが 推推 進進 すす るる よよ うう 働働 きき かか けけ るる

ここ とと がが でで きき るる

地地 域域 ケケ アア 体体 制制 のの 構構 築築 をを 図図 るる たた めめ 、、 関関 係係 者者 やや 関関

係係 機機 関関 とと のの 連連 携携 がが 推推 進進 すす るる よよ うう 働働 きき かか けけ るる ここ

とと がが でで きき るる

健健 康康 危危 機機 管管 理理

健健 康康 危危 機機 ママ ニニ ュュ アア ルル にに 基基 づづ いい たた 活活

動動 をを 説説 明明 すす るる ここ とと がが でで きき るる

健健 健健 康康 危危 機機 事事 象象 をを 想想 定定 しし 、、 ママ ニニ ュュ

アア ルル にに 基基 づづ いい たた 活活 動動 をを 行行 うう ここ とと がが

でで きき るる

日日 頃頃 かか らら 、、 健健 康康 危危 機機 事事 象象 にに 備備 ええ たた

活活 動動 をを おお ここ なな うう ここ とと がが でで きき るる

チチ ーー ムム のの 一一 員員 とと しし てて 、、 健健 康康 危危 機機 事事

象象 にに 対対 応応 でで きき るる
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参考資料２－１

ププロロセセススレレココーードドにによよるる支支援援ののふふりり返返りり

新任期研修 1年目（個別支援）は、プロセスレコードを用いた支援の振り返りを行います。主に個別支

援について、コミュニケーションの目的である①①情情報報収収集集、、②②援援助助関関係係づづくくりり、、③③看看護護介介入入、、をおさえて

内省・自己洞察を深めます。

【【ププロロセセススレレココーードドととはは】】

実実際際のの看看護護場場面面ででのの支支援援対対象象者者ととののややりり取取りりをを再再現現ししてて記記録録すするる方法です。プロセスレコードを書き、

看護者と支援対象者の相互過程を振り返ることで、①①対対象象理理解解をを深深めめるる、②②支支援援対対象象者者－－看看護護者者関関係係

のの中中でで起起ききてていいるるここととやや問問題題点点のの理理解解をを深深めめるる、③③看看護護者者のの自自己己洞洞察察をを深深めめ支支援援にに活活かかすす、という効

果があります。

【【ププロロセセススレレココーードドのの書書きき方方】】

＊最初に、取り上げる場面を決め、取取りり上上げげたた((振振りり返返りりたたいいとと思思っったた))理理由由を考える。

＊自分と対象者の言動やその時の気持ち･考えを思い出し、あありりののままままをを自自分分のの言言葉葉でで書く。

＊時間を追って順順番番にに書く (番号をつけ、位置をずらして流れが分かるようにする)。

＊書き始めはどの欄からでもよい。発生した順序に従って記録する。

＊記録して感感じじたたこことと、、気気づづいいたたこことと、、

分分かかっったたここととを記録する。

【【ププロロセセススレレココーードドをを用用いいたた振振りり返返りり】】

書く際中や書いた後、支援を振り返ることで、新たな気付きが得られます。プロセスレコードを書きなが

ら自分ひとりで行う振り返りと、他者と共に行う振り返りの２段階があります。

＊自分で行う振り返り

①自己洞察の視点を参考に、プロセスレコードに記録した事柄それぞれ

やプロセスに対し、自分で分析・考察したことを 「その後の分析」

欄に書く。

②場面全体の流れや「その後の分析」欄に記載した内容をさらに分析し、

対象者の言動の意味に対する理解や、自分の支援や関わり方の問題点

の発見等、場面全体から学んだことを「この場面から学んだこと」

欄に書く。

＊他者と共に行う振り返り

他の人とプロセスレコードを振り返る意義は、良い点/悪い点探し

ではありません。他の人の考えや気付きを聞くことや、他の人からの

質問に応えたり状況を説明したりする中で、新たな気付きが得られる

ことがあります。これにより、振り返りがさらに進む/深まる/広がる

ことを目指します。

内内省省・・自自己己洞洞察察すするる視視点点

＊なぜこの場面を取り上げようと思ったか？

＊この場面にはどのような背景があると考え

られるか？

＊対象者との間にどのような対人関係が生じ

ていたか？

＊対象者の感情や反応を捉えられたか？

＊自分の感情や反応を意識できたか？

＊適切な言動で相手に向き合えたか？

＊「鍵」となる言葉や態度は何であったか？

＊プロセスレコードに表現されていないが重

要だと思うことはあるか？

＊対人関係/支援プロセスにおける自分の傾

向はどのようなものか？

＊振り返り・自己評価を行ってどのようなこ

とを感じたか？

対象者の
言動

①………

④………

⑦………

感じたこと
考えたこと

②………

⑤………

⑧………

自分の
言動

③………

⑥………

⑨………

その後の
分析

…………

…………

…………

この場面から学んだこと ……………………
…………………………………………………

相手の発言･動作･反応･姿勢など、観察して感じ取っ
たことを書く。発言内容は変えずに書く。無言等は
「…」で表現をする。その場面で生じている雰囲気
や、途中で発生した状況なども書く。

相手の言動や状況を受けて、自分がその時に感じた
ことや思ったことを思い起こし、ありのままの自分
の言葉で記録する。自分の感情や考えが相手の言動
の後か先かをはっきりさせ、時間に沿って相手の言
動と並列したり、ずらしたりして記録する。

「対象者の言動」と「自分の感じたことや思ったこと」を受けて、
自分がその時発した言葉や起こした行動を記録する。ありのまま
の表現で、時間的な配置を振り返って適切な場所に記録する。

状況の説明/プロセスレコードの目的
……………………………………………………

………………………………………………

この場面の背景の要点を簡潔に記述する。さら
に、なぜプロセスレコードとしてこの場面を取り上
げたのか、意図や動機を書く。
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参考資料２－２

地地区区診診断断へへののポポーートトフフォォリリオオのの活活用用

教育やキャリアマネジメントでポートフォリオが用いられています。これは、「自らの意思で、自らの成

果や自ら手に入れた情報を一元化したもの」のことです。一元化とは、何でも入れられ、またいつでも取

り出せることです。

地区診断におけるポートフォリオは、保保健健師師がが担担当当地地区区やや担担当当業業務務のの実実施施ににおおいいてて行行っったた地地区区診診断断

のの情情報報おおよよびび成成果果をを一一元元化化しし、、そそれれをを凝凝縮縮ししてて１１枚枚のの用用紙紙ににままととめめたたももののを指します。一元化する情報

には、事業実施報告、統計資料、日々の活動で得た情報（関係者の意見や住民の声）、自分のメモ，先

輩や上司から受けたアドバイス、途中経過、気づき･アイディア、自己評価等が含まれます。

【なぜポートフォリオでまとめるの？】

①自分の内なる思いや願いを具体的な目標にして、活活動動やや地地域域をを変変ええてていいくく方法を学びます。

②結果だけでなく、ププロロセセススやや根根拠拠をを必必ずず含含めめるるから、「自分の地域はこうなんです」と自自信信を持って言え

るようになります。

③膨大な情報を凝縮してまとめるので、情情報報判判断断力力･･統統合合力力･･表表現現力力ＵＵＰＰをを図図るることができます。

④見える表現を重視しているので、自分の地区の特徴や活動内容を仲仲間間やや住住民民とと共共有有すするる際際ののツツーールル

として活用できます。

【地区診断ポートフォリオの特徴】

【ポートフォリオの作成手順】

①テーマを明確にします

自分の中にある、漠然とした思いや疑問、願いなどを出発点とし、そこから何のためにどこまで到達した

いのかを考えることで、地区診断をする対象･範囲･視点を絞り込みます。

②情報を集めます

地区活動のプロセスを踏み、地区の情報把握と地区分析を繰り返し行います。地区診断のテーマに応じ

て、統計資料やこれまでの記録・報告書の分析、地区踏査、関係者や住民からの情報収集、活動や保健

事業への参加など、多角的な情報を集めましょう。

③集めた情報を再構築します

地区活動では、一つの活動で見えてきたことが次の活動につながっていきます。様々な情報を結びつけ

て考えていくことが大事です。そこで、地区診断や計画作成のプロセスの中で考えたことやアイディアも含

めて情報を整理します。

①①「「意意思思ああるる提提案案」」ににななっってていいるる

自らの保健活動の目的･目標に向

かい、地区診断から活動計画作成を

行ったプロセスと各段階の内容が、

整合性をもって示されている。

②②「「根根拠拠ああるる情情報報」」がが添添ええらられれてて

いいるる

分析の根拠と、目標や活動計画

の意図が読み取れる。情報源が分

かる(出典･日付等)。

③③紙紙面面全全体体がが思思考考のの構構造造をを示示ししてていいるる

ビジュアル表現を活用し、考えがはっきり伝わるようレイアウト

構成されている。→図やグラフの特徴を活かし、情報がわかりやす

く整理されている。地区診断のプロセスを確認できる構成になって

いる。

④④具具体体的的なな提提案案ががああるる

単なる情報整理でなく、現実を

解決する方策がわかるようになっ

ている。現実の課題をクリアする

ために、効果的で実行可能な計画

が示されている。
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事例検討会（“実践力ＵＰ事例検討会”～みて・考え・理解して～）

１　効果的な事例検討会　 －５つの要素と３つの特徴、グラウンドルール－

　　　　　　　　　・参加者１人１人が、知識と経験を持ち帰り、自分の担当事例として
　　　　　　　　　　考え、積極的に参加する。① 積極的参加

　　　　　　　　　・参加者が、一つの事例を通して、共通の体験（情報整理/アセスメン　　
　　　　　　　　　　ト/支援策決定）を共有する。
② 体験共有

　　　　　　　　　・協働作業（板書を用いた思考の整理）を通して、参加者全員が、納
　　　　　　　　　　得・合意しながら事例検討会に参加する。
③ 協 働

　　　　　　　　　・本人・家族を中心に考え、新しい様々な視点から具体的な支援策を
　　　　　　　　　　生み出す。（領域を超えて支援者が集まることを重視）
④ 創 造

　　　　　　　　　・事例検討のプロセスを通じて、１人では得られない気づきを得ると
　　　　　　　　　　共に、参加者全員の大きな学びを培う。⑤ 学 習

－３つの特徴－

★情報整理のプロセスを重視する

★アセスメントを言語化する

★具体的な支援と役割を決定する

２　進め方とポイント　

－グラウンドルール－

☆事例はみんなで考え全員が発言する

☆誰かを責める会にしない

☆人の話はさえぎらない

☆事例提供者の支援内容を否定/批判しない

☆ファシリテーターの指名には応える

☆事例提供者をねぎらう

　保健指導技術を習得する方略はOJTで行われることが多く、保健師個々の力量や経験に委ねら
れていることが多いという現状があります。そこで、保健師が一堂に会し、様々な気づきや知
識、経験を共有し、事例やその地域を深く理解し、支援策を検討する機会である事例検討会は
非常に重要です。

－５つの要素－

参考資料３－１

準備 検討事例、参加者、日程、場所／会場の決定

導導入入：自己紹介、所要時間の確認、事例の’’骨格’’の共有、グランドルールの確認

ＳＴＥＰ２
事事例例紹紹介介：事例提供者から事例概要の説明

ＳＴＥＰ３

情情報報のの整整理理①①：提供された情報を「事実」と「想像・印象」に整理・分類

情情報報のの整整理理②②：追加情報の確認、「事実」「想像・印象」「不明点」に整理・分類

アアセセススメメンントト：現状の評価、今後予測されることの検討

確確認認すすべべきき情情報報のの整整理理：アセスメントの妥当性を担保するために必要な情報の確認

支支援援のの方方向向性性のの確確認認：目標の検討、支援策の検討・確認

役役割割のの確確認認：今後の役割分担とその手法の検討・確認

振振りり返返りり（（評評価価））：感想の共有、記録の確認、日程の確認

事例検討会終了後 実践、経過の報告、事例検討会の定期的な開催

ＳＴＥＰ１

ＳＴＥＰ４

ＳＴＥＰ５

ＳＴＥＰ６

ＳＴＥＰ７
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http://www.nurse.or.jp/home/publication/pdf/hokenshido/2014/25-hokensido-01.pdf

３　参考様式　（ホワイトボード活用例）　　

◆「平成２５年度厚生労働省保健指導支援事業保健指導技術開発事業報告書
　　“実践力UP事例検討会”～みて・考え・理解して～」　（平成２６年３月公益社団法人日本看護協会より引用、抜粋）

◆「効果的な事例検討会モデル」試行団体説明会資料　　（公益社団法人日本看護協会より引用）

◆　詳細は、日本看護協会HPをご覧ください。

　

参考資料３－１
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保健活動評価研修

２　研修の目標　

　国立保健医療科学院の「公衆衛生看護管理者研修（実務管理）」の学びを活かし、効果的な保

健活動を展開するために必要な知識と技術の習得を目的として、地域診断、企画、実施、評価の

一連のプロセスの実践を通じて、地域ケアシステムの構築について学ぶ研修です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（研修の課題様式については、ページに掲載しています。）

１　地域ケアシステムとは

○地域における住民及び保健・医療・福祉の関係者が情報を共有して、ケアが必要な住民の発

　見およびサービスの供給・調整・開発などの目的が果たせるように連携し、まとまった働き

　をすること。　（木下由美子編.エッセンシャル地域看護学.医歯薬出版株式会社.2008）

○住民のために安全、安心、健やかな町づくりを目的としたもの。地域住民がより安全でより

　健やかな生活を営めるように組織的、系統的に支援すること。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○ケアを必要とする人とケアを提供する組織・機関が、あるいは組織・機関同士がつながり、

　サービスが受けやすく支援が途切れることがないようにすることであり、だれもがこのよう

　なサービスを公平に受けられる状態にすること

　　　　　　（平野かよこ編：最新保健学講座5　公衆衛生看護管理論　第4版，メヂカルフレンド社，2017，ｐ.203）

（１）地域の健康課題を顕在化し、健康ニーズに応じた地域ケアシステムを明らかにできる。

（２）地域診断、企画、実施、評価のプロセスを実施し、業務改善を進めることができる。

（３）課題解決に向けて職場内、関係機関、住民等と課題の共有、合意形成ができる。

（４）課題解決に向けて、職場内、関係機関、住民等との協働による保健活動が実践できる。

【到達目標】
　構築したい支援システムを考え、現状を整理して、言語
化した課題に連動した具体的な目標を設定することができ
る

（職場で実践）

前期研修　I　

グループワーク　　

前期研修　Ⅱ　

グループワーク　　

コンサルテーション

後期研修Ⅰ・Ⅱ

【到達目標】
　目標を達成するための実施計画と、評価計画を立てる
ことができる

【到達目標】
　所属部署で研修の共有を図り、進捗状況の確認ができる

【到達目標】
　目標と計画の妥当性、目的の達成度を評価し、次年度
の見直しができる

※1人1～2回

３　研修の対象者　

　中堅期Ⅱ以上の保健師

４　保健活動評価研修の流れ（H30年度参考）　

参考資料３－２

（荒賀直子，後閑容子編集：公衆衛生看護学.jp　第4版，インターメディカル，2015，ｐ.166）
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参
考
資
料
３
－
２

様様
式式
：
地地
域域
ケケ
アア
シシ
スス
テテ
ムム
図図
（（
記記
載載
要要
領領
））

所
属
：
（

）
氏
名
：
（

）
提
出
日
：

月
日

◆
地
域
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
名
：

◆
目
的
：

構
築
を
目
指
す
「
地
域
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
全
体
像
」
を
描
く
。

・
地
域
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
で
支
え
る
べ
き
「
対
象
集
団
」
を
明
確
に
し
、
地
域

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
図
の
中
心
に
配
置
す
る
。

・
地
域
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
必
要
な
組
織
・
機
関
、
人
材
や
サ
ー
ビ
ス
の
関
係

に
つ
い
て
、
線
、
矢
印
、
距
離
感
等
で
工
夫
し
て
表
現
す
る
。

・
実
態
・
現
状
は
「
実
線
」
、
今
後
必
要
・
強
化
し
た
い
も
の
は
「
点
線
」
で

表
現
し
、
現
状
と
目
指
す
姿
を
含
ん
だ
図
と
す
る
。

図
で
用
い
た
線
や
記
号
等
の
説
明
を
記
載
す
る
。

ど
の
よ
う
な
地
域
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
か
表
現
す
る
。

地
域
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
よ
り
目
指
す
対
象
集
団
の
姿
（
達
成
年
度
の
目
安
を
記
載
）
。
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参考資料３－２

様様式式２２：：地地域域ケケアアシシスステテムムのの明明確確化化ののたためめののアアセセススメメンントト（（記記載載要要領領））

所属：（ ）氏名：（ ） 提出日： 月 日

現状 課題

Ⅰ.対象集団の健康課題のアセスメント

Ⅱ.対象集団に関連する地域ケアシステムのアセスメント

Ⅰ.対象集団の健康課題

１．箇条書きで要約すること。

２．・・・・・・

３．・・・・・・

Ⅱ.地域ケアシステム構築上の課題

地域ケアシステム構築計画において、地域ケアシステムで支えるべき、「対

象集団」を明確にし、対象集団の特性をアセスメントする。

対象集団の解決すべき健康課題

を抽出する。

対象集団の健康課題解決に関わる地域資源（組織・機関（外部）、組織（内

部）、人材や民間サービス等）の実態（対象集団への支援・連携等）を捉

え、必要な地域ケアシステをアセスメントする。

必要な地域ケアシステムの構

築上の課題を抽出する。

地域ケアシステム構築計画において、必要な情報を選択し、アセスメントする。

・量的データは、年次推移、国・県・他地域と比較し、客観的指標となるよう

示す。

・質的データは、住民の声など、日ごろの活動から捉えた情報を表現する。

・問題点のみに着目せず、強み・弱みを含めて整理する。

・現状分析されていることによって、活動後の変化の測定が可能となり、評価が

できる。

現状分析から、課題を抽出。

・課題は、目指す姿と現状のギャップ、

かつ解決可能な事柄を抽出する。

・優先順位を考慮し、箇条書きに要約

する。
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【
例
】
 

・
目
標
の
達
成
度
の
程
度
（
「
誰
が
」
「
ど
の
よ
う
に
変
化

し
た
か
」
の
か
）
 

・
活
動
に
よ
る
成
果
 

・
波
及
効
果
 

 【
記
載
例
】
 

１
関
係
組
織
（
ex
医
師
会
、
高
校
・
・
・
）
 

1-
1
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
に
お
け
る
課
題
に
つ
い
て
共
通
認

識
が
も
て
た
か
。
 

1-
2
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
の
目
標
を
共
有
で
き
た
か
。
 

ど
の
よ
う
な
地
域
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
か
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現
す
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域
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テ
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の
構
築
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画
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目
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れ
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目
標
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標
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目
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達
成

す
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刻
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短
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テ
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変
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誰
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変
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具
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計
画
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す
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実
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計
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目
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成
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方
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・
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年
表
）
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○○保保健健師師活活動動のの変変遷遷

（（１１））保保健健婦婦駐駐在在制制度度

高知県では、保健所法が公布された翌年、昭和 13年４月に安芸保健所を設置し、看護師３名が

配置され、乳幼児の保健指導等、地域保健活動に従事しました。そして、昭和 17年４月に保健婦講

習会が１か月半のコースで行われ、県は検定試験に合格した44名中20名を、高知県初の保健師と

して、県職員の身分で指定町村に駐在させました。これが高知県保健師活動のはじまりです。

終戦後の昭和23年、中央保健所がモデル保健所として発足すると同時に、伝染病予防などの

衛生業務を浸透させる方法として、この当時、保健所内に勤務していた保健師を駐在制に切り替

えました。駐在制は、県・市町村保健師の別なく、市町村の担当地区内に活動拠点を置き、担当地

区に責任を持って、乳児から高齢者まですべての住民に保健サービスを提供すると同時に、個人

から家族、家族から地域全体を捉えた総合保健活動を行い、公衆衛生の向上を目指すものでし

た。

当初は１市 169 町村、人口86万人を65名の保健師で分担するため、山間地区は１人が２～３町

村、平坦地は５～６町村を受け持ち、１人当たりの受け持ち人口は平均 13,000人、担当地区平均面

積 110ｋ㎡という状況で、交通手段を持たない保健師にとっては厳しい環境でした。その後保健師

は、昭和27年には 145名に増員されました。

昭和30年代には、保健所は 10か所となり、高知市にある中央保健所以外は、所内クリニックを

週１日のみとして、他の日はすべて管内市町村に出向いての地区クリニックを実施するなど、保健

師活動を支援していました。昭和38年には３保健所に保健婦室が設置され、室長が管内市町村の

保健師活動を支える体制ができました。

昭和40年代には、精神保健や在宅病臥者への取り組み、災害救護活動など、総合保健活動が

展開されるようになり、昭和50年代には、国民健康づくり対策や老人保健法施行を受けて、健康

づくり対策や循環器疾患対策などにも強力に取り組むようになりました。

昭和62年には県で「長寿県づくり構想」が策定され、在宅サービスを担う保健、福祉、医療関係

者の連携強化に力を入れた活動が推進されるようになりました。

戦後間もない時期から、県は地域保健活動を重視して、県保健師を市町村に駐在させるという

独自の制度を継続してきましたが、市町村保健活動の強化に必要となる市町村保健師の増員を

図るため、平成８年度末に駐在制を廃止するなど、制度の見直しを行いました。

（（２２））地地域域保保健健法法制制定定後後

地域保健法制定を受けて、県では平成８年に高知県地域保健問題検討委員会から提言を受けた

報告書「地域保健の先進県をめざして」を基本に、「地域保健サービス充実強化実施計画（大綱）」

を策定しました。平成９年度には「地域保健充実強化計画」を策定し、新たな市町村と保健所の役

割分担として、県は、総合的、広域的な行政機関として機能強化し、専門技術的なサービスを提供

すること、市町村は住民の生涯を通じた身近な保健福祉サービスを提供することとする整理を行

いました。同時に、平成８年度まで保健婦駐在制度は廃止され、県保健師は、専門技術サービスを

効果的に提供する多くの職種で編成されるチームの一員として位置付けられました。

一方、県は保健師採用計画を策定し、市町村保健師の採用を支援するとともに、確保できるま

での間は県保健師を派遣する制度や、県保健師の割愛制度を設けました。

参考資料４－２
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また、平成６年７月１日以降、平成14年３月31日までの間に採用した場合、給料を補助（上限あり）

する制度も設け、これにより市町村では、平成９年度から 13年度の間に急速に保健師の採用が進

みました。

○現現任任教教育育のの取取りり組組みみのの変変遷遷

（１）県保健師、市町村保健師技術研修会（平成８年度まで）

駐在制度スタート時の保健師は、地域保健活動の実際についての教育や訓練が不十分なため、

市町村との連絡、事業計画の立て方、ケース発見の方法等、その市町村に適した具体的な働き方

などは手さぐりの状態でした。

そのため県は、保健師の講習会で、地域での保健師活動の具体的な講義やデモンストレーション

を行うほか、保健師の資質向上のために、県内の全保健師が参加する技術研修会を年２回開催し

ていました。この技術研修会は、昭和60年から全体研修（保健師全員２日間）と分野別研修（結核、

精神、母子、成人の４コースから選択で３日間）という分科会形式となり、平成８年まで継続されま

した。

また駐在制度スタート当初から保健所で月１回の連絡会が実施され、業務研究会を市町村職員

等も参加して行うなど、業務検討を深めるとともに、他職種との共通基盤に立った業務の推進、相

互理解を図るという成果があり、駐在制度が廃止される平成８年度末まで継続されました。

保健師は、これら技術研修会や保健所単位での業務研究会などで検討を重ね、受け持ち地区

の全世帯を対象として、援助を必要とする家族の見落としがない家族管理システムの確立や、各

種看護記録、訪問基準などを作成し、地区住民の健康を守る保健活動を展開しました。

（２）地域保健法施行後の教育体制

平成８年度に策定された地域保健サービス充実強化実施計画では、保健師の資質向上につい

て、「市町村保健婦等の基礎的な研修は、県が企画立案し計画的に実施する」「県と市町村の協

議のもと、保健婦の相互派遣など職員の人事交流を促進する」ことが明記され、また保健婦駐在

制度廃止と合わせて策定された地域保健充実強化計画の職員研修計画の項では、「（県は）研修

の基本方針を策定し、地域保健サービスに関わる市町村及び県職員に対して、系統だった研修を

実施する」ことが明記されました。そしてそれらの研修については、平成９年度から衛生研究所に

企画研修部を新たに設置し、保健所・市町村職員等に対する研修として公衆衛生全般研修、事業別

研修、階層別研修の企画・調整・実施を県内統一的に実施することになりました。

その後、より業務に結びついた研修会を望む声を受け、平成 14年度には、集合研修から現場に

出向いて実践力を養う実地研修（協働実践事業）も追加されました。協働実践事業は、市町村が実

施する住民主体の地域保健福祉の推進に向けた事業など、具体的な活動を通じて、市町村と保健

所が課題分析・企画・評価、広域調整などのノウハウを身につけていくための人材育成の手段とし

て位置付けられました。

平成 15年度からは、地域保健体制の見直しにより組織体制を再編し、市町村と県保健所の連携

について検討するとともに、基礎研修の担当は県本庁に移管されました。同時に、保健所組織につ

いては、県と市町村との連携を強化して県民に適切なサービスを提供するために、「地域調整主
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を行うほか、保健師の資質向上のために、県内の全保健師が参加する技術研修会を年２回開催し
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精神、母子、成人の４コースから選択で３日間）という分科会形式となり、平成８年まで継続されま

した。

また駐在制度スタート当初から保健所で月１回の連絡会が実施され、業務研究会を市町村職員

等も参加して行うなど、業務検討を深めるとともに、他職種との共通基盤に立った業務の推進、相

互理解を図るという成果があり、駐在制度が廃止される平成８年度末まで継続されました。

保健師は、これら技術研修会や保健所単位での業務研究会などで検討を重ね、受け持ち地区

の全世帯を対象として、援助を必要とする家族の見落としがない家族管理システムの確立や、各

種看護記録、訪問基準などを作成し、地区住民の健康を守る保健活動を展開しました。

（２）地域保健法施行後の教育体制

平成８年度に策定された地域保健サービス充実強化実施計画では、保健師の資質向上につい

て、「市町村保健婦等の基礎的な研修は、県が企画立案し計画的に実施する」「県と市町村の協

議のもと、保健婦の相互派遣など職員の人事交流を促進する」ことが明記され、また保健婦駐在

制度廃止と合わせて策定された地域保健充実強化計画の職員研修計画の項では、「（県は）研修
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企画研修部を新たに設置し、保健所・市町村職員等に対する研修として公衆衛生全般研修、事業別

研修、階層別研修の企画・調整・実施を県内統一的に実施することになりました。

その後、より業務に結びついた研修会を望む声を受け、平成 14年度には、集合研修から現場に

出向いて実践力を養う実地研修（協働実践事業）も追加されました。協働実践事業は、市町村が実
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平成 15年度からは、地域保健体制の見直しにより組織体制を再編し、市町村と県保健所の連携

について検討するとともに、基礎研修の担当は県本庁に移管されました。同時に、保健所組織につ

いては、県と市町村との連携を強化して県民に適切なサービスを提供するために、「地域調整主
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調整役を担うとともに、市町村保健師の不安や悩み等の相談にも対応していました。平成 17年か

らは保健所と福祉事務所を統合した福祉保健所となり、保健・医療・福祉の一体的な支援を行う体

制とし、さらに平成19年度からは、県と市町村、地域団体や関係機関との協働の取り組み強化に加

え、保健・医療・福祉の人材育成を推進するために地域支援室を設置し、保健師の人材育成を福祉

保健所の業務として位置づけました。
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月 人材育成評価検討会 その他の取り組み

 H29年
５月

◎第１回評価検討会（22日）
・ガイドライン見直しについて
・作業スケジュールの確認
・検討会委員の役割分担の確認

　６月

◎中堅期・管理期保健師アンケート実施
（健康長寿政策課）

◎協議の場の設定と意見集約
（高知県看護協会、保健師長会高知県支部、高知市）

◎市町村ヒアリング実施

（福祉保健所、健康長寿政策課）
　７月

　８月

◎市町村ヒアリング実施

（福祉保健所、健康長寿政策課）
◎高知県本庁保健師人材育成連絡会(15日、17日)
（健康長寿政策課）

◎中堅期・管理期保健師ヒアリング結果・アンケー　
　ト結果分析
（高知県立大学、高知大学、高知学園短期大学、
　健康長寿政策課）

　９月

◎第２回評価検討会（22日）
・アンケート結果及びヒアリン
　グ結果の報告
・ガイドライン見直しにかかる
　各団体の意見
・ガイドライン改訂案について

◎中堅期・管理期保健師ヒアリング結果・アンケー　
　ト結果についての意見交換会（12日）
（高知県立大学、高知大学、高知学園短期大学、

　健康長寿政策課）

　10月

◎福祉保健所地域支援室長会（20日）

（福祉保健所、健康長寿政策課）
◎各団体とガイドライン改定について意見交換
（健康長寿政策課）

　・高知県立大学（５日）
　・高知県看護協会（23日）
　・高知大学（27日）

11月
◎第３回評価検討会（10日）
・ガイドライン改定案について

◎高知県本庁保健師人材育成連絡会(15日、17日)
（健康長寿政策課）

H30年
２月

◎市町村保健衛生職員協議会とガイドライン改定に
　ついて意見交換（１日）
（健康長寿政策課）

　３月

◎ガイドライン改定版完成
◎第４回評価検討会（14日）
・ガイドライン改定版について
・次年度のスケジュール確認

高知県保健師人材育成ガイドライン改定スケジュール（平成29年度）
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高知県保健師人材育成ガイドライン改定スケジュール（平成30年度）

月 ガイドライン評価検討会 その他の取り組み

H30年
４月

◎市町村訪問
（福祉保健所、健康長寿政策課）

５月

６月

◎第１回評価検討会(２日)
・ガイドライン見直しについて
・作業スケジュールの確認
・検討会委員の役割分担の確認

◎市町村訪問
（福祉保健所、健康長寿政策課）

◎高知県本庁保健師人材育成連絡会
　(14日)

７月

◎所属別めざす姿の検討
（高知市、市町村衛生協、福祉保健所）

８月
◎第１回新任期保健師人材育成プロ
グラム評価に係るワーキング(27日)

９月
◎新任期保健師人材育成プログラム
評価に係るワーキング(２～４回)
（6日、18日、26日）

◎高知県本庁保健師人材育成連絡会
　(20日)
◎所属別めざす姿の検討
（高知市、市町村衛生協、福祉保健所）

10月
◎第２回評価検討会(15日)
・見直し事項に係る取組状況の報告　
・各項目（案）について

◎新任期保健師人材育成プログラム評価
　の確認（４日）
（高知県立大学、健康長寿政策課）

11月
◎第５回新任期保健師人材育成プロ
グラム評価に係るワーキング(13日)

12月
◎第３回評価検討会（25日）
・ガイドライン（案）について

◎新任期保健師人材育成プログラム評価
　の確認（６日）
（高知県立大学、健康長寿政策課）

H31年
１月

◎ガイドライン案の修正

２月
◎第４回評価検討会（１日）
・ガイドライン（案）について

３月
◎第５回評価検討会（11日）
◎ガイドライン（Ver.3）完成

95 96



氏　　名　 所属・職名

　時長　美希 　高知県立大学看護学部看護学科　教授

　小澤　若菜 　高知県立大学看護学部看護学科　講師

　川本　美香 　高知県立大学看護学部看護学科　助教

　畠山　典子 　高知県立大学看護学部看護学科　助教

　齋藤　美和 　高知大学医学部看護学科　講師

　大西　昭子 　高知学園短期大学専攻科地域看護学専攻　准教授

　神﨑　明子 　高知市保健所地域保健課　地域保健・人材育成担当管理主幹

　宗石　こずゑ
（高知県市町村保健衛生職員協議会保健師部会）
　香美市健康介護支援課　親子すこやか班長

　沖本　幸
（高知県市町村保健衛生職員協議会保健師部会）
　土佐清水市健康推進課　保健指導係長

　吉岡　美紀
（全国保健師長会高知県支部）
　中土佐町健康福祉課　障害福祉係長

　窪田　純子
（高知県看護協会保健師職能委員会）
　地域福祉部児童家庭課　チーフ（子育て支援担当）

　中井　弘子 　安芸福祉保健所地域支援室　地域支援室長

　窪内　悦子 　中央東福祉保健所地域支援室　地域支援室長

　川村　尚美 　中央西福祉保健所　次長兼地域支援室長

　陰山　鼓 　須崎福祉保健所　次長兼地域支援室長

　朝生　美智 　幡多福祉保健所　次長兼地域支援室長

　田上　豊資
  （アドバイザー）

　健康政策部医監　兼　高知県中央東福祉保健所長

　中島　信恵
　 （事務局）　

　健康政策部健康長寿政策課　保健推進監

  兼田　陽一
　 （事務局）　

  健康政策部健康長寿政策課チーフ (健康長寿県づくり担当）

  野口　裕子
　 （事務局）　

　健康政策部健康長寿政策課　主幹

高知県保健師人材育成評価検討会名簿（平成30年度）
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＜引用・参考文献＞

１　新任時期における地域保健従事者の現任教育に関する検討会報告書
　　　平成16年３月　新任時期における地域保健従事者の現任教育に関する検討会

２　新任時期の人材育成プログラム評価検討会報告書（平成１７年度地域保健総合推進事業）

　　　平成１８年３月　新任時期の人材育成プログラム評価検討会

３　神戸市保健師人材育成計画

　　　平成１８年３月　神戸市保健福祉局　

４　指導者育成プログラムの作成に関する検討会報告書（平成１８年度地域保健総合推進事業）

　　　平成１９年３月　財団法人　日本公衆衛生協会

５　青森県保健活動指針（青森県保健活動検討会報告書）

　　　平成２１年３月　青森県

６　愛媛県中堅期保健師継続ガイドライン

　　　平成２２年３月　愛媛県保健福祉部管理局医療対策課

７　大阪府・市町村保健師の人材育成ガイドライン

　　　平成２２年３月　大阪府健康医療部保健医療室地域保健感染症課

８　新人看護職員研修ガイドライン～保健師編～

　　　平成２３年２月　厚生労働省

９　提言書

　　　平成２４年１１月　大分県保健所地域保健課長会

10　中堅期保健師の人材育成に関するガイドラインおよび中堅期保健師の人材育成に関する調査

　　研究報告書（平成２３年度地域保健総合推進事業）

　　　平成２４年３月　財団法人　日本公衆衛生協会

11　地域における保健師の保健活動に関する検討会報告書（平成２４年度地域保健総合推進事業）

　　　平成２５年３月　地域における保健師の保健活動に関する検討会

12　大阪府・市町村中堅期保健師人材育成マニュアル

　　　平成２５年３月　大阪府健康医療部保健医療室地域保健感染症課

13　名古屋市管理期保健師人材育成ガイドライン

　　　平成２６年３月　名古屋市健康福祉局健康増進課

14　市町村保健活動のあり方に関する検討会報告書Ⅲ（平成２５年度厚生労働省先駆的保健活動

　　交流推進事業）

　　　平成２６年３月　公益社団法人　日本看護協会

15　大阪市管理期保健師の役割に関するガイドライン

　　　平成２６年３月　大阪市健康局健康推進部健康施策課

16　平成２５年度　厚生労働省保健指導支援事業保健指導技術開発事業報告書

　　　平成２６年３月　公益社団法人　日本看護協会

17　島根県保健師人材育成ガイドライン～中堅期・管理期保健師の力量形成に向けて～

　　　平成２６年６月　島根県健康福祉部

18　「地域保健に従事する人材の計画的育成に関する研究」報告書、分担研究「自治体保健師の
　　 キャリアパスモデルの開発」（平成27年度厚生労働科学研究）
　　　平成28年３月　国立保健医療科学院

19　保健師の人材育成計画策定ガイドライン（平成27年度厚生労働科学研究）

　　　平成28年３月　国立保健医療科学院

20　保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終取りまとめ

　　　平成28年３月　厚生労働省
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